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午前１０時００分  開会 

◎ 開  会 

○副委員長（岡本雅道君） ただいまから、予算審査特別委員会を開会いたします。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎ 開  議  

○副委員長（岡本雅道君） 直ちに、本日の会議を開きます。 

本予算審査特別委員会は、議案第２１号、平成３１年度栄町一般会計予算、議案第２２号、

平成３１年度栄町国民健康保険特別会計予算、議案第２３号、平成３１年度栄町後期高齢者医

療特別会計予算、議案第２４号、平成３１年度栄町介護保険特別会計予算、議案第２５号、平

成３１年度栄町公共下水道事業特別会計予算及び議案第２６号、平成３１年度栄町矢口工業団

地拡張事業特別会計予算、以上６件についての審査を付託されております。 

まず、審査方法につきましては、すでに配布されております「予算審査特別委員会設置及び

運営方法」に基づき、本日から２日間にわたり各常任委員会の所管事頄に分けて行います。 

ここで、審査方法を確認いたします。 

初めに、担当課長から関連する質疑頄目について、質疑通告項に従い、各委員ごとに一括し

て答弁を得て、その後、再質疑については各委員ごとに一問一答で行います、ということにな

っておりましたが、質問の数が多いので、質問ごとに一問一答で行いたいと思いますが、いか

がでしょうか。 

〔「異議なし」という声あり〕 

○委員長（岡本雅道君） また、全委員の質疑通告に対する質疑終了後、通告以外の質疑の時

間を設けます。 

ただし、１委員３件以内とします。 

なお、明日３月８日の教育民生常任委員会所管事頄の審査終了後、町長、副町長、教育長、

総務課長及び財政課長との全体質疑を予定しておりますので、申し添えます。 

初めに、総務常任委員会の所管であります、総務課、財政課、企画政策課、住民活動推進課、

税務課、消防本部及び消防署、出納室、監査委員、選挙管理委員会、固定資産評価審査委員会

及びその他の常任委員会の所掌に属さない事頄につきまして審査いたします。 

ここで、執行部の皆さんにお願いいたします。答弁は的確かつ簡潔にお願いいたします。ま

た、委員各位の再質疑にあたっても平成３１年度の予算質疑から逸脱しないよう、ポイントを

絞り簡潔に再質疑されますようお願いいたします。 

それでは、質疑通告項に従い、委員ごとに質疑を行います。 

初めに、通告１番、松島一夫委員の質疑通告に対し、答弁を求めます。大須賀財政課長。 

○財政課長（大須賀利明君） それでは、私のほうからは質疑通告にしたがいまして、地方交

付税の増額見積りの根拠は、についてお答えさせていただきます。 
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 初めに、地方交付税の関係ですが、総務省におきまして作成しました平成３１年度の地方財

政計画で、国では地方交付税が７年ぶりに増加しておるところでございます。前年度比較で

１.１％の増加となっております。これも一つの参考要素としまして、私どもでは平成３１年

度当初予算の増額理由としましては、まず一つに、税収が１,０００万円以上減額となってい

ること、これに伴いまして基準財政収入額が減尐すると見込んだことと、下水道費、それから

臨時財政対策債、緊急減災・防災対策債の補正係数の上昇がございまして、これに伴いまして

基準財政需要額が増額しているということで、地方交付税の増額を３,０００万円、今回の当

初予算で見込んでおるところでございます。 

 以上でございます。 

○委員長（岡本雅道君） 答弁が終わりましたので、松島委員のほうからお願いします。 

○委員（松島一夫君） 今年度、１.１％増えたということの説明と、臨時財政対策債の補正

係数というのをもうちょっとわかりやすく言ってもらえますか。 

○副委員長（岡本雅道君） 大須賀財政課長。 

○財政課長（大須賀利明君） 臨時財政対策債、いわゆる国から対策債としてお金を借り入れ

ているわけでございますけど、基本的にこれは交付税措置されるものということで前々からお

話はしてると思います。償還は前から借りてるものが償還が始まっておりまして、平成１３年

度からそれぞれの毎年、償還している償還額に対しまして補正係数の見直しというのが毎年、

国のほうで行います。これに伴いまして、平成１３年度から平成３０年度までの分の補正係数

の見直しによりまして、基本的にですけども平成３０年度では補正係数というのが臨時財政対

策債で１４.０８３だったものが、平成３１年度の予算措置をする段階では１４.８７２という

ことで、補正係数が０.７８９上がっています。ポイントとして上がっているんです。これが

実際のところ、例えば基準財政需要額の臨時財政対策費の償還としては、この計算式に当ては

めていきますと、だいたい今回の私どもの見込みでは１,４１３万２,０００円程度の増加が見

込まれるというふうに臨時財政対策債でそういう見込みがあるということで。トータル的には

他の地方債とか、税収が減尐したことで実績額が落ちたことでその減尐分の所得割とか法人税

割の分で逆に収入額が落ちますので、トータル的には３,０００万円、今回、見込んでもいけ

るだろうというところで予算措置をさせていただきました。 

 以上です。 

○副委員長（岡本雅道君） 松島委員。 

○委員（松島一夫君） 非常に難しい用語が出てきて。こういうことなんですか、臨時財政対

策債の償還金ですね、これが交付税措置されると。その部分が、要は償還金にあたる部分が増

えてくるというふうな簡単な理解でいいんですか。 

○副委員長（岡本雅道君） 大須賀財政課長。 

○財政課長（大須賀利明君） 臨時財政対策債自体は、借入は毎年、増えています。今、全体
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の地方債の約半分近くにまで達するところでございまして、この償還額の補正係数、先ほど言

った補正係数が増えることで基準財政需要額のほうが増えていってしまうということは、一つ

の計算式の中では言えますので。今、委員がおっしゃるとおり臨時財政対策債が増えることに

よって補正係数云々もありますが、当然、償還額のほうで需要額が増額していくだろうという

ことは見込まれていきます。 

 以上です。 

○副委員長（岡本雅道君） 松島委員。 

○委員（松島一夫君） 交付税が増えるというのは、あまり喜ばしい状態ではないわけなんで

すよね、もらえるからいいな、じゃなくて。それで前年度の場合は３月補正でトータルで

１６億３,２２７万円だっけかな、とかという数字が出てたんですが、確かそうだと思いまし

たが違いましたっけ。そうですよね。今年度、色々な要因で増えている、当初見積りも増えた

と。最終的に今年度はやはりこの３月補整で出てきた数字、１６億３,０００万円よりも当然、

最終的には増えてくるという考えでよろしいんですか。 

○副委員長（岡本雅道君） 大須賀財政課長。 

○財政課長（大須賀利明君） 毎年、予算措置をする段階ではなるべく低めの予算措置という

ことで、実際のところ９月に交付税が決定される段階では、毎年ですけども結果としてはかな

りの額が増えてくるというような見込みでおりますので。今年度も１５億１,０００万円はつ

けておりますけれども、これ以上に前年並みに近い数字は入ってくるだろうということも尐し

は持っておるところでございます。 

○副委員長（岡本雅道君） 松島委員。 

○委員（松島一夫君） この件、了解。次、お願いします。 

○副委員長（岡本雅道君） それでは、松島委員の質疑通告に対する答弁をお願いします。湯

浅企画政策課長、お願いします。 

○企画政策課長（湯浅 実君） それでは続きまして、地方創生推進交付金の使途内訳につい

てお答えします。予算書は１７ページになります。 

 平成３１年度の地方創生推進交付金の歳入は１,９０１万７,０００円となっています。その

内訳ですけども、一つとして、「黒豆街道」づくりによる地域経済活性化事業ということで、

事業費１,５５４万円になっております。 

○副委員長（岡本雅道君） 松島委員。 

○委員（松島一夫君） こっちに記載があれば、ページ示してもらえればありがたいんだけど。 

○副委員長（岡本雅道君） 湯浅企画政策課長。 

○企画政策課長（湯浅 実君） これ歳入なんですけど、歳出側の説明になります。 

○副委員長（岡本雅道君） 松島委員。 

○委員（松島一夫君） 要はこれがこっちに出てくるわけでしょう。 
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○副委員長（岡本雅道君） 湯浅企画政策課長。 

○企画政策課長（湯浅 実君） ページで言うと３２ページから３４ページにその旨の、歳出

の頄目が載ってます。５７番からになります。 

一つとしては、「黒豆街道」づくりによる地域経済活性化事業で、事業費が１,５５４万円と

なっております。交付金の金額が７７７万円でございます。 

二つとしまして、コスプレ国際観光による地域経済活性化事業でございまして、事業費が

６７７万円に対しまして交付金の額が３３８万５,０００円ということになっております。 

三つ目としまして、外国人も住みやすい栄町づくり事業で、事業費が５００万円に対しまし

て交付金額が２５０万円となっています。 

四つとして、日本の国技「相撲」体験による地域経済活性化事業で、事業費が４７２万

４,０００円に対しまして交付金額が２３６万２,０００円となっています。 

五つとして、資料のページ戻りますけども、７ページの４番の事業です。こちら、五つとし

まして、成田湯川駅行新規バス路線実証実験事業ということで、事業費６００万円に対しまし

て交付金額が３００万円になっております。以上、合計で１,９０１万７,０００円ということ

で歳入を組ませていただきます。 

 以上でございます。 

○副委員長（岡本雅道君） 松島委員。 

○委員（松島一夫君） これ、内訳だけわかればいいので。ありがとうございます。 

○副委員長（岡本雅道君） 続いて、古川総務課長。 

○参事兼総務課長（古川正彦君） それでは私のほうから、予算書のページでは１８ページと

なります。県移譲事務の処理内容についてお答えをいたします。 

千葉県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例第２条の規定に基づきまして、市

町村が処理することとされている事務のうち、栄町が処理することとされている事務は２６事

務、細事務として２０８ほどになります。そのうち、平成３０年度の交付実績からみました該

当する事務といたしましては、１点目として、一般旅券の発給の申請の受理等でございます。

２点目として、障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する認定の請求の受理等になり

ます。３点目といたしまして、自立支援医療費支給認定の申請に係る事実についての審査等に

なります。４点目といたしまして、家庭用品品質表示法に基づく、販売業者に対する立入検査、

５点目として、消費生活用製品安全法に基づく、特定製品の販売の事業者に対する立入検査、

６点目として、電気用品安全法に基づく、販売事業者に対する立入検査、７点目といたしまし

て、開発行為の許可等に係る申請等の経由、８点目といたしまして、屋外広告物の除却、広告

物等の表示、設置の許可等、９点目といたしまして、建築基準法に基づく申請等の経由、以上、

９事務について今回、処理の対象となっております。 

 以上でございます。 
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○副委員長（岡本雅道君） 松島委員。 

○委員（松島一夫君） 今、おっしゃられた９事務というのは、全て、前年、こういう実績が

あったということでなってるわけですか。 

○副委員長（岡本雅道君） 古川総務課長。 

○参事兼総務課長（古川正彦君） あくまでも今年度に対象となっている事務となります。他

にまだ、十数個の事務はあります。ただ、うちのほうではそれを処理をしていないということ

です。 

○副委員長（岡本雅道君） 松島委員。 

○委員（松島一夫君） いまおっしゃられた全ての仕事は、今年度の予算でおやりになるとい

うことで。例えばこれで足りなかったとか、余ったとかということは出てこないんですか。 

○副委員長（岡本雅道君） 古川総務課長。 

○参事兼総務課長（古川正彦君） あくまでも県の処理すべき事務を、うちがやったことに対

して入ってくるということで、単純に県のほうですでに、例えばこの１件の事務を処理するに

あたってどのくらいの時間を要するのでそれに単価を掛けて、うちのほうで取り扱った件数を

掛けるという数式ができてしまっていますので。ですので、うちが例えば２時間かけているよ

というところであっても、県としては処理時間を例えば１時間とか３０分とかというふうに数

表化されちゃってるので、それを比較することは申し訳ないですけどできないです。 

○副委員長（岡本雅道君） 松島委員。 

○委員（松島一夫君） 先ほど出てきた旅券発給事務ですけれども、これ歳出だとどのページ

に出てくるんですか。 

○副委員長（岡本雅道君） 古川総務課長。 

○参事兼総務課長（古川正彦君） 申し訳ございません、私ども総務課のほうは、この権限移

譲事務の受入れだけをやっておりますので、個々細かな事務につきましては、たいへん恐縮で

すが各担当課のほうにお尋ねいただきたいと思います。 

○副委員長（岡本雅道君） 松島委員。 

○委員（松島一夫君） これは住民課か。では後で聞くしかないな。例えば住民課でも、今わ

かるかな、何ページにあるかって。 

○副委員長（岡本雅道君） 古川総務課長。 

○参事兼総務課長（古川正彦君） ３９ページの、旅券発給申請交付事業という頄目になると

思います。 

○副委員長（岡本雅道君） 松島委員。 

○委員（松島一夫君） ここで聞いてもわからないよね。賃金だけですかとか、何か他に機材

が必要なんですかということは住民課に聞かなきゃいけないですかね。 

○副委員長（岡本雅道君） 古川総務課長。 
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○参事兼総務課長（古川正彦君） 申し訳ございませんがこの内容につきましては、住民課の

ほうにご確認いただきたいと思います。 

○副委員長（岡本雅道君） 松島委員。 

○委員（松島一夫君） 了解しました。 

○委員長（岡本雅道君） 大須賀財政課長。 

○財政課長（大須賀利明君） 平成３１年度の予算としては賃金で計上しておりますが、平成

３０年度から窓口業務の準備としての予算措置を、正確な値段はわからないんですがさせてい

ただきました。例えば、機器等の準備ですとかそういったものにつきましては平成３０年度中

の準備ということで、すでに平成３１年の１月からこの事業、始まっておりますので、平成

３０年度から予算措置はさせていただいておるところでありまして。平成３１年度につきまし

ては賃金だけで用は足りるといいますか、ということで予算のほうは対忚しております。 

○副委員長（岡本雅道君） 松島委員。 

○委員（松島一夫君） この続きを、次に住民課がいらしたときに私に質疑を許していただき

たいと思います。 

○副委員長（岡本雅道君） わかりました。松島委員。 

○委員（松島一夫君） これで、この県移譲事務については了解いたしました。 

○副委員長（岡本雅道君） それでは次に移ります。湯浅企画政策課長。 

○企画政策課長（湯浅 実君） それでは続きまして、売払町有地の内容についてお答えしま

す。予算書のほうは２１ページになります。説明書のほうはこちらに対しての歳出ということ

で６ページの２番の事業になります。 

 売払町有地の内容についてお答えします。平成３１年度に売払いを予定している町有地につ

きましては、一つとして、栄町安食字前新田３０４９番１他３筆、４,３０７.０７平方メート

ルを、株式会社アイダ設計に２,２８０万円で売却する予定です。こちらにつきましては、

１８区画の建売分譲住宅の宅地開発用地としてなるものでございます。 

二つとしまして、栄町安食字前新田３１４４番１他８筆、５,３９９.０７平方メートルを株

式会社新昭和ウィザース東関東に２,５４３万円で売却する予定でございます。これにつきま

しては、２２区画の建売分譲住宅の住宅地開発用地としてなるものでございます。 

三つとして、竜角寺台の町民プールの脇に町有地あるんですけれども、こちらにつきまして、

住宅地開発の話を株式会社新昭和ウィザース東関東に持ち込んでおりまして検討してもらって

いますので。当面、どれぐらいの面積だか金額だかというのはまだわからないんですけれども、

当面１,０００万円を計上しております。合計で５,８２３万円となっております。 

以上でございます。 

○副委員長（岡本雅道君） 松島委員。 

○委員（松島一夫君） その１,０００万円を外すと４,８２３万円、ここの６ページのは、ま
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ちづくり課が担当だけど、財産収入がここは４,６６１万円なんだけども、これの差はどうや

って出てくるんだ。 

○副委員長（岡本雅道君） 湯浅企画政策課長。 

○企画政策課長（湯浅 実君） 収入のほうが５,８２３万円、１,０００万円をぬかすと、

４,８２３万円で、歳出のほうはこのあとご説明しますけども、４,８２３万５,０００円とな

っております。この差額につきましては、株式会社アイダ設計のほうに売り払う土地につきま

して、売払いに伴います造成費だとか測量とか分筆だとか、経費がかかっております。その分

も含めてその金額を株式会社アイダ設計のほうにのせて売払いしますので歳入のほうが多くな

っております。 

○副委員長（岡本雅道君） 松島委員。 

○委員（松島一夫君） 了解しました。 

○副委員長（岡本雅道君） それでは次の頄目、お願いします。大須賀財政課長。 

○財政課長（大須賀利明君） それでは続きまして、私のほうから宝くじ交付金の使途内訳に

ついてということでお答えさせていただきます。 

 初めに、宝くじの交付金についてでございますが、この交付金には、サマージャンボの宝く

じとハロウィンジャンボの宝くじ、この２種類がございます。それぞれ都道府県の販売実績に

忚じてその収入額が都道府県に配分されまして、それが各市町村に均等割と人口割という形で

県から交付されることになっております。平成３１年度のサマージャンボ宝くじ交付金及びハ

ロウィンジャンボ宝くじ交付金の売上げに対する交付見込額でございますが、１,６００万円

ということでこちら、２３ページの雑入のほうに入れてございます。サマージャンボ宝くじが

１,０００万円で、ハロウィンジャンボ宝くじが６００万円の交付金ということで予算のほう

は計上させていただいております。 

交付金の使途ということでのご質問でございますので使途でございますが、使途については

基本的に１２頄目ということで、これは総務省のほうの省令で決められております。国際交流

であるとか、環境対策、災害対策等が主なものとして挙げられるんでございますが、栄町とし

ましては、平成３１年度は災害対策及び災害の予防にかかる事業として、通信司令事業それか

ら町の防災行政無線維持管理事業に、この交付金を充当しておるところでございます。 

以上でございます。 

○副委員長（岡本雅道君） 松島委員。 

○委員（松島一夫君） あくまでもこれは見込み額ということでよろしいんですか。 

○副委員長（岡本雅道君） 大須賀財政課長。 

○財政課長（大須賀利明君） 見込み額でございます。 

○副委員長（岡本雅道君） 松島委員。 

○委員（松島一夫君） 了解いたしました、ありがとうございます。 
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○副委員長（岡本雅道君） 湯浅企画政策課長。 

○企画政策課長（湯浅 実君） それでは公有財産購入費についてご説明させていただきます。

予算書は３１ページになります。資料のほうは先ほどの６ページ、２番の事業になります。 

 この予算につきましては、先程お答えいたしましたけども、安食駅南側地区への住宅地開発

誘導のために土地開発基金のほうで購入した土地を一般会計で購入するため、４,６６１万

６,０００円を予算計上したものでございます。購入する土地につきましては先ほどお伝えし

たとおり、安食字前新田３０４９番１他３筆、４,３０７.０７平方メートルと、二つ目、同じ

く安食字前新田３１４４番１他８筆、５,３９９.０７平方メートル、両方で４,８２３万円と

なっております。 

なお、当該土地につきましては、株式会社アイダ設計及び株式会社新昭和ウィザース東関東

のほうで分譲住宅用地として開発するということでございます。 

○副委員長（岡本雅道君） 松島委員。 

○委員（松島一夫君） この土地を買って売ると、会計処理をそういうのをなさるわけですけ

ども、算数弱いんで、これ利鞘って出てくるんですか。 

○副委員長（岡本雅道君） 湯浅企画政策課長。 

○企画政策課長（湯浅 実君） 直接の売買で、町のほうで土地を売って設けるという感覚は

無いんですけども。例えば幾らかは単価上乗せしてますけども。要は住宅を建てれば固定資産

税だとか人が入れば住民税が入りますので、そちらのほうで歳入としてして見込まれるのかな

というふうに思ってます。 

 以上です。 

○副委員長（岡本雅道君） 松島委員。 

○委員（松島一夫君） そういうことなんでしょうけどね。住宅が建てば固定資産税が入る、

人口が増えるってのはあくまでも結果論であって、行政に土地を転がして儲けろということは

なかなか言いにくいんで。けっこうでございます、ありがとうございます。 

○副委員長（岡本雅道君） 次の頄目をお願いします。湯浅企画政策課長。 

○企画政策課長（湯浅 実君） それでは続きまして、定住・移住奨励金交付事業で、奨励金、

補助金等の詳細についてお答えさせていただきます。予算書のほうでは３１ページ、資料のほ

うでは２９ページから３１ページになります。 

 まず、一つとしまして、定住・移住奨励金ですけども、平成３０年度は１,０９０万円でし

たけども、平成３１年度には１,０００万円を計上しております。また、新たな住宅地開発、

先ほどご説明した部分もそうなんですけども、住宅地開発によります分譲住宅の販売促進もす

るため、住宅を購入して転入してきたかたに対しまして奨励金を今まで１０万円だったんです

けども、それを２０万円に増額しております。 

二つとして、移住者の子ども加算金なんですけども、平成３０年度が５８２万円でしたけど
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も、平成３１年度は５９０万円を予算計上しております。 

三つ目といたしまして、Ｕターン同居・近居支援金ですけども、平成３０年度が５００万円

でしたけども、平成３１年度も今年度同様、全体で３２件を想定してまして、同じく５００万

円を計上しております。 

四つとして、福祉系・医療系大学生通学定期補助とアパート家賃補助金ですけども、制度開

始後４年を経過しておりまして、見直しを行って来年度から止めようかというふうに予定して

おったんですけども、来年度分につきまして主に国際福祉医療大学の学生のほうが使ってるん

ですけども、告知が遅くなりまして、既に平成３０年１１月頃には来年度からの利用者の利用

申込みみたいなのが５人程いらっしゃいまして、５人分の増加を見込んで平成３１年度は

５７７万２,０００円というふうに予算化させていただいてます。 

五つ目として、住宅リフォーム補助金なんですけども、平成３０年度が９００万円でしたけ

ども、平成３１年度は平成３０年度の実績を踏まえまして７５０万円を予算化しております。 

六つ目として、空き家バンク新規登録奨励金及び空き家バンク登録住宅リフォーム補助金に

つきましては、平成３０年度が７０万円でしたが、平成３１年度も今年度同様、７０万円を予

算計上しております。 

最後に、医療職・保育職転入者支援金ですけども、今年度までの医療職に加えまして、町内

保育園の保育士確保の一助とするために、来年度から新たに保育士の資格を有しまして町内の

保育所に勤務するかたが転入してきた場合、住宅を取得した場合２０万円、アパートへ転入し

た場合１０万円を支給することとしまして、６０万円を予算計上しております。 

以上、平成３１年度当初予算につきましては総額３,５４７万２,０００円となっております。

以上でございます。 

○副委員長（岡本雅道君） 松島委員。 

○委員（松島一夫君） 相対的に見て、国の補助が前年度５０％から今年度４０％に下がって

いるんですけれども、これはどういう理由なんですか。 

○副委員長（岡本雅道君） 湯浅企画政策課長。 

○企画政策課長（湯浅 実君） 理由としましては、国の方針と言えば方針なんですけども。

本来、５０％なんですけども補助率というかそれを下げられてしまっているということです。 

○副委員長（岡本雅道君） 松島委員。 

○委員（松島一夫君） 本来、５０％だけど下がっているのか。 

○副委員長（岡本雅道君） 湯浅企画政策課長。 

○企画政策課長（湯浅 実君） 本来というか従前は５０％だったんですけど、今は４０％ま

で下げられているということです。 

○副委員長（岡本雅道君） 松島委員。 

○委員（松島一夫君） 国の方針とあれば仕方がないんですけれども、この国の補助というの
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は、いつまで出てくるんだというふうな 見込みは立っているんですか。 

○副委員長（岡本雅道君） 湯浅企画政策課長。 

○企画政策課長（湯浅 実君） 今のところ、いつまでという決まりというかことは言われて

ないですけども、個人給付ですので。例えば条件を、１回使ったら１０年間くらいは居てもら

わないと返還してもらえみたいなそういった動きもありますので、それに合わせた形で町の制

度も変えていくしかないのかなというふうに思ってます。 

○副委員長（岡本雅道君） 松島委員。 

○委員（松島一夫君） 今、１０年くらいは居てもらえなんですけども、現状は違うんですか。

例えば、住宅を取得しました、転入者２０万円ですか、最低、どのくらい住んでいてください

なという制約はどうなんですか。 

○副委員長（岡本雅道君） 湯浅企画政策課長。 

○企画政策課長（湯浅 実君） 国の制度上はございません。ただ、町の制度の要綱としまし

ては、３年は居てくださいということは書かれています。 

○副委員長（岡本雅道君） 松島委員。 

○委員（松島一夫君） その３年というのは、あくまでも要望なのか、それとも確約書か何か

いただいてるのか、どっちなんですか。 

○副委員長（岡本雅道君） 湯浅企画政策課長。 

○企画政策課長（湯浅 実君） 特に確約書等は取っていません。 

○副委員長（岡本雅道君） 松島委員。 

○委員（松島一夫君） ちょっといやらしいことを考えますと、住宅を取得して転入しました、

２０万円いただきました、１か月で引っ越しました、別な人に転売しました、越しました、ま

た２０万円もらいました、１か月経ちました、これずっと繰り返すという作業は、できなくは

ないというふうな想定はしましたか。 

○副委員長（岡本雅道君） 湯浅企画政策課長。 

○企画政策課長（湯浅 実君） 要綱上、例えば急な転勤だとかお亡くなりになっちゃったと

か、そういった特殊な、特にそういった理由がある場合はそのままですけども、そういった理

由がなくて転居した場合は、返還という形の要綱にはなっております。 

○副委員長（岡本雅道君） 松島委員。 

○委員（松島一夫君） 予算だから実績を聞いても失礼かもしれないけれど、今まで返還とい

う事例、ありましたか。 

○副委員長（岡本雅道君） 湯浅企画政策課長。 

○企画政策課長（湯浅 実君） 今まではございません。 

○副委員長（岡本雅道君） 松島委員。 

○委員（松島一夫君） ここの奨励金の中で、確か定住・移住奨励金の中で、転入者を紹介し
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たかたに幾らか差し上げるというのがあったと思うんですが、ここはどこを見ればいいんです

か。 

○副委員長（岡本雅道君） 湯浅企画政策課長。 

○企画政策課長（湯浅 実君） 来年度は廃止するつもりでおります。予算計上しておりませ

ん。紹介したかたへの謝礼ですよね、来年度は廃止で、予算化しておりません。 

○副委員長（岡本雅道君） 松島委員。 

○委員（松島一夫君） 廃止させようかと思ってたんですけども。結構でございます。この間、

ちょっと皮肉を言ったら廃止されるというのは非常に結構なことでございます。 

 もう一点、これ一般質問でも聞くからいいか、でも確認しておきましょう。当然、越してこ

られたかた、住民課へ転入届をお出しになる、そのときに、「あなたは、どういう理由でこの

町に越していらっしゃいましたか」というようなことをおたずねしてますか。これ住民課に聞

かなきゃいけないか。もっと簡単に言えば、この定住・移住奨励金があるから越して来たんで

すよというふうな確認はなさってますか。 

○副委員長（岡本雅道君） 湯浅企画政策課長。 

○企画政策課長（湯浅 実君） アンケートは最近、取っているんですけども、直接、あった

から入りましたとかというのは取ってないんですけども。この制度が定住・移住につながるか

どうかとか、そういったアンケートを取っておりまして、そちらのアンケート数が３０件、

３２件しか今、取っていないのではっきりは言えませんけれども。つながるとか、尐しはつな

がるというかたがほとんどですので。あって良いという、そういう解釈でございます。きっか

けとして、これがあったからというので聞いてはないです。 

○副委員長（岡本雅道君） 松島委員。 

○委員（松島一夫君） それはもちろん、入ってきたかたに、移住したから奨励金差し上げま

すよと、申請してくださいと言ってこういう制度どう思いますかと言ったら、お金いただける

んですからこれはいいことですねと必ず言うに決まってます。必ず言うんですけれども、私が

言いたいのは、本会議場でもう一回言いますけども、本当にこれがあって入ってきたのかどう

なのかという検証というのは、なかなか難しいんじゃないかと。アンケート３０件とおっしゃ

いましたけど、回収率が３０人なんですか、それとも３０人にしかアンケート取っていないん

ですか。 

○副委員長（岡本雅道君） 湯浅企画政策課長。 

○企画政策課長（湯浅 実君） 奨励金使ったかたに対しては、全てアンケート用紙は渡して

います。ただ、回収が３０件ぐらいしかなかったということです。 

○副委員長（岡本雅道君） 松島委員。 

○委員（松島一夫君） 本当は、奨励金をお渡しする段階で、口頭でもいいから。答えたくな

いというかたはいらっしゃらないと思うので、もう尐しこれ検証してみないと。まるっきり補
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助じゃないからね、６割が単費なわけでしょうこれ見ると。後でゆっくりやりましょう。この

件、ありがとうございます。 

○副委員長（岡本雅道君） それでは次の頄目お願いします。湯浅企画政策課長。 

○企画政策課長（湯浅 実君） 続きまして、外国人も住みやすいまちづくり推進事業の委託

事業の内容についてご説明させていただきます。予算書は３２ページになります。説明書のほ

うも３２ページです。 

外国人も住みやすいまちづくり推進事業の委託事業の内容については、一つとして、外国人

向けの生活支援のガイドブック作成を事業費２００万円で予定しております。 

二つとしまして、地域の住民のかたと外国人のかたの交流事業ということで、事業費５０万

円を予算化させていただいています。 

三つとして、外国人の日本文化の体験事業ということで、事業費５０万円のほうで予定して

おります。 

四つとしまして、駅周辺のイメージアップのため、シーズンイルミネーションのほうを、事

業費２００万円で予定しております。 

 以上、四つの頄目でございます。 

○副委員長（岡本雅道君） 松島委員。 

○委員（松島一夫君） この委託事業の内容というのは、あえておたずねするまでもなく

３２ページを読めば、今の課長の答弁のとおりなわけで、もっと具体的に。ではもう一度、再

質問という形でいきますけれども、生活支援ガイドブックって具体的にどんなことが書かれる

内容なんですか。 

○副委員長（岡本雅道君） 湯浅企画政策課長。 

○企画政策課長（湯浅 実君） 例えば、今いるかたもそうなんですけども、例えばごみの出

しかたですとか、災害のときにどうしたらいいですとか、病気の関係でそういったときにどう

したらいいですとか、そういったものをガイドブックを作りたいというふうに考えています。 

○副委員長（岡本雅道君） 松島委員。 

○委員（松島一夫君） あくまでも栄町限定の内容になってくる、もうちょっと広く、日本で

暮らすにはこうなんだみたいな内容も入っている、どっちなんですか。 

○副委員長（岡本雅道君） 湯浅企画政策課長。 

○企画政策課長（湯浅 実君） 一忚、町で住むためのガイドブックを作ります。 

○副委員長（岡本雅道君） 松島委員。 

○委員（松島一夫君） ここに、英語と韓国語とございますが、今、栄町に住んでらっしゃる、

いわゆる外国人のかたってどういう国からいらっしゃってるのかっていうのはおわかりになり

ますか。 

○副委員長（岡本雅道君） 湯浅企画政策課長。 
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○企画政策課長（湯浅 実君） 今、一番、外国人で栄町で多いのは中国人のかたです。あと

タイ人、フィリピン、韓国ぐらい。 

○副委員長（岡本雅道君） 松島委員。 

○委員（松島一夫君） 確かに日本全国、在日朝鮮より在日中国人のほうが圧倒的に多くなり

ましたから。それで、この英語が４００で韓国が２００と、でも中国人が一番多いよと。何で

この北京語、広東語、上海語、色々あるんですけれども、なぜ英語と韓国語なんですか。 

○副委員長（岡本雅道君） 湯浅企画政策課長。 

○企画政策課長（湯浅 実君） 英語については、一番、スタンダードなんで英語は作ろうと

思ってます。あと、これ韓国語って書いてありますけど、まだ実際は何語を作るかというのは

検討しきれてないので。一忚、今、韓国語というふうには表記させていただいてますけども、

人数だとか関係しますので、それはこれから検討させていただこうと思ってます。 

○副委員長（岡本雅道君） 松島委員。 

○委員（松島一夫君） あと、この外国人も参加する駅周辺イメージアップ事業って具体的に

どういうものなんですか。 

○副委員長（岡本雅道君） 湯浅企画政策課長。 

○企画政策課長（湯浅 実君） こちらにつきましては、現在やってますシーズンイルミネー

ションですか、あれを、これを使ってやろうと思ってます。外国人のかたも参加していただき

ながら。 

○副委員長（岡本雅道君） 松島委員。 

○委員（松島一夫君） つまり、この２００万円使ってあのイルミネーションを設置するんだ

と。今は別な財源でやってるけども今度はこれでやるんだと。そこへ外国人が参加すれば、外

国人も参加する駅周辺イメージアップ事業になるんだという考え方をしたということでよろし

いですか。 

○副委員長（岡本雅道君） 湯浅企画政策課長。 

○企画政策課長（湯浅 実君） そのとおりです。 

○副委員長（岡本雅道君） 松島委員。 

○委員（松島一夫君） お見事でございます。地域住民との交流事業とか日本文化体験事業っ

てのはどういうものを想定なさいますか。 

○副委員長（岡本雅道君） 湯浅企画政策課長。 

○企画政策課長（湯浅 実君） そちらにつきましては、はっきりこれをやりましょうという

話はまだないんですけども、これから検討するんですけど、例えばコスプレの館とかを使った

日本の和装したりですとか、町内の色んな団体いらっしゃるんで例えばお茶やったりだとか、

書道やったりとか、そういったことを通じて日本文化を知ってもらおうかなというふうには考

えております。 
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○副委員長（岡本雅道君） 松島委員。 

○委員（松島一夫君） また戻っちゃうけど、イルミネーションって２００万円かかるんです

か。 

○副委員長（岡本雅道君） 湯浅企画政策課長。 

○企画政策課長（湯浅 実君） イルミネーション設置の手間代と、やはり毎年、補充しない

と切れちゃったりなんかするんで、だいたいこれぐらいはかかってます。 

○副委員長（岡本雅道君） 松島委員。 

○委員（松島一夫君） 外国人の参加っていうのは、どういうふうに関わらせますか。例えば

今、どこかの誰かさんが役場から委託を受けてイルミネーションやってますよね。そこへ外国

人入ってきて仕事の邪魔になるなんてことはかえってあるんじゃないかと思うんだけど、どう

いうふうに関わらせていこうと思ってるんですか。 

○副委員長（岡本雅道君） 湯浅企画政策課長。 

○企画政策課長（湯浅 実君） その辺もこれからちょっと相談しながらやらさせていただき

ます。 

○副委員長（岡本雅道君） 松島委員。 

○委員（松島一夫君） わかりました。設置する皆さんと、よく協議して、もう外国人邪魔だ

からいらないよって言ったら名前だけに事業名残しておいて、実態は何も無しで私は見逃さざ

るを得ないと思います。 

 以上でございます、ありがとうございます。 

○副委員長（岡本雅道君） ここで１０分間の休憩とし、１１時５分より再開いたします。 

 

        午前１０時５３分 休憩 

 

 

午前１１時０５分 再開 

 

○副委員長（岡本雅道君） 休憩前に引き続き会議を開きます。通告２番、高萩初枝委員の質

疑通告に対し、１件ずつ答弁を求めます。湯浅企画政策課長。 

○企画政策課長（湯浅 実君） それでは、外国人も住みやすいまちづくり推進事業５００万

円について、具体的な事業内容と目指す成果について、お答えいたします。 

 まず、予算書は３２ページ、資料のほうは、やはり３２ページの５７番になります。 

○副委員長（岡本雅道君） 松島委員にお答えした中で追加することがあればお答えください。

湯浅企画政策課長。 

○企画政策課長（湯浅 実君） では、目指す成果というところでお答えさせていただきます。 
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こちらにつきまして目指す成果は、町内企業のほうにも最近、外国人の雇用者の数が増えて

きています。また、成田空港の更なる機能強化等によりまして、町にも空港で働く外国人の就

労者のかたの転入がこれから見込まれることから、今、住んでいる外国人のかたや、転入して

くる外国人のかたにも暮らしのルールですとかそういったものを守っていただいて、住みやす

いまちづくりを進めていきたいというふうに考えております。 

あと一つ、地方創生交付金の事業なので、今、申請しておりますけれども、地方創生交付金

の採択がもし得られないときは事業のほうの内容はまた再検討させていただきます。 

以上でございます。 

○副委員長（岡本雅道君） 高萩委員。 

○委員（高萩初枝君） 簡単な回答、ありがとうございます。一つだけおうかがいしたいんで

すが、今現在、栄町に住んでらっしゃる外国人の人数、どのぐらいいるのか。国籍、人数おわ

かりでしたら。 

○副委員長（岡本雅道君） 湯浅企画政策課長。 

○企画政策課長（湯浅 実君） 外国人の登録者数になりますけども、平成３１年１月現在で

す。現在、総数で２４５人いらっしゃいます。そのうち、中国人のかたが６５名、フィリピン

人のかたが４８名、タイ人のかたが２４名、韓国人のかたが２０名、ベスト５でベトナムのか

たが１７名となってます。 

○副委員長（岡本雅道君） 高萩委員。 

○委員（高萩初枝君） こういう２４５名のかたが今、実際、栄町で暮らしてまして、何かト

ラブルとかそういうのがあった事例とかはあるんですか。 

○副委員長（岡本雅道君） 湯浅企画政策課長。 

○企画政策課長（湯浅 実君） 担当課のほうにはきてるのかもしれませんけど、私のほうに

は特にはきてないです。やはり、例えばごみの出しかただとかそういったのがルールが複雑だ

とかというのがあって、トラブルになるのかなというふうには思っております。 

○副委員長（岡本雅道君） 高萩委員。 

○委員（高萩初枝君） 了解です。 

○副委員長（岡本雅道君） 次の頄目お願いします。湯浅企画政策課長。 

○企画政策課長（湯浅 実君） 続きまして、バスシェルター設置事業の５００万円の事業の

内訳ということでご説明させていただきます。予算書のほうは３２ページ、資料のほうは７ペ

ージの３になります。 

 このバスシェルター設置事業の５００万円の事業の内容ですが、この事業につきましては、

都市再生整備計画のほうに位置付ける事によりまして、社会資本整備交付金の補助金を得まし

て実施する事業でございます。具体的には、安食駅と主要な住宅地区であります竜角寺台地

区・酒直台地区を結ぶバス路線にある停留所に屋根を付けることを実施する予定でございます。
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平成３１年度につきましては、酒直台２丁目の停留所のほうに設置する予定でございまして、

都市再生整備計画には載せておりますけれども、事業費５００万円、ざっとの積算なので

５００万円になってますけども、もし事業費が余裕があれば、竜角寺台のほうにも設置したい

というふうに考えております。 

以上でございます。 

○副委員長（岡本雅道君） 高萩委員。 

○委員（高萩初枝君） まず初めに、都市再生整備計画ということの、この内容を教えていた

だけませんか。いつから始まった計画なのかも含めて。 

○副委員長（岡本雅道君） 湯浅企画政策課長。 

○企画政策課長（湯浅 実君） 都市再生整備計画につきましては、社会資本整備の補助金を

得るための計画、それが都市再生整備計画がないと社会資本整備の補助金が得られないという

ことで、いつから始まったか今、はっきりはわからないんですけど、今年度、新たに国のほう

に計画を提出しまして、計画期間は平成３１年度から平成３５年度で申請をしております。 

内容につきましては、安食駅を中心としたコンパクトシティというまとまった町を整備しまし

て、安食駅を中心としたところに人とか都市施設を集めてコンパクトな町作りをしましょうと

いうような趣旨の計画になっております。具体的には、駅周辺の利便性の向上を上げるのに駅

へのアクセス、道路とか公共交通のアクセスを良くしたり、駅周辺の公園のバリアフリー化と

かそういったのを進めるような内容になっております。対象の事業費としましては、計画上で

すけども平成３１年度から平成３５年度までで７,０００万円程度になっております。 

 以上でございます。 

○副委員長（岡本雅道君） 高萩委員。 

○委員（高萩初枝君） こういう計画っていうのは、できた時点で申出すればいただけるもの

なんですか。それとも、言わないといただけないものなんでしょうか。 

○副委員長（岡本雅道君） 湯浅企画政策課長。 

○企画政策課長（湯浅 実君） 特に、こちらからお出しするというのはしてなかったです。

これ、申請しておりますので、公文書ですから公表できると思います。 

すみません、桁を間違えました、交付の対忚事業ということで７億円ほどでございます。平

成３１年度から平成３５年度までで７億円です、すみません、桁を間違えました。 

○副委員長（岡本雅道君） 高萩委員。 

○委員（高萩初枝君） できたら後でけっこうですので、いただきたいと思います。 

それで確認したいんですが、この説明書には「バス利用者の利便性を高めるため、循環バス

ルートで利用者が多い停留所にバスシェルターを設置する」とあったんです。今回が酒直台

２丁目ということだったんですが、この酒直台２丁目はどういう理由で付けるようにしたんで

すか、まず最初に。 
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○副委員長（岡本雅道君） 湯浅企画政策課長。 

○企画政策課長（湯浅 実君） 酒直台２丁目のバス停につきましては、既存で循環バスとか

路線バスのほうも停まる場所なんですけども、あとスクールバスの乗降場所にもなっておりま

して、雤の日とかそういったときに待っているかたがけっこういらっしゃるので、こちらにつ

いては屋根を付けようという形で計画しております。 

○副委員長（岡本雅道君） 高萩委員。 

○委員（高萩初枝君） 屋根なんですが、どのぐらいの大きさというか広さというか、あれな

んですか、予定しているんですか。 

○副委員長（岡本雅道君） 湯浅企画政策課長。 

○企画政策課長（湯浅 実君） 県道の歩道上に付けるもので、まだどれぐらいのものが付け

られるかどうかというのは、これから県のほうと協議しながらやっていきたいと思っておりま

す。 

○副委員長（岡本雅道君） 高萩委員。 

○委員（高萩初枝君） 路線バスとか循環バス、あとスクールバスの子供たちのために付ける

ということだったんで、ある程度広めのをこう付けるのかなとちょっと思いました。 

それで、これ予算が余ったら今度、他の例えば竜角寺台の３丁目辺りですか、のバス停に設置

する用意もあるというふうに理解してよろしいんですか。 

○副委員長（岡本雅道君） 湯浅企画政策課長。 

○企画政策課長（湯浅 実君） 例えば二つ分できれば両方やっていきたいとは思ってます。

ただ、今、言いました、大きさもまだはっきりしていないですし、当然、構造物になりますの

で、風力計算だとか設計ある程度ちゃんとしないといけませんので、建築確認も取るしかない

ので、そのへんでけっこう経費かかるのかなというふうには思っています。 

○副委員長（岡本雅道君） 高萩委員。 

○委員（高萩初枝君） 了解。次にお願いします。 

○副委員長（岡本雅道君） 湯浅企画政策課長。 

○企画政策課長（湯浅 実君） 続きまして、３つ目です。成田湯川駅行新規バス路線実証実

験事業の６１１万９,０００円の事業内容と利用者はどれぐらいと見込んでいるのかにつきま

してお答えします。予算書は３２ページ、資料のほうは７ページの４番になります。 

 こちらの事業につきましては、まず事業内容ですけども、運行便数のほうが安食駅から成田

湯川駅行が朝３便、夕方３便、逆に成田湯川駅から安食駅行が朝２便、夕方４便、合計１２便

を予定しております。運行日は月曜日から金曜日の平日のみの運行としております。予算につ

きましては運行経費約９２０万円程かかります。それから、利用の収入見込み約３２０万円を

見込んでおるんですけども、それを差し引いた６００万円を委託費として予算計上しておりま

す。また、運行に伴います地域公共交通会議等の会議費用に要する予算を１１万９,０００円



 

２０ 

 

程予算化しております。 

続きまして、利用者の見込みなんですけども、１日当たり約４０人から５０人程度、年間に

しますと約１万人程、利用を見込んでおります。 

以上でございます。 

○副委員長（岡本雅道君） 高萩委員。 

○委員（高萩初枝君） 実際、今の答弁ですと１日当たり４０人から５０人で、年間で１万人

の利用を見込んでいるということなんですが、運行経費をまかなうためには、どのぐらいの利

用者が必要になってくるのか。 

○副委員長（岡本雅道君） 湯浅企画政策課長。 

○企画政策課長（湯浅 実君） 全部ですか。例えば９２０万円をまかなうのにどれぐらいと

いうこと。 

○副委員長（岡本雅道君） 高萩委員。 

○委員（高萩初枝君） そうです。 

○副委員長（岡本雅道君） 湯浅企画政策課長。 

○企画政策課長（湯浅 実君） 運行経費約９２０万円程かかるのに例えば町から支出ゼロで

やる想定ですと、１便当たり９人があればまかなえる計算になってます。年間で約２万６千人、

１日当たり１０８人です。 

○副委員長（岡本雅道君） 高萩委員。 

○委員（高萩初枝君） 町は今、４０人から５０人、１万人の利用を見込んでいるという希望

的あれだと思うんですけども、実際は何人ぐらい乗ると想定しているんですか。 

○副委員長（岡本雅道君） 湯浅企画政策課長。 

○企画政策課長（湯浅 実君） その計算上で一忚、想定しております。 

○副委員長（岡本雅道君） 高萩委員。 

○委員（高萩初枝君） 計算上のことと実際は違うと思うんですが、もし１便当たり９人、

１日当たり１０８人乗らない場合は、町から出すあれが増えると思うんですけども。例えば

９人じゃなくて１便当たり６人とか５人の場合、負担が多くなると思うんですけどれも、その

へんどう考えているんですか。 

○副委員長（岡本雅道君） 湯浅企画政策課長。 

○企画政策課長（湯浅 実君） 今、想定しているのは、１便当たり９人だと負担が無い、町

としては３.５人ぐらい乗るのかなという形で想定してこの金額になってます。５人から６人

乗っていただければ、これより予算は安く済みます。 

○副委員長（岡本雅道君） 高萩委員。 

○委員（高萩初枝君） 実際どうでしょうねえ、心配で。これ、町の想定どおり乗らない場合

も、平成３１年度以降も町としてはやる方向で考えているんですか。 
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○副委員長（岡本雅道君） 湯浅企画政策課長。 

○企画政策課長（湯浅 実君） 一つは、これ実証実験なのでずっと続くかどうかは今後、様

子見ながらやっていきたいと思っています。 

一方では、乗車人数云々というより、例えば成田市だとかっていう方に行くアクセスの方法

というか、それが選択肢が増えることによって、成田線なんかはよく台風だとか雪だとがで、

雪はそんなに降らないですけど台風だとか大風、大雤降るとすぐ止まっちゃったりもするんで、

それの代替としても十分、活用できますし。そういった選択肢が増えることで、例えばどこか

住むところを探すときに、一つの大きな良い材料になりますので。そういった意味合いもある

ので、単純に数がいったかいかないかで止めるとか止めないとかというふうには考えてはいま

せん。 

○副委員長（岡本雅道君） 高萩委員。 

○委員（高萩初枝君） ものすごく良いことだと思います。いっぱい多くの人が利用して欲し

いと思っておりますが想定外もありますよね。あんまり利用がなかったと。こういう場合は、

前に日本医科大学千葉北総病院へのあれ出しましたよね、あれが無くなっちゃいましたよね。

そういうふうになることを懸念しているんですが、いかがですか。 

○副委員長（岡本雅道君） 湯浅企画政策課長。 

○企画政策課長（湯浅 実君） 今ちょっと日本医科大学千葉北総病院のお話出たので、お話

しますけど、鎌ケ谷本埜線のバイパスが開通した場合、総合計画のほうでご説明しましたけれ

ど、そちらのほうの便も考えておりますので。そういったときに例えば成田湯川駅のほうがど

うなるかというのはまだわかりませんけども、そういった色んな選択肢を増やすというのは、

これからもやっていきたいというふうには思っています。 

○副委員長（岡本雅道君） 高萩委員。 

○委員（高萩初枝君） 確かに、選択肢が増えるのは住民にとってすごくいいことですので、

よろしくお願いしたいんですが、ちょっと経費の面も気になります。そういう中でおうかがい

したいのは、バス停のことです。安食駅と酒直台２丁目と竜角寺台入口ということですが、竜

角寺台入口は竜角寺台入口ですから、当然、団地の中の安食バイパスに停留所が設置されるん

ですよね。 

○副委員長（岡本雅道君） 湯浅企画政策課長。 

○企画政策課長（湯浅 実君） 竜角寺台入口のほうにつきましては、２丁目というんですか、

場所につきましては房総のむらから行って一番最初のところです。通りには面しています。 

○副委員長（岡本雅道君） 高萩委員。 

○委員（高萩初枝君） 町の広報を見ますと、そしたら竜角寺入口駐車場ということで、こち

らには竜角寺台入口と書いてあって、実際の広報紙には竜角寺入口駐車場位置ということで、

ドラムの里の前を書いてあるんです、バス停が。ですからこの場でちょっと確認したんです。
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当然、竜角寺台入口ですから信号と信号の間ですよね、竜角寺台の。 

○副委員長（岡本雅道君） 湯浅企画政策課長。 

○企画政策課長（湯浅 実君） はい、そうです。 

○副委員長（岡本雅道君） 高萩委員。 

○委員（高萩初枝君） じゃあ、これが間違ってるんですよね。 

○副委員長（岡本雅道君） 湯浅企画政策課長。 

○企画政策課長（湯浅 実君） ちょっと確認します。 

○副委員長（岡本雅道君） 高萩委員。 

○委員（高萩初枝君） これを確認して終わります。 

○副委員長（岡本雅道君） これで高萩委員の通告に対する質疑を終わります。 

次に、通告３番、戸田栄子委員の質疑通告に対し、１件ずつ答弁を求めます。磯岡税務課長。 

○税務課長（磯岡和之君） それでは、町税マイナス１,０７５万３,０００円についてという

ことで回答をさせていただきます。予算案につきましては資料１ページです。予算書につきま

しては１２ページ、１３ページにまたがっております。町税全体で平成３０年度と比較して、

１,０７５万３,０００円の減額となっていますが、主な税目について説明させていただきます。 

 初めに、個人町民税ですが、３,１４６万８,０００円の減額で、これは生産年齢人口の減尐

によるものです。 

 法人町民税については、８３４万７,０００円の減額で、主要企業の法人税額の減尐見込み

によるものです。 

 固定資産税については、２,６５６万３,０００円の増額となっており、新築家屋の増加と償

却資産の調定額の増加見込みによるものです。また、都市計画税３２８万９,０００円の増額

についても固定資産税と同様、新築家屋の増加によるものです。 

 軽自動車税については、ほぼ前年並みの件数を見込み、７１万円の増額となっております。 

 たばこ税については、税率の低い加熱式たばこへの移行等を考慮し、１５０万円の減額とな

っております。 

以上、回答とさせていただきます。 

○副委員長（岡本雅道君） 戸田委員、よろしいですか。戸田委員。 

○委員（戸田栄子君） 基本的には今、定住・移住促進による人口増、当然、町税の増収を見

込んでの形での定住・移住促進事業が行われているんですが、ただいま担当課長のほうからそ

の内容、１,０７５万３,０００円の内容について各頄目ごとにお知らせいただいたんですが、

一番大きいのは定年、団塊の世代が定年退職を迎えて再就職するかたの割合は当然、あったと

しても全体的に生産人口の減尐によるものかなっていうことで。それはだいたいわかります、

年齢的に働く人口、現役人口世代がどんどん高齢化しているっていうのがあれに追いつかない

ということですね。それとただ、法人税額が８３４万円、法人税が落ちてるっていうことは、
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これは特にこの平成３１年度予算の中での特長でなく、これも推移としては新年度の事業の中

での見込みが大きな変化があるんでしょうか。それをちょっと聞かせてください。 

○副委員長（岡本雅道君） 磯岡税務課長。 

○税務課長（磯岡和之君） 法人町民税につきましては、矢口工専の主要事業、日本食研のウ

エイトがかなり大きくなっております。それで、前年中の半分の見込みにするか、前年中並み

の見込みにするかってことで色々考えたところ、平成３０年の見込みとだいたい同じくらいに

したことによって、平成３０年の当初と平成３０年の見込みって時期が違うので、見込みのほ

うはちょっと減っちゃったものですから、平成３１年度も合わせて減額するような形で日本食

研の分を考えております。 

○副委員長（岡本雅道君） 戸田委員。 

○委員（戸田栄子君） これは予算ですので。今後、景気、ただ消費税の関係等、また大きな

波がありますので、今後以降、消費税１０％の影響等もあるとすると、たいへんこれは、逆に

厳しい状況の面もあるのかなっていうふうに思っているんですが。ぜひこれが上向きになるよ

うな感じでいっていただけるように当局にも頑張っていただきたいと思います。 

 それから次にご報告された新築家屋が増えてるっていうことですが、これは当然、新築家屋

の中にはなかったものが新しく１００％、建てられる部分と、改築による評価替えですか、こ

の辺の割合って新築、純粋なる平成３１年度で見込まれるものとかのデータは採られておりま

すか。 

○副委員長（岡本雅道君） 磯岡税務課長。 

○税務課長（磯岡和之君） 固定資産税のほうは土地と家屋と償却資産と併せて予算要求して

いるところなんですけども、土地のほうは毎年、下落傾向が続いておりますので減尐しており

ます。家屋のほうは、平成３１年度予算書上は新築を６８棟見込んでおります。それと軽減切

れと言いまして、新築の家屋につきましては最初の数年間、安い価格で軽減されるんですけど

も、それが軽減切れの部分もありますので、その軽減切れを５６棟、見込むことによって昨年

よりも家屋ほうは尐し上乗せできるというような考えで思っております。 

○副委員長（岡本雅道君） 戸田委員。 

○委員（戸田栄子君） 町税、総合での減額１,０７５万円ですので、これは今、課長の説明

の中ではそういうことで、この減額についてはほぼ今後もこういう形で続いていくのかなって

いうふうに思いますが、ぜひ定住・移住促進事業だけでなくて、定住・移住促進事業とあわせ

て企業ですか会社なんかの景気対策にも町が一層、努力していただけるようお願いいたします。

歳入については終わります。あとよろしくお願いします。 

○副委員長（岡本雅道君） 湯浅企画政策課長。 

○企画政策課長（湯浅 実君） それでは歳出のほうですが、まず１点目、バスシェルターの

設置事業と言うことで、こちら先ほどとまるっきり同じ説明になってしましますけども、バス
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シェルター設置事業につきましては、５００万円で実施します。内容につきましては安食駅と

竜角寺台、酒直台を結ぶバス路線のほうの。 

○副委員長（岡本雅道君） 戸田委員、先ほどの高萩委員からの回答に追加がありましたら聞

いてください。 

○副委員長（岡本雅道君） 湯浅企画政策課長。 

○企画政策課長（湯浅 実君） こちらからお伝えするのは同じことしかないです。 

○副委員長（岡本雅道君） 再質問お願いします。戸田委員。 

○委員（戸田栄子君） 高萩委員の質問と重複しない部分でおたずねします。 

そうしますとシェルター設置については今年度予算はここに出てますけど、平成３１年度は

５００万円、国と地方債ですね、国補助もあるっていうことですが、これは当然、中身、設備

の問題ですけどただシェルターで屋根を作るのかそれとも椅子とかの、当然、高齢者もいます

し荷物をたくさん持ったかたもバス停乗る場合がありますので、その内容ですね。単なる雤除

けの屋根だけでなくて何かそういう中の設備はどういうふうにやられる予定ですか。 

○副委員長（岡本雅道君） 湯浅企画政策課長。 

○企画政策課長（湯浅 実君） その辺につきましては、まだ煮詰めてはおりません。先ほど

お話したとおり、県道の歩道のほうに付きますので、その辺が付けられるか付けられないかも

含めてこれから検討していきたいと思います。 

○副委員長（岡本雅道君） 戸田委員。 

○委員（戸田栄子君） 了解しました。ではバスのシェルターについては一忚、質問終わりま

すが、あと、例えばこれを選ぶ場合ですね、シェルター設置場所、予算が限られてますので全

ての停留所に付けるということはできないと思いますが、５００万円の設置でとりあえず酒直

台２丁目に作るということですが、今後の予定についてありましたら教えてください。 

○副委員長（岡本雅道君） 湯浅企画政策課長。 

○企画政策課長（湯浅 実君） 平成３１年度につきましては、とりあえず酒直台のほうの設

置を予定しておりまして、竜角寺台のほうには平成３２年度で設置する予定でございます。今

回の計画ではその２か所となっています。 

○副委員長（岡本雅道君） 戸田委員。 

○委員（戸田栄子君） 団地は乗客数も多いですし、色んな意味で付加価値が上がってると思

いますが。ただ、一つ、逆に利用者の数では尐ないかもしれませんが農村部では高齢者の利用

が多いですよね。そうするとせめてシェルター、屋根は無くても尐し早目に来るお年寄りなん

かもいらっしゃる場合に、簡易的な座れる椅子、交通の邪魔にならないような工夫をしながら、

腰を掛けられるようなところの整備とかは、この事業の中では別事業なんでしょうかね。その

辺の考慮はどうでしょうか。 

○副委員長（岡本雅道君） 湯浅企画政策課長。 
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○企画政策課長（湯浅 実君） 今回のこの事業につきましては、先ほどちょっと触れたんで

すけども、都市再生整備計画の中に位置付けるものとしまして、安食駅を中心として飛び地で

あります酒直台とか竜角寺台の市街化区域の部分を結ぶ路線の中でやる事業でございます。で

すので調整区域とかちょっと対象にならないので。 

○副委員長（岡本雅道君） 戸田委員。 

○委員（戸田栄子君） わかりました、１頄目、了解です。次、よろしくお願いします。 

○副委員長（岡本雅道君） 湯浅企画政策課長。 

○企画政策課長（湯浅 実君） 続きまして、ふるさと納税事業ということで、平成３０年度

と平成３１年度の総事業費の差について、また、宅配料その他の出費内容ということでお答え

いたします。 

まず、ふるさと納税事業の総事業費は平成３０年度の１億１,０２８万円に対しまして、平

成３１年度は８,３２４万円となっております。２,７０４万円の減額でございます。ふるさと

納税の事業は国の指導方針に従いまして返礼率を３０％以下にしたため、寄附受入額が平成

３０年度の６,３５０万円に対しまして、平成３１年度は５,０００万円と見込んでおります。

１,３５０万円、減尐すると考えております。 

一方で、謝礼品の返礼率を３割以内に見直したことから、謝礼品に要する予算も平成３０年

度は２,６４６万１,０００円でございましたが、平成３１年度では１,５９９万５,０００円と、

１,０４６万６,０００円減額すると見込んでいます。 

また、ふるさと忚援基金の取り崩し事業につきましても基金残高が減尐してきているため、

平成３０年度では２,２９３万１,０００円でしたが平成３１年度では１,６６３万５,０００円

に減額しております。 

なお、宅配料その他の出費につきましては、宅配料が平成３０年度の６５７万６,０００円

に対しまして、平成３１年度は５３９万１,０００円と１１８万５,０００円減尐すると見込ん

でおりまして、また、各種ふるさと納税サイトの手数料等は、平成３０年度では６１３万

８,０００円でしたけども、平成３１年度では３９７万３,０００円と、２１６万５,０００円

減額すると見込んでおります 

以上でございます。 

○副委員長（岡本雅道君） 戸田委員。 

○委員（戸田栄子君） まず項番ちょっと違いますけど、最後に答弁した宅配料の点ですけど

も、利用者が町内であった場合と町外とで、町内のかたについては直接、持参されているのか

どうかの確認と、町内であっても郵送してるのか確認させてください。 

○副委員長（岡本雅道君） 湯浅企画政策課長。 

○企画政策課長（湯浅 実君） 宅配料につきましては、納税いただいたかたに例えばお米だ

とか何かを送るための経費でございまして、全て宅配で送っております。 
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○副委員長（岡本雅道君） 戸田委員。 

○委員（戸田栄子君） 町内はどうしてるんですか、って聞いてるんです。 

○副委員長（岡本雅道君） 湯浅企画政策課長。 

○企画政策課長（湯浅 実君） 町内はやっておりません。基本的に町内は返礼品やってない

ですから。町内のかたはいただいても控除は受けられますけども返礼品はありませんので、宅

配料は発生しないです。 

○副委員長（岡本雅道君） 戸田委員。 

○委員（戸田栄子君） すいません、最初の時点ではあったものですから。 

○副委員長（岡本雅道君） 湯浅企画政策課長。 

○企画政策課長（湯浅 実君） 前はありましたけど。 

○副委員長（岡本雅道君） 戸田委員。 

○委員（戸田栄子君） 前ね、企画された当時のね、わかりました。そうすると主に金額的に

は平成３０年度でも２,６００万円という金額で、当然、支出もありますけど、これは主に特

徴がありますか、例えば栄町に住んでいたかた、どういう階層というか、その辺の特徴とね。

それから、平成３１年度には約１,１００万円の予算減額になってますが、それは傾向から見

て多分このぐらい減るだろうという積算ですか。この減額積算根拠を教えてください。制度が

変わったんですか。 

○副委員長（岡本雅道君） 湯浅企画政策課長。 

○企画政策課長（湯浅 実君） 最初のご質問は、返礼品がどんなものが主にあるかというの

でよろしいでしょうか。 

○副委員長（岡本雅道君） 戸田委員。 

○委員（戸田栄子君） はい。 

○副委員長（岡本雅道君） 湯浅企画政策課長。 

○企画政策課長（湯浅 実君） 返礼品の品物の割合ですけども、６割方はお米でございます。

あとは金田屋のカステラだとか、さかたの鰻だとかそういったのがありますけども、一番多い

のはお米がメインでございます。 

 二つ目なんですけども、来年度さらに５,０００万円は見込みでやっております。 

○副委員長（岡本雅道君） 戸田委員、よろしいですか。戸田委員。 

○委員（戸田栄子君） だから質問したのは、今、お米が一番多いっていうことで町内のあれ

ですけど、宅配料については町内でも、お米だとすごい重いですから、お米も全部、町外です

ね。そうするとかなりの宅配料が重いものは当然かかりますよね。そうするとお米が一番多い

ってことは宅配料の多くは米の送料という状況と理解してよろしいんですね、はい、わかりま

した。ちょっと確認させてください、お米が一番多いって、お米１俵、半俵っていうんですか

送るのにけっこうかかりますよね。 
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○副委員長（岡本雅道君） 湯浅企画政策課長。 

○企画政策課長（湯浅 実君） 単価ですか。ちょっと今、わからないです。昨年の１１月ま

では１万円で１５キログラム送ってたんですけども、１１月から１万２,０００円で１０キロ

グラムになりました。１０キログラム送るのに幾らかかるかちょっと今、数字わかりませんけ

ども、宅配料のほとんどがお米を送るために使っているっていうのはそうですね、６割方、お

米ですので。 

○副委員長（岡本雅道君） 戸田委員。 

○委員（戸田栄子君） はい、わかりました。お米が多いんだ。委員長、了解しました。 

○副委員長（岡本雅道君） これで戸田委員の通告に対する質疑を終わります。 

それでは 次に、通告４番、大野信正委員の質疑通告に対し、１件ずつ答弁を求めます。湯

浅企画政策課長。 

○企画政策課長（湯浅 実君） それでは、外国人も住みやすいまちづくり推進事業というこ

とで、外国人就労者など在住外国人、更に増加が見込まれている中で、一つとして平成３０年

度現在の外国人者数とか５頄目ほどご質問いただいてますので、頄目に沿ってお答えさせてい

ただきます。 

 １番は先ほど言ったとおりです、２４５人となっております。 

２頄目めの、今後の外国人在住者の増加見込みですけども、５年前と現在の外国人登録者数

を比較しますと、５年間で約７０人ほど増加しております。さらに今後は、町内企業の外国人

の雇用の増加ですとか成田空港の機能強化によりまして、町に転入する外国人のかたも増加す

ると予想されております。そうしたことから、一層、増加していくものと考えております。 

３頄目めの、現在の在住外国人へのアンケートの有無についてですけども、現在、在住して

いる外国人の国籍がだいたい全部で３０か国のかたがいらっしゃいまして、全ての言語に対忚

してアンケートをするというのはちょっと難しいもので、人数の多い国のかたに絞って実施す

ることは今後、考えていきたいというふうに思っております。 

４頄目めの、現在、在住している国別外国人のガイドブックの整合性ということでのご質問

ですけども、先ほどもちょっと触れましたけども、一番多いのがやはり中国人のかたで、あと

フィリピン人、タイ人、韓国人の項番になっております。まずは、先ほども申しましたけど、

世界でもスタンダードな言語ということで英語のガイドブックを作ります。また、その他の言

語につきましては今後、検討していきたいというふうに考えております。 

５頄目めの、外国人も参加する駅周辺イメージアップ事業につきましては、これも先ほどち

ょっとお話出ましたけども、シーズンイルミネーションのほうが好評ですから、引き続きこれ

を実施するために事業化に入れたということでございます。２００万円につきましては、イル

ミネーションの購入費と設置です。 

 以上でございます。 
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○副委員長（岡本雅道君） 大野委員。 

○委員（大野信正君） では、再質問させていただきます。 

 ２番目の質問の中で、特にこの５年前と比べて７０人の人が増えているということでありま

すけども、この見込みは今後、どのぐらい見込みということについて今、お答えがなかったか

なと思うんですけども。これによって今後の見込み、５年間で７０人ですけど、直近の中では

多分、どんどん増えているのかそれとも平均的に増えてるのかっていう。もし後でもいいです

から。 

○副委員長（岡本雅道君） 湯浅企画政策課長。 

○企画政策課長（湯浅 実君） すみません、前年度とかその前の年とかって資料が今、手元

に無いので。 

○副委員長（岡本雅道君） 大野委員。 

○委員（大野信正君） あとで寄りたいと思います。 

 アンケートについてのことなんですけども、確かに色んな国、多岐にわたるということでは

ありましたけども、先ほど湯浅課長のお話の中に、注目される点は空港関係の業容が拡大して

最近のニュース、新聞なんか見ても非常に成田空港の業容拡大、第３滑走路の建設の問題等々、

これ一気に空港の問題も広がるわけですよね。そうすると外国人の方達がこれから栄町に住み

つくということについては可能性が、今、定住・移住促進という点から見ると一気に広がって

くる可能性があるのかなと思うんです。その中でお国がどうのっていうことの中で、カナダ人

のかたとか比較的、欧米人のかたなんかで栄町に対する魅力度というか非常に自然が多いとか、

安心・安全な町とか、犯罪が尐ないとか、外人からみたら栄町の魅力を非常に感じてらっしゃ

るというアンケートもあるんで。そういうことから、こういうことの、今、住んでいるかたの

中である程度ピックアップして、今、住んでいるかたが栄町をどういうふうに見ているのかな

というアンケートは全部でなくても必要だと思うんですけどもいかがですか。 

○副委員長（岡本雅道君） 湯浅企画政策課長。 

○企画政策課長（湯浅 実君） アンケートの内容につきましては、実施する、しないも含め

てこれから検討させていただこうと思っております。外国人のかたが特に呼ばなくてもだんだ

ん増えていくのは確実だというふうには見込んでおりまして。そんな中で例えば町に住みやす

いような形でガイドブック作ったりなんかっていうのは、そういうのをしていく中で、今、い

るかたが例えば身内のかただとか、知り合い、友達のかた、ここだと住みやすいよみたいな、

そういったのが広まれば尚更、増えていくのかなというふうには思っています。そういったど

んなニーズが外国人のかた持っているのかってのは、アンケート等を調べるというのは有効な

手段だと思ってます。 

○副委員長（岡本雅道君） 大野信正委員。 

○委員（大野信正君） ぜひ外国人がら見たときの自然の栄町のこととか、文化に触れること
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とか、交通の便で空港が近いとか、色んな面で魅力のある町ということがあって、そういうの

がきちんと外国の人達に案内ができているかどうかってのも大きなポイントだと思うんです。

そのためにも現状把握の中で、外国人が今、どういうことを感じているかという、欧米人も含

めてですね、特に栄町に住んでいただきたいと思われるような方達にぜひアンケートを検討し

て、実施していただきたいと思います。よろしくお願いします。 

 ５番目なんですけども、５番目の２００万円、外国人も参加する駅周辺のイメージアップっ

て先ほどうかがいましたけども、私、本来はイルミネーションじゃなくて本当にこの空港に近

い場所ということの栄町のポテンシャルから見たら、この２００万円はイルミネーションじゃ

なく、外国の人が住むためにどういう使いかたをしたらいいかということの中にぜひとも活用

方法を見い出して、そういう形で使っていただけるようにしていただきたいと思います。 

○副委員長（岡本雅道君） 湯浅企画政策課長。 

○企画政策課長（湯浅 実君） こちらにつきましては、先ほどお話も出たんですけども既存

の事業の振替えみたいな形で財源を確保するためにここに入れているものでございまして、新

たにまたそういった事業も考えられなくはないとは思いますけど、既存では今やっているイル

ミネーションが好評なもので、これを止められないという部分もありまして。財源確保のため

にこういったことをこの事業の中に入れて実施するというような考えでございます。 

○副委員長（岡本雅道君） 大野信正委員。 

○委員（大野信正君） イルミネーションが好評であれば、これもひとつ外国人から見たとき

のイメージがどういうふうに変わってきてるのかということも含めて。とにかく今、どんどん

変わっていく、オリンピックもやるということも含めて、それからコスプレの館で外国人がど

んどん来てるとか、色んな面で国内外に栄町の良いポイントをアピールしてるわけですよね。

そういうのを何としても定住・移住に結び付けるというのが栄町の強みになるようなお金の使

い方が必要だと思いますので、この予算についてもそういったことで再検討も含めてやってい

ただけたらと思いますけどもいかがでしょうか。 

○副委員長（岡本雅道君） 湯浅企画政策課長。 

○企画政策課長（湯浅 実君） こちらにつきましては、これで国のほうの採択受けられるか

どうかまだわかりませんけれども、考え方的にはこれで今回はいかさせていただきたいと思っ

てます。また、他の例えばＰＲだとか何かというのは、また別な形で今後、外国人の定住・移

住も含めて検討していくしかないのかなというふうには思ってますけども、今回のこの事業に

ついてはこのままやらさせていただければと思ってます。 

○副委員長（岡本雅道君） 大野委員。 

○委員（大野信正君） はい、けっこうです。 

○副委員長（岡本雅道君） 次の頄目、お願いします。古川総務課長。 

○参事兼総務課長（古川正彦君） それでは私のほうからは、性質別の状況ということで、人
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件費が前々年、平成２９年決算に比較して３億１,７７４万円増加している要因は何かという

ことでございます。これにつきましては主な要因として、１点目としては退職手当負担金が約

１億５,０００万円増額となっております。２点目として地方公務員共済組合等負担金が約

２,０００万円、３点目として期末勤勉手当が約２,０００万円増えております。なお、４点目

として事業費支弁人件費が約３,０００万円、５点目として繰出人件費が約７,０００万円、こ

ちらについては決算上は計上されておりませんで予算上は計上されておる事業費でございます

ので、こちらの人件費が合わせて１億円、合計、ほぼ３億円ということになろうかと思います。 

その他、予算は各頄目別に人件費を配分しておりますので、またその流用ができないという

こともございまして、決算と予算のほうでは差が出てしまうということでご理解をいただきた

いと思います。 

 以上です。 

○副委員長（岡本雅道君） 答弁が終わりましたので、大野委員の再質疑を許します。大野委

員。 

○委員（大野信正君） 一番ちょっと感じましたのは、平成２９年度の人件費からみて、予算

金額が一気に、今、課長の説明がありますけれも３億数千万円という形で大きくなります。だ

からその辺のことがちょっと。今、栄町の大きな課題としては人件費率が高いというのは、県

内市町村の中でも群を抜いていると思いますけども、その辺のことで何とか削減に向けての取

組はどのような形になるかというのをお聞きしたいと思います。 

○副委員長（岡本雅道君） 古川総務課長。 

○参事兼総務課長（古川正彦君） 人件費比率を下げるということになりますと当然でござい

ますが職員を減らすということになります。ただ、現状におきましては事業の多様化、また複

雑化というようなこともございますので、急激に職員を減尐させることはちょっと考えられな

いというふうに思ってます。 

ただ、今の職員の平均年齢が４９.２歳ということで、こちら県下第１位となってます。今

後、この高齢職員が退職していくという中では、職員の構成比率が若くなってまいりますので、

そういったことも踏まえると徐々にではございますけれども人件費比率は下がるのではないか

というふうに考えております。 

以上です。 

○副委員長（岡本雅道君） 大野委員。 

○委員（大野信正君） では、また勉強して改めてまた質問いたします。では結構です。 

○副委員長（岡本雅道君） これで大野委員の通告に対する質疑を終わります。 

以上で、通告に伴う質疑を終わります。 

これより、通告以外の質疑を許します。 

〔「なし」という声あり〕 
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○副委員長（岡本雅道君） 質疑がございませんので、これで総務常任委員会所管事頄の審査

を終わります。執行部の皆さま、ご苦労さまでした。 

 これよりお昼休みに入りたいと思います。１時３０分から経済建設常任委員会所管事頄の審

査を行います。 

 

                               午後１２時０３分 休憩
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●経済建設常任委員会所管事項 

 

出席委員（１３名） 

委 員 長  大 澤 義 和 君     副委員長  岡 本 雅 道 君 

委  員  新 井 茂 美 君     委  員  早 川 久 美 子 君 

委  員  大 野 信 正 君     委  員  橋 本   浩 君 

委  員  大 野 徹 夫 君     委  員  松 島 一 夫 君 

委  員  藤 村   勉 君     委  員  野 田 泰 博 君 

委  員  高 萩 初 枝 君     委  員  戸 田 栄 子 君     

委  員  金 島 秀 夫 君 

 

欠席議員 

   な  し 

 

欠席委員外議員（１名） 

   議  長  大 野   博 君 

 

 

  ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

説明のため出席した者 

 

参事兹総務課長  古 川 正 彦 君  財 政 課 長  大 須 賀 利 明 君     
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出席議会事務局 
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午後１時３０分 開議 

 

◎ 開  議  

○委員長（大澤義和君） それでは休憩前に引き続き会議を開きます。 

これより、経済建設常任委員会の所管であります、環境課、建設課、下水道課、まちづくり

課、産業課及び農業委員会の関係事頄について審査いたします。 

ここで、執行部の皆さんにお願いいたします。答弁は的確かつ簡潔にお願いいたします。 

それでは、質疑通告項に従い、委員ごとに質疑を行います。質疑については委員ごとに一問

一答で行います。  

初めに、通告１番、松島一夫委員の質疑通告に対して答弁を求めます。奥野産業課長。 

○産業課長（奥野陽一君） それでは歳入からまいります、１７ページでございます。 

 平成３１年度の地方創生推進交付金の歳入でございますが、全体で１,１０１万７,０００円

となっております。そのうち、産業課関係でございますが、一つといたしまして、「黒豆街

道」づくりによる地域経済活性化事業で、事業費１,５５４万円に対しまして交付金が２分の

１で７７７万円となっております。 

もう一つがコスプレ国際観光による地域経済活性化事業で、事業費６７７万円に対しまして

交付金額が半額の３３８万５,０００円となっております。産業課関係は以上でございます。 

○委員長（大澤義和君） 松島委員。 

○委員（松島一夫君） 歳入の部分については午前中に企画政策課長からも概ねのご説明いた

だいてますので、特にここではおたずねすることはないんでございます。 

 歳出のほうでコスプレのほう、お願いしてありますし。黒豆街道は大野委員にお任せします

ので、歳入の件はこれでけっこうでございますので、歳出のほうお願いいたします。 

○委員長（大澤義和君） 奥野産業課長。 

○産業課長（奥野陽一君） それでは歳出、３４ページになります。コスプレ振興協議会と、

その補助金内訳についてお答えいたします。 

初めに、コスプレ振興協議会でございますが、地方創生の交付金を活用したコスプレによる

地域経済活性化事業を実施する推進主体といたしまして、平成２８年１２月に発足しておりま

す。委員数につきましては１０名、委員は観光協会、秋葉牧場、成田国際空港株式会社、町内

金融機関、商工会、町内の飲食店、旅行事業者などとなっておりまして、事務局は産業課が行

っております。 

次に、補助金の内容ですが、１として、コスプレ衣装であるとか小物、履物の購入に５５万

円、２つといたしまして、マネージャー賃金として一か月１０万円で年間１２０万円、３つと

いたしまして、忍者体験教室の開催のためのインストラクターの派遣や用具のレンタル料とい

うことで９０万円、４つとして、成田空港周辺地域観光推進協議会負担金が２２万円と、国内
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の観光業商談会の参加費用が３０万円でございます。５つといたしまして、成田空港周辺及び

空港内で運行していますバスの中刷り広告の作成費と広告料が７０万円、６として、コスプレ

大会、リバーサイドフェスティバル、酉市でのイベント経費又は町外でのプロモーション経費

が２９０万円ということで、合計６７７万円となっております。 

 以上でございます。 

○委員長（大澤義和君） 答弁が終わりましたので、松島委員の再質疑を許します。松島委員。 

○委員（松島一夫君） コスプレ振興協議会の中に、観光協会ですとか秋葉牧場とかというメ

ンバーございましたけれども、次年度からですか、秋葉牧場がここを運営なさるということな

んですが、その運営する人がこの振興協議会に入ってるというのは何か特段、問題は無いんで

すか。 

○委員長（大澤義和君） 奥野産業課長。 

○産業課長（奥野陽一君） 先ほど説明いたしましたとおり、この創生の事業を推進する母体

ですので、当然、コスプレの館であるとかドラムの里のほうの協力も得ながらやっていく事業

もございますので、そのお二方の観光協会と秋葉牧場が入っていらっしゃっても特段、問題は

ありませんし、事業を推進していく中では入っていただいたほうが良いのかなというふうには

考えております。 

○委員長（大澤義和君） 松島委員。 

○委員（松島一夫君） コスプレ振興協議会というところへ、この内訳によって６７７万円の

補助金を出すわけですよね。この補助金をどのような使い道にするかというのは当然、振興協

議会の中で決められたもので間違いない訳ですよね。 

○委員長（大澤義和君） 奥野産業課長。 

○産業課長（奥野陽一君） 振興協議会は年に２回ぐらいやっておりまして、地方創生交付金

の申請するときに意見をいただいたり、また途中でご意見いただいてどういうのを出しましょ

うかとか、どうやってやりましょうかというのをひととおり諮ってはおります。 

○委員長（大澤義和君） 松島委員。 

○委員（松島一夫君） 要は、この補助金の積算、積上げというのは振興協議会でなさったも

ので間違いないんですか。 

○委員長（大澤義和君） 奥野産業課長。 

○産業課長（奥野陽一君） 案は町のほうで作っております。このようなことで案は作りまし

て、それでご意見をいただいているというようなやり取りになっております。 

○委員長（大澤義和君） 松島委員。 

○委員（松島一夫君） それで、このマネージャー賃金というんですけども、これコスプレの

館のマネージャーに出す賃金なわけでしょうけれども、確か秋葉牧場から月１０万円でしたっ

け、観光協力金だか何だとかっていただいていると思いますが、ということはいただいたもの



 

３５ 

 

をそっくり返しちゃってるということなわけですね、これは。 

○委員長（大澤義和君） 奥野産業課長。 

○産業課長（奥野陽一君） 金額的には一緒ですが、うちのほうの充当とすれば、秋葉牧場か

らいただいた拠出金は観光案内所のほうに予算的には充当しております。金額が同じですので

あれですけど、私どもの考えは観光案内所のほうに出してるということです。 

○委員長（大澤義和君） 松島委員。 

○委員（松島一夫君） それはそのとおりで、ただ、見れば行って来いだということなんです

けれども。秋葉牧場というのは一つの営利企業ですよね。そこでコスプレの館というものを運

営して、黒字が出るか赤字が出るかはわかりませんが、その営利企業が運営することに対して

マネージャー賃金を出すというのはちょっと疑問があるような気がするんですが、その辺のと

ころはどのようにお考えですか。 

○委員長（大澤義和君） 奥野産業課長。 

○産業課長（奥野陽一君） 営利企業であるということですけども、コスプレの館のマネージ

ャー、かなり重要な位置付けでもありまして、ないがしろにはできないと。常に常駐していた

だきたいということで特別に、以前から１２０万円ずつは出しておりました。今回につきまし

ても変わりますけど引き続き出そうというようなことで募集もしておりますし。行く行くはや

はり自立していただいてこういうのを町が出さないでコスプレの館の運営をやっていただきた

いというような考えは、当然、持っております。 

○委員長（大澤義和君） 松島委員。 

○委員（松島一夫君） まだ秋葉牧場、４月から運営なさるのでどういうふうな決算内容にな

るかわかりませんが。結局、その決算内容を見て次年度は出さなくてもいいかなというふうな

方向になる可能性もあるというふうな考えでいいですかね。 

○委員長（大澤義和君） 奥野産業課長。 

○産業課長（奥野陽一君） 見てみないとなかなかわからないところではございますが、やは

り指定管理と言いましてもある程度の稼ぎといいますか、観光協会も同じでしたが、ＮＰＯで

あっても稼いで良いというところはありますので、ある程度はやはり、やるからには稼いでい

ただきたいというのはありますが、その辺は何年か見たいなという気はいたします。 

○委員長（大澤義和君） 松島委員。 

○委員（松島一夫君） 今、マネージャーを公募してるようなお話でしたけども、これは忚募

なされたかたをマネージャーにするという決定は、どこがなさるんですか。 

○委員長（大澤義和君） 奥野産業課長。 

○産業課長（奥野陽一君） それは秋葉牧場のほうにお任せしております。先日、面接は終わ

ったような話しは聞いております。 

○委員長（大澤義和君） 松島委員。 
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○委員（松島一夫君） わかりました。 

 忍者体験のインストラクターという部分なんですけども、これどんなかたがいらっしゃる。

野田市だかあちらのほうに忍者がいらっしゃるじゃないですか。そういうかたなんですか。 

○委員長（大澤義和君） 奥野産業課長。 

○産業課長（奥野陽一君） 確か、養老渓谷だかもっと下のほうにやってるかたがいて、うち

の職員も見に行ってるんですが、そういう人を呼んで目玉としてやってみたいなというような

ことで申請しております。 

○委員長（大澤義和君） 松島委員。 

○委員（松島一夫君） 私ら子供の頃なんで今はどうなのかわかりませんけども、確か野田市

のほうに戸隠流の宗家かなんかいたような。いまもいらっしゃるんですか、このかた。 

○委員長（大澤義和君） 奥野産業課長。 

○産業課長（奥野陽一君） ちょっとわからないです。 

○委員長（大澤義和君） 松島委員。 

○委員（松島一夫君） よろしゅうございます、この件は。 

○委員長（大澤義和君） 丸環境課長。 

○環境課長（丸 彦衛君） それでは、環境課から印西地区衛生組合負担金事業についてご説

明いたします。 

内訳と次期施設の展望ということで、まず、衛生組合負担金２,１６８万３,０００円の内訳

ですが、人口割合費と処理費割合となります。人口割合費は、組合が必要とする市町からの負

担金総額１億３,５３０万６,０００円に、平成２９年度の衛生組合の決算総額に占める議会費、

総務費、公債費の割合の４１.９％を乗じ、更に栄町の人口割合１６.２％を乗じた９１８万

４,０００円となります。 

処理割合費は、同様に組合負担金総額に同年度の衛生組合の決算総額に占める衛生費の割合

５８.１％を乗じて、更に栄町の処理費割合１５.９％を乗じた１,２４９万９,０００円となり

ます。 

 なお、平成３１年度の負担金の額が減尐しているのは、平成２０年度に行った施設大規模改

修に係る地方債の償還が終了したためです。 

次に、次期施設の展望についてですが、平成２９年３月に組合において施設整備基本計画が

策定され、平成３１年度から国の交付金を得て事業を進める予定でしたが、地元の合意を得る

ため事務局が提示している地元還元策について印西市から明確な回答をしてもらえない状況と

なっています。組合としては、早期に印西市と地元還元策について合意を図り、事業を進めて

いきたいと考えています。 

 以上です。 

○委員長（大澤義和君） 答弁が終わりましたので、松島委員の再質疑を許します。松
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島委員。  

○委員（松島一夫君） 最初は予算書との数字の違いを聞こうと思ってたけど、シールが貼ら

れて正しくなりましたので、この件はこれでよろしいわけでございますけれども。 

この負担金の割合はわかりましたけども、平成３１年度から補助金ですか交付金でしたかを

いただいてやる予定でありましたと、この前、全員協議会で、１年以上遅れますというふうな

ご説明いただいてますけれども、これの例えば交付金、補助金、こういうものはいつまでに申

請しなきゃいかんというふうな年限というのはあるんですか。 

○委員長（大澤義和君） 丸環境課長。 

○環境課長（丸 彦衛君） 概算要望をとりあえずしていた状態でありまして、交付金の申請

が今回、２月までに最終的な交付申請をやらなければいけないという中で、今、お話しました

ように印西市との合意ができなかったもので１年間、見送ったということで。また来年度１年

間、調整して、来年度は交付金の申請をしてということで考えているようです。国の補助金の

制度ですから、極端なことを言いますと例えば制度が変わってというような話も会議の中では

出ましたので先の事はちょっと明確には言えませんけれども、制度がある限りは手を挙げて計

画の遅れが当然、出てきますから、そこは修正しながら事業を進めていくということで組合は

考えております。 

 以上でございます。 

○委員長（大澤義和君） 松島委員。  

○委員（松島一夫君） 一部事務組合のことなので、あまり立ち入った事をおたずねできない

んですけども、議員の構成というのはどういうふうになってるんですか。印西市、栄町。 

○委員長（大澤義和君） 丸環境課長。 

○環境課長（丸 彦衛君） 栄町からは２名の議員のかた出ていらっしゃっております。すみ

ません、私、印西市の議員のかた何名かちょっと。 

［「３名。」という声あり］ 

○委員長（大澤義和君） 丸環境課長。 

○環境課長（丸 彦衛君） 失礼しました、３名でございます。ということは５名で構成され

ております。 

○委員長（大澤義和君） 松島委員。  

○委員（松島一夫君） そうすると議長は印西市のかたか。 

○委員長（大澤義和君） 丸環境課長。 

○環境課長（丸 彦衛君） 印西市です。 

○委員長（大澤義和君） 松島委員。  

○委員（松島一夫君） 議会で可否同数の場合は議長が否決して終わりということになるわけ

だな。そういう結果に必ず、なるわけだ。平成３１年度見送る、また次年度に持っていく、そ
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のときまた概算要望というのをもう１回、出し直すんですか。 

○委員長（大澤義和君） 丸環境課長。 

○環境課長（丸 彦衛君） 話の中では概算要望ではなくて、もう１回、交付申請を出すとい

うような。ただ、計画の変更も一緒に併せて出すのかもしれません。その中で交付申請してい

くということになると思います。すみません、はっきりしなくて。 

○委員長（大澤義和君） 松島委員。  

○委員（松島一夫君） 最後にしますけれども、今の印西市が納得しないということは、今の

議員構成でいくとずっと納得しないままでいくと。この現状の施設のままで手直しで、あとど

のくらいの対忚年数があるのかということと、次期施設というものを作らないと栄町にとって

不利益が生じるのかという、この２点だけおたずねします。 

○委員長（大澤義和君） 丸環境課長。 

○環境課長（丸 彦衛君） 施設の対忚年数なんですけども、確かに年数過ぎているというこ

とで、手直ししていきながら使っていけば使っていけないことはないけれどもコストがかかる

ということで、この整備計画を立てたということでございます。ですから、長寿命化みたいは

形での工法も当然、考えられなくはないですが、そこはコストの問題があるということが１点

です。 

あともう１点が栄町の不利益ですね、処理量からみますと、栄町の量はもうほとんどない状

況ですので、ここにその施設が無くなったということで直接、不利益、栄町でも当然、使って

いるかたはいらっしゃいますので、そのかたの問題が残りますが、これはちょっと具体的には

なっていませんが、処理方法としては別な方法、し尿処理施設を使わなくても下水道をうまく

使ってみたいな、そんな話も聞いておりますので、そういった意味では対忚できる可能性はあ

るんじゃないかなということで、私は会議の中で考えておりました。 

以上です。 

○委員長（大澤義和君） 松島委員。  

○委員（松島一夫君） よくわかりました。次がなくてもいいということであれば、こんな話

をまとめる必要はないというふうに思っていい訳ですよね。答弁いりません、私はそう思いま

したがということで、この件は終わりにします。ありがとうございます。 

○委員長（大澤義和君） よろしいですか。それでは次、いきます。イベント広場整備事業。

奥野産業課長。 

○産業課長（奥野陽一君） それでは６７ページのイベント広場整備事業、イベント広場とは

何かについてお答えいたします。 

旧役場庁舎でございますが、かなり老朽化が進んでおりまして、耐震性の面からも大変、危

険な建物と現在、なっています。そのため、地域などからも解体の要望であるとかが寄せられ

ているということで、駐車場としても利用できないのかなというような声もございます。単な
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る解体ではなくて、イベント広場の整備としてならば今回使います都市再生整備の交付金の対

象になる可能性があるということから、イベント広場を都市再生整備計画の中に位置付けたと

いうようなことでございます。 

なお、平成３１年度に解体いたしまして、平成３２年度にイベント広場ということで整備す

ることを予定しているところでございます。整備後でございますが、いわゆる「まちなか商

店」であるとか大鷲神社の来客用の駐車場として、また、地域内のコミュニティ活動であると

か祭事、酉市、そういう開催するイベント広場としての活用を考えておりますが、今後、商工

会であるとか地域の方々と、その有効的な利用についてはこれから検討していきたいというふ

うに考えております。 

 以上です。 

○委員長（大澤義和君） 答弁終わりましたので、再質疑を許します。松島委員。  

○委員（松島一夫君） この２,０００万円という数字は、とりあえず解体・撤去だけの費用

ということでよろしいですか。 

○委員長（大澤義和君） 奥野産業課長。 

○産業課長（奥野陽一君） そのとおりでございます。 

○委員長（大澤義和君） 松島委員。  

○委員（松島一夫君） もっとも、あくまでも予算だから、１,０００万円でできるか

５００万円でできるかわかりませんけれども。この解体ということについては全部、自主財源

でやるしかないのかな、後で広場を整備するのには何らかの交付金が活用できるのかもしれま

せんが、解体というこの２,０００万円全部、これ自主財源なのか。 

○委員長（大澤義和君） 奥野産業課長。 

○産業課長（奥野陽一君） 内訳は、２,０００万円のうち国庫補助金が４割の８００万円で

す。地方債が１,０８０万円と、残りが社会資本整備基金ということで１２０万円充当してお

りまして、解体にもこれは使います。 

○委員長（大澤義和君） 松島委員。  

○委員（松島一夫君） それで、あの大鷲神社前、旧役場前の土地がありますけども、どこま

で大鷲神社でどこまで役場なのか。 

○委員長（大澤義和君） 奥野産業課長。 

○産業課長（奥野陽一君） 現場を思い浮かべますと、庁舎の建っているところからちょっと

しか役場の敷地はないんです。参道があって駐車場があって、役場があるじゃないですか。役

場の建物の一回りぐらいが境界になってます。ですからほとんどもう、今の駐車場は大鷲神社

のところになっているということです。 

○委員長（大澤義和君） 松島委員。  

○委員（松島一夫君） そうすると、あれを解体して、多分、解体した後地程度のものが広場
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になるわけだけども、それをいわゆる「イベント広場」として名前が付く以上、あまり広場じ

ゃないぐらいの広さですよね。それをイベント広場なんだといったときに、大鷲神社との話し

合いというのは今、どんなふうになってるんですか。 

○委員長（大澤義和君） 奥野産業課長。 

○産業課長（奥野陽一君） まだ大鷲神社とは、正式には私ども話しておりません。これから

内示なり何なりが来た段階で話すか、ここでもう出してますので話さざるを得ないと思います

が、今のところは話していないという状況です。 

○委員長（大澤義和君） 松島委員。 

○委員（松島一夫君） あくまでも大鷲神社の私有地ですので、栄町が勝手にイベント広場な

んて名前付けて、何の話も無くて予算書に出てきて、議会が議決しちゃって、それでいいのか

なという気がしないでもないんですよ。先ほど課長、答弁でイベント広場若しくは大鷲神社の

駐車場としても利用するみたいなことをおっしゃってましたけども、あくまでも役場が考えて

いることで、大鷲神社、これ解体して駐車場として使っていいですよと。ご自由にお使いくだ

さい、ただ、何かイベントやるときはこれ全部、空けてくださいみたいな話が何も無しで、何

かちょっと唐突だなって気がするんですが、どうですか。 

○委員長（大澤義和君） 奥野産業課長。 

○産業課長（奥野陽一君） おっしゃるとおりだと思います。早急に大鷲神社のほうにも、こ

ういう事業を考えているということは伝えておこうと思います。イベント広場そのものは、こ

の解体とあれは町有地といいますかそこをメインにして、駐車場とかイベント広場にする場合

は今の酉市と同じような一体的にその日はイベントだよというような使い方を考えております

ので、スペースが広がったというようなイメージでございます。 

○委員長（大澤義和君） 松島委員。 

○委員（松島一夫君） イベント広場ということを全く別にして、ただあの建物は解体・撤去

というのは、かなり急を要する問題ということで認識していいのか。 

○委員長（大澤義和君） 奥野産業課長。 

○産業課長（奥野陽一君） 数年前から解体の話はあったんですが、なかなか予算であるとか

計画が。今回、この社会資本再生計画、これを作りまして何とかイベント広場ということで来

年度、着工できるというようなことでございます。 

○委員長（大澤義和君） 松島委員。  

○委員（松島一夫君） 解体するためにイベント広場ということを作ったような道筋だと思い

ますが、とにかくあそこ解体、大鷲神社の意向を聞かないうちに本当は明日、議決したくない

ね、本心は、と思います。ただ、もしあそこ解体した場合、例えばバスが入れるような形にす

るとか、あとは、いかりやのほうから入ってくる細い道があるけども、あそことの交通の、す

ごくあそこ危ないので、ついでにあそこのいくらか道として広くなるとかそういうようなとこ
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ろまで考えていただければなと思っていますがその辺どうですか。あそこちょっと高くなって

るんで難しいんでしょうけども。 

○委員長（大澤義和君） 奥野産業課長。 

○産業課長（奥野陽一君） あの道については多分、これがなくても狭くて危険だというよう

な皆さん認識あると思うので。その辺については建設課であるとか関係課と協議していかなけ

ればならないと思います。ですからいずれにしてもちょっと入口を直して、大型は無理にして

もマイクロバスであるとかそのくらいは入れるようにはできないかなとは思っておりますが、

ちょっとまだそこまでは。これからということでございます。 

○委員長（大澤義和君） 松島委員。  

○委員（松島一夫君） イベント広場ということとちょっと目的は違うんですけども、あそこ

に大鷲様と魂生様があって、外国人のかたって大鷲様は別にして魂生様、非常に興味持ってる。

そこに観光バスでも入れればというふうな気もしますので、その辺のところもご配慮いただけ

ればなと思っています。ということでこの件は終わりにしますが、早急に大鷲神社と協議を。

明日の議決まで、明日、委員会で採決なので。大鷲神社ががんとして言うこと聞きませんでし

たじゃ、採決したってしょうがないからよろしく。これでイベント広場終わります。 

○委員長（大澤義和君） 町道舗装修繕事業について建設課、お願いします。小林建設課長。 

○建設課長（小林 誠君） 道路長寿命化修繕工事と町道改良工事との差異は如何に、につい

てお答えいたします。 

道路長寿命化修繕工事につきましては、栄町個別施設計画（舗装）における舗装修繕工事で

す。従前の舗装修繕工事については、平成２９年度までと違って、平成３０年度より社会資本

整備総合交付金対象事業の採択要件が変わり交付金事業対象外となってしまいました。一方、

長寿命化事業におきましては、計画的な舗装修繕工事が対象となりました。このことから、町

は当該事業で舗装修繕工事を実施することといたしました。 

なお、本事業については、９０％の公共施設等適正管理事業債が発行され、そのうち４０％

が交付税算入されるものでございます。 

 一方、町道改良工事につきましては、舗装修繕工事であっても、都市再生整備計画事業のエ

リア内であり計画にあった内容であれば、社会資本整備交付金対象事業として事業を行えるも

のでございます。 

 なお、本事業については、事業費の４０％が交付金として交付され、補助裏の９０％に事業

債が発行されそのうち３０％が交付税算入されるものでございます。 

 以上でございます。 

○委員長（大澤義和君） 答弁が終わりましたので、松島委員の再質疑を許します。松

島委員。  

○委員（松島一夫君） ご答弁いただきましたけども、聞いてて全然わからなかった、ごめん
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なさい。もう尐し専門用語使わないで簡単な説明ってできますか。例えば財源が違うんだとか

出てくる交付金の性質が違うんだとかというようなことなのか。どうなんですか。 

○委員長（大澤義和君） 小林建設課長。 

○建設課長（小林 誠君） そのとおりでございます。 

○委員長（大澤義和君） 松島委員。  

○委員（松島一夫君） だとすると、要は長寿命化修繕と改良というのは、やることは同じだ

んだと、だいたい。改良というのは良くするわけだよね、例えば穴が開いていたら平らにする

とか。修繕というのも修繕だと。ただ、長寿命化修繕だからこれは長寿命化修繕のほうが買い

量よりも丁寧にやるのか、そんなふうに日本語だけみてるとそう思うんですけれども、そうじ

ゃなくて工事内容はだいたい同じようなものだよと、補助金だ交付金だが違うんだよという崖

の理解でだいたい合っているのか。 

○委員長（大澤義和君） 小林建設課長。 

○建設課長（小林 誠君） おっしゃるとおりでございまして、工事の内容といたしましては

長寿命化工事につきましては、従前の舗装修繕工事と言いまして、舗装の上の表層の部分だけ

を打ち変えるものでございまして、町道改良工事につきましても、これは先ほど申したとおり

都市再生整備計画の事業に位置付けることによって、交付金の対象事業となりますので、やる

内容については、ほぼ同様の内容で、舗装の打替え工事で行います。 

 以上です。 

○委員長（大澤義和君） 松島委員。  

○委員（松島一夫君） よくわかりました。 

○委員長（大澤義和君） 松島委員。  

○委員（松島一夫君） わざわざわからないように書くから、行政文書って。 

○委員長（大澤義和君） これで松島委員の通告に対する質疑を終わります。  

次に、通告２番、高萩初枝委員の質疑通告に対して答弁を求めます。ごみ減量化施策推進事

業、丸環境課長お願いします。 

○環境課長（丸 彦衛君） それではごみ減量化施策推進事業２,０３３万７,０００円の取り

組み目標と具体的な事業内容についてどのように推進されるのか、ということについてお答え

いたします。 

まず、取組目標としましては、栄町ごみ減量化推進計画に基づき、１人１日当たりの家庭ご

みの発生量を平成２５年度の５４２グラムを基準として毎年１１グラムずつ減尐させることと

しており、平成３１年度は４７６グラムを目標としています。 

次に、平成３１年度の事業内容についてお答えいたします。 

一つとして、集団資源回収事業については、奨励金等７６６万６,０００円、ごみ減量化奨

励金１０万円を計上しております。 
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二つとして、生ごみ減量機器助成事業及びＥＭ容器購入助成事業につきましては、助成限度

額を引き上げ、それぞれ４０万円、３万円を計上しております。 

三つとして、とうもろこし袋による生ごみ堆肥化モデル事業については、２００世帯から

３００世帯に拡大して実施することとして、とうもろこし袋購入費用１１３万４,０００円、

収集運搬処理費２００万６,０００円を計上しております。 

四つとして、ＥＭ容器による生ごみ堆肥化モデル事業については、８０世帯で実施し、ＥＭ

ボカシ肥料購入費用９２万１,０００円を計上しております。 

五つとして、剪定枝・雑草等拠点回収事業については、南ヶ丘に新たに回収拠点を設置し、

町内４か所で延べ７か月間実施します。予算としては、処分と運搬、そしてコンテナ使用、コ

ンテナ歩道切下げ工事、監視カメラ設置に要する費用として、合わせて５６１万７,０００円

を計上しております。 

六つとして、粗大ごみのうち、木及び鉄製品の資源化を図るため、中間処理委託事業として、

合わせて６５万１,０００円を計上しております。 

七つとして、不燃ごみのうちの鉄製品、ガラス及び陶磁器の資源化を図るため、中間処理委

託事業として、合わせて１６４万９,０００円を計上しております。 

八つとして、新たな取組としまして、ごみ分別アプリシステム導入事業として１６万

３,０００円を計上しております。 

以上でございます。 

○委員長（大澤義和君） 説明が終わりましたので、高萩委員の再質疑を許します。高萩委員。 

○委員（高萩初枝君） 答弁ありがとうございます。資源集団回収事業ということで今、ごみ

減量化奨励金１０万円という説明がございましたが、これは平成３０年度ですっけありました、

前年度より集団回収の量が増えた地区、自治会などに５万円、３万円、２万円でしたっけ、そ

ういうあれがありましたけど、これもそういうものでしょうか。 

○委員長（大澤義和君） 丸環境課長。  

○環境課長（丸 彦衛君） おっしゃるとおりで、この１０万円はその内容でございます。前

年度の回収量の伸びに忚じて、伸び率が高かった団体に加算金としてお金を支出するというも

のでございます。 

○委員長（大澤義和君） 高萩委員。 

○委員（高萩初枝君） 金額としてはどうなってますか、今年度は。 

○委員長（大澤義和君） 丸環境課長。  

○環境課長（丸 彦衛君） 今年度は、一番回収できたところに３万円、２位のところに２万

円、新規に始めた団体に始めていただいたことに対する奨励金ということでそちらのほうも用

意しておりまして、上位３団体のほうは先ほど言いましたように３万円、２万円、１万円で

６万円、新規団体は４団体予定しておりまして４万円計上しておりまして、あわせて１０万円
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ということでございます。 

○委員長（大澤義和君） 高萩委員。 

○委員（高萩初枝君） ちなみに、平成３０年度はどこの団体が１．２．３位だったんですか。 

○委員長（大澤義和君） 丸環境課長。  

○環境課長（丸 彦衛君） 平成３０年度はまだ結果が出ておりませんので。後期の回収がま

だこれから上がってきて集計しますので、平成２９年度は１位が三和区、２位が竜角寺台区、

自治会ですね。３位が和田区ということになってます。 

○委員長（大澤義和君） 高萩委員。 

○委員（高萩初枝君） やはりこの減量化奨励金があることによって尐し動機付けになってい

ると捉えてるんでしょうか。 

○委員長（大澤義和君） 丸環境課長。  

○環境課長（丸 彦衛君） 毎年、集団回収の申込みを団体にしていただいて、そのときにエ

ントリーという形でしていただいてるんですが、平成２９年度は、このとき１１団体のエント

リーがあって、その中で競い合っていただいて今の結果になりました。平成３０年度のエント

リー団体は５団体ということで、ちょっとエントリーが尐ないかなという気がしますが、そう

いったことで言えばもう尐しこちらのほうも毎年の申込みのときにＰＲして、ぜひ参加してい

ただければなと思いますが。ただ、それをやって尐しでも自治会のお金になるという意味では、

ぜひ、それをきっかけに取り組んでいただきたいということで考えています。 

○委員長（大澤義和君） 高萩委員。 

○委員（高萩初枝君） 平成３０年度５団体ということで、何でエントリーが尐ないんでしょ

うか。 

○委員長（大澤義和君） 丸環境課長。  

○環境課長（丸 彦衛君） １１団体から５団体に減った理由というのは、私も今はっきりわ

からないんですが、ＰＲすれば違うと思います。ＰＲの不足だったのかなということで。 団

体自体がごみ回収のほうに熱意を失ったということではないんじゃないかなと思います。 

○委員長（大澤義和君） 高萩委員。 

○委員（高萩初枝君） ＰＲ不足もあるのかなと、金額的に尐ないからみんな頑張らないんじ

ゃなくて、ＰＲ不足と捉えているんですね。 

○委員長（大澤義和君） 丸環境課長。  

○環境課長（丸 彦衛君） 平成３１年度もこの事業ありますので、ＰＲのほうしっかりやっ

ていきたいと思います。 

○委員長（大澤義和君） 高萩委員。 

○委員（高萩初枝君） 新たに４団体が集団回収を開始予定って聞きましたけど、これどこが

あれなんですか。 



 

４５ 

 

○委員長（大澤義和君） 丸環境課長。  

○環境課長（丸 彦衛君） 開始予定ということで予算を計上している、こことここ、という

ことではなくて、４団体を新たに声をおかけして加入していただくと。まだ自治会の組織の中

でも加入しておられない団体ありますので、そこら辺もしっかりお声がけして参加していただ

ければと思っております。そのための４団体分の費用として計上させていただきました。 

○委員長（大澤義和君） 高萩委員。 

○委員（高萩初枝君） 引き続き、生ごみ堆肥化モデル事業なんですけれども、とうもろこし

の袋が拡大されました。これはどういう理由で拡大されたのかということと、あわせて平成

３０年度まで水切りバケツが新たに追加されてモデル事業やりましたけれども、これが廃止さ

れた理由はなんですか。 

○委員長（大澤義和君） 丸環境課長。 

○環境課長（丸 彦衛君） 最初に、とうもろこしの袋のほう、２００から３００に拡大した

ということなんですけれども、こちらのほうにつきましては徐々に拡大してきたという経緯が

あって、その中で一つの地域の中でどれだけ拡大してできるのかということも一つの検証頄目

ということで、そこで拡大していってるということ。あと、これを拡大することによって、と

うもろこし袋はモデル事業の中でも回収量が一番、良いので、これを拡大することによって将

来の減量化につながる可能性があるということで、拡大の措置を取ったということでございま

す。 

 水切りバケツのほうなんですけれども、こちらについてはまず、費用対効果の面から、回収

の仕組みの中でどうしても事業者に回収所に２回、行っていただかないといけなかった、回収

する前日に回収容器を置いて、そこに各ご家庭でバケツを持っていってそこで空けてもらって、

バケツは持って帰ってもらうということで、袋でポンと捨てられるわけではないので、そこで

そのケースを置いてもらう。入れてもらったケースをまた回収するということで、運搬経費と

いう部分でどうしても費用対効果の改善は見込むのは厳しかったということで、これは今年度

限りで廃止ということで。生ごみを肥料化するために回収する事業としては、先にお話しまし

たとうもろこし袋の事業もありましたもので、そちらを拡充するということで取り組んでいこ

うということで廃止したものでございます。 

 以上です。 

○委員長（大澤義和君） 高萩委員。 

○委員（高萩初枝君） この生ごみの堆肥化のモデル事業についてなんですけれども、町とし

てはこのモデル事業について１年ずつ延ばしてきたんですよね。例えばモデル事業５年間やっ

て、その様子を見て本格実施に踏み切るとか、一般的にはそうやって作ると思うんですが、こ

の生ごみ堆肥化モデル事業については、町はモデル事業についてどういうふうに考えているん

でしょうか。こうやって１年ずつ引き延ばしていくのか、それともある程度、何年間やってみ
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てそれによって実施に広げていくのかとか、その辺のお考えはどうなんでしょうか。 

○委員長（大澤義和君） 丸環境課長。 

○環境課長（丸 彦衛君） 生ごみ堆肥化モデル事業については、まずごみの減量化について

は生ごみの分別というかごみの減量化、重量を減らすには一番、効果があるということで取り

組み始めたものだと思っております。その中でモデル事業をやってきましたが、その地区で実

施していただける環境があるのかどうかということを見るために徐々に拡大してきたというこ

とでありまして、町としてもそれを見ながら事業の有効性ということを見て今後のごみ減量化

計画の施策の中でいろんな検討を加えていきたいということで考えております。 

 以上です。 

○委員長（大澤義和君） 高萩委員。 

○委員（高萩初枝君） 様子を見ながらということですね。モデル事業をやっている人達、住

民とか団体は、来年度は果たしてモデル事業は継続されるのかそれとも打ち切られるのかって

心配してやってるんです。だからある程度、モデル事業の計画を立ててやったほうがいいんじ

ゃないかなという思いも確かにあります。 

○委員長（大澤義和君） 丸環境課長。 

○環境課長（丸 彦衛君） 今年度モデル事業をお願いした地区、確かにございますので、そ

ちらにつきましては今、年度内にはまず自治会のほうにおうかがいして協力していただいたお

礼をお話するということは考えております。その中で次期実施のことについては、今、検討中

ですので改めてというような話もさせていただきながら、そこは一度、節目でございますので

お礼かたがたご挨拶だけはうかがおうと思っております。 

 水切りバケツのほうにつきましても、これは廃止するということでございますので、こちら

のほうは最優先で自治会のほうにおうかがいしてご挨拶しようと。アンケートの結果も踏まえ

てこういうことに至ったということをご説明してご理解いただきたいと考えています。 

 以上です。 

○委員長（大澤義和君） 高萩委員。 

○委員（高萩初枝君） 選定枝と雑草等拠点回収が１か所、南ケ丘に拡大されたということで、

南ケ丘のどこに設置する用意があるんですか。 

○委員長（大澤義和君） 丸環境課長。 

○環境課長（丸 彦衛君） 場所につきましては、南ケ丘のごみ減量化推進員とか自治会長に

お声がけして、場所もご相談ということでご連絡してあります。ご都合よろしいときに私のほ

うに連絡いただければ現地に向かってということではお話しております。ただ、町としては町

有地が南ケ丘のほうに限られたところにしかございませんので、設置できる場所とすれば南ケ

丘１丁目１２番ですか、わりと広めな土地があります。給食センターの脇ではなくて、もうち

ょっと布鎌大橋のほうにずっと走っていって、布鎌大橋までいかないんですがちょうど住宅街
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の中に１区画、１街区ぐらいの広さの町有地がありますのでそこかなと思いますが。ただ地元

の意向もございますのでそこはご相談しながら場所決めはしていきたいなと考えています。 

 以上です。 

○委員長（大澤義和君） 高萩委員。 

○委員（高萩初枝君） よろしくお願いします。そのときに、出し方のルールをきちんと自治

会などに説明してやってほしいということを言ったほうがいいんじゃないかと思います。 

○委員長（大澤義和君） 丸環境課長。 

○環境課長（丸 彦衛君） 出し方については改めて周知をはかって、これは南ケ丘地区だけ

ではなく改めて他の４か所にもわかりやすいように看板とか立てられればということも考えて

おりますので、そこは周知はかって実施していきたいと思っております。 

○委員長（大澤義和君） 高萩委員。 

○委員（高萩初枝君） それから、この監視カメラの設置費が計上されておりますけれども、

１２万円、これはどこの地域に。ごみの出し方が悪い人が、マナー違反の人が出たとか出ると

か、そういう関係であれでしょうか。 

○委員長（大澤義和君） 丸環境課長。 

○環境課長（丸 彦衛君） この監視カメラの設置箇所なんですけれども、場所は４か所全て

に。簡易的なカメラですので４か所、役場、竜角寺台コミュニティの脇、酒直小学校の駐車場、

南ケ丘地区で４か所です。 

○委員長（大澤義和君） 高萩委員。 

○委員（高萩初枝君） ４か所ですか、わかりました。よろしくお願いします。 

 それからもう１点なんですが、新規事業のごみ分別アプリシステム導入事業（スマートフォ

ン等）って書いてあるんですけども、これ具体的にはどういうあれですか。 

○委員長（大澤義和君） 丸環境課長。 

○環境課長（丸 彦衛君） これは、３Ｒ活動というのがあると思うんですけど、リデュー

ス・リユース・リサイクルですね、それを推進するアプリということで、平成２７年４月から

大阪でこれを導入したのがきっかけで、今、各自治体で導入が進んでおります。今現在、

２８都道府県、８９自治体で導入しておりまして、県内では千葉市、船橋市、柏市、松戸市、

印西市、白井市、成田市が導入しておりまして、主な機能としましてはごみ出し日の通知設定

ということで、その地区をＱＲコードで取り込みましてそうして地区の設定ができるので、そ

の地区の設定をするとごみ出し通知ということでやると、ごみ出しの日に時間がくるとピンポ

ーンということで教えてくれる機能であるとか、地区ごとのごみ出しカレンダーということで

カレンダーに自分の地区のごみ出し日が出てくる画面が出たりだとか、ごみの分別機能という

ことで、今、冊子で配っている「ごみの分別ルールブック」も画面の中に呼び出してそこで検

索してごみの分別ができるということです。あと、町からのインフォメーション機能であると



 

４８ 

 

かごみ関係のリアルタイムのお知らせを、よくある質問ということで質問ある頄目を入れて回

答を入れてリンクを貼ればそこのホームページにも飛べるというようなことで。あと、英語機

能も一つ加えようかなと思いまして、英語版の機能を入れて外国のかたもごみ出しに困らない

ようにする一つの手段として考えております。ごみに特化したアプリということで、確認した

いときに確認したい場所で見らるということで、分別に対する負担であるとか何かが尐しでも

軽減できるんじゃないかということで導入することにいたしました。 

 以上でございます。 

○委員長（大澤義和君） 高萩委員。 

○委員（高萩初枝君） すごくいいですね。何でかというと、ごみっていろんな種類があって

どこにどう出したらいいかわからないごみってたまに出てくるんですよね。たまに聞かれるこ

ともあるので。今度、それで検索して見れるとすごくいいと思います。経費もあまりかからな

いですよね。よろしくお願いします。 

 あと２点、聞きたいんですけども、だんだん減量化計画がきつくなっていくと思うんです。

そういう中でより分別とか減量化を推進するために町はどのように住民に周知徹底をはかるの

か、具体的にどう考えているのか聞きたいです。 

○委員長（大澤義和君） 丸環境課長。 

○環境課長（丸 彦衛君） まだ具体的な方策というのは私、今、ないんですが、ごみの減量

化は分別が基本だということはよく言われておりますので、そういったことで今の分別アプリ

の機能もそういったことで導入したわけで、そういったツールを使いながら分別の浸透をはか

っていきたいということと、あとは協働です、今度４月から環境課と住民活動推進課が一緒に

なりますので、地域を主体とした取組の中で分別の徹底ということで浸透させていただければ

と思います。 

○委員長（大澤義和君） 高萩委員。 

○委員（高萩初枝君） 私がおうかがいしたかったのは、具体的にどう浸透されるようやりま

すかということです。 

○委員長（大澤義和君） 丸環境課長。 

○環境課長（丸 彦衛君） 浸透と言いますが、やっぱり地道な活動だと思いますので、これ

から来年度以降の取組の中で、事あるごとに分別ということを取り上げて皆さんの意識の啓発

をはかっていくしかない。答えにはなっていないかもしれませんがそういった活動がまず基本

で、そこから発展していろいろ形をアイデアをもらいながら浸透をはかっていきたいと思いま

す。 

 以上です。 

○委員長（大澤義和君） 高萩委員。 

○委員（高萩初枝君） ぜひとも各地域にはごみ減量推進員がいらっしゃいますので、そのか
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たたいと連携しながら周知徹底、減量化を進めていってほしいと思います。 

 それからもう一つ、ちょっと気になってたのが、可燃ごみの中をいかに分別するかが大事だ

と思うんです。そういう中で可燃ごみの組成分析をやって、それを２年前と対比して広報で各

地域に出すのも有効だと思いますので、この辺、検討していただきたいと思います。 

○委員長（大澤義和君） 丸環境課長。 

○環境課長（丸 彦衛君） 組成分析につきましては今、印西地区環境整備事業組合と共同し

てやっておりますので。組成分析の割合を元にごみ減量化推進計画も施策の中で評価を行って

おりますので、そこはデータを上手に使って地元のかたにも考慮しながらＰＲしていきたいと

思います。 

 以上です。 

○委員長（大澤義和君） 高萩委員。 

○委員（高萩初枝君） 大事なのは２年前の組成分析の結果と、今現在、平成３１年度のがど

うなっているか対比するのも大事だと思いますので、その辺も含んで発言しております。よろ

しくお願いします。 

○委員長（大澤義和君） 丸環境課長。 

○環境課長（丸 彦衛君） わかりました。 

○委員長（大澤義和君） 高萩委員。 

○委員（高萩初枝君） 終わります。 

○委員長（大澤義和君） これで高萩委員の通告に対する質疑を終わります。ここで１０分間

の休憩といたします。２時４０分から開始いたします。 

午後２時２６分  休憩 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

午後２時４０分  再開 

○委員長（大澤義和君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

次に、通告３番、戸田栄子委員の質疑通告に対して答弁を求めます。戸田委員、このイベント

整備事業については先ほど説明が終わっています。質疑だけお願いできればと思います。戸田

委員。 

○委員（戸田栄子君） 新規事業でイベント広場整備事業について、これは先ほど松島委員の

ほうからも質問出ていますし、かなり論議が行われておりますので、それに追加した質問をさ

せていただきます。 

 今回、いわゆる国からの補助金、国庫補助金が出るという関係で今年度にこの事業をするの

か、それとも国庫補助と地方債が入ってますけど。ただ、この内容についてはすでに何年か前

から地元からもそういう要望があったんじゃないかと思いますし、町づくりの一環としてはで

きるだけ早くこれが行われてたら多分、あの辺の賑わいも変わってきたでしょうしと思うんで
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すが、これは計画としては平成３１年度当初予算でやるということですが、その辺の経過につ

いてはいかがでしたか。おたずねします。 

○委員長（大澤義和君） 奥野産業課長。 

○産業課長（奥野陽一君） 先ほど申しましたとおり、やはり尐し前から解体、危ないのでと

いう話はありました。そこで先ほど私が言いました、都市再生整備計画でございますが、これ

は平成３１年１月に作っておりまして、平成３１年度から平成３５年度分を作っているんです。

その中の平成３１年度と平成３２年度にイベント広場の計画を入れていただいたということで

ございます。 

○委員長（大澤義和君） 戸田委員。  

○委員（戸田栄子君） わかりました。それで今、いわゆるコスプレの館との関係で町や議会

からの要望としてはコスプレの館の新しくできた建物や事業を活かして町との連携、町の中に

房総のむらに来たお客さん、また外国の方々を町中に呼んで商店の活性化や栄町をアピールす

るという事業には、本当にこの新規事業のイベント広場整備事業は大事なことかなと思うので、

ぜひ進めてほしいし、もう尐し早くできたら良かったなというふうに個人的には思っています

が、これについては松島委員の質問と重複しますので了解をいたしました。 

 第２頄目めにうつりますけどよろしいでしょうか。 

○委員長（大澤義和君） 次の質問ですよね、ではまず１問目、終わりました。次にうつりま

す。危険ブロック塀等対策事業のまちづくり課長、お願いします。 

○まちづくり課長（小野裕三君） まず、調査の実態からお答えしたいと思います。 

７月下旪から各小学校の半径５００メートル以内の通学路における１.２メートル以上のブ

ロック塀について調査を数回行った結果、倒壊の恐れがある物件が６２件、確認されました。 

予算につきましては、危険ブロック塀等の除去費用の一部を補助するものでありまして、１件

に付き１０万円を上限として考えております。除去工事につきましては、当事者の負担も相当

かかることから、どのくらいのかたからの申請があるかはっきりしないため、とりあえず

１０件を予定して見込んでおります。 

 なお、１０万円の内、国から２分の１の補助が出ることが決まっております。 

以上です。 

○委員長（大澤義和君） 説明が終わりましたので、戸田委員の質疑を許します。戸田委員。  

○委員（戸田栄子君） これは先の震災の際に、通学途中でブロック塀が倒れて小学生の女子

生徒がそれに挟まれて亡くなったっていう悲惨な事件があったことに端を発して、全国的にこ

れは国の補助も付けるということでこの事業、展開されてると思うんですが、本来ならもっと

早く国も、また各市町村もこういうところに目を光らせていればあの事故も未然に防げたのか

なっていうふうに思ってますけども。それでは栄町の場合は今、担当課長から説明をいただき

ましたが、本当にこれは各個人でとてもお金がかかる家庭と、そんなにかからずに面積が狭い
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ご家庭もあるけど危険だということでまちまちだと思いますけど、現時点では申出が無いんで

すよね。来年度予算ですけど、その待ったことによっていつ地震というのはくるかわかりまん

ので、特にこの調査の中で、学校教育課とも関連するのかなと思ってるんですけども、２つの

課にまたがる事業かと思いますけど、担当課が見てこれは即、このブロック塀については時間

を要するとか危険度が高いなとかっていう、その分析はどのようにされてますでしょうか。 

○委員長（大澤義和君） 小野まちづくり課長。 

○まちづくり課長（小野裕三君） 県の土木事務所の建築部門の担当と一緒に、まちづくり課

の職員が回りました。７月の下旪からというふうに言ったんですけれども、まずその時点で、

まちづくり課の職員が見て回ったときには２５件程度っていうふうに報告をしたんです。

１１月の時点でその２５件に対して、危険ブロックの周知ということで頄目出しをしてチラシ

を配ろうとしたんですけれども、そのときに県の建築部局から見て２００件近くあるんじゃな

いのというふうな指摘を受けて、再度１１月２日に回って、その２００件に対しても周知しな

くてはいけないかなというところで、２月の下旪に更に２回行いまして、再調査をしながらチ

ラシを配布しております。その２０７件のうち、危険だというふうに建築担当が見て危険だと

いうふうに思ったのが６２件というところです。 

 以上です。 

○委員長（大澤義和君） 戸田委員。  

○委員（戸田栄子君） これは個人に関わる問題がかなりのウエイトを占めていますし、費用

の問題もあるので、本当に難しい事業というか町が全部、危険箇所についての予算を組める、

国や県がそれに対して補助体制が確立していれば早急に受けるんでしょうが、たいへんな事業

だなとは思います。しかし、いつ震災がくるかわからない、過去の苦い経験の元では町が掴ん

でいる危険な状況がそれがどの程度、私達には具体的にどういう状況で震度いくつぐらいの地

震があった場合にはそのうちの何件かが危ない、そこを子供が通ったときに同じような事故が

起きるとかっていうのはわかりませんけども、担当課としてはこの６２件の中の分類をどのよ

うに早急に必要とするのか、それとも分類的にはどのように分類されているのかどうかを、あ

りましたら教えてください。 

○委員長（大澤義和君） 小野まちづくり課長。 

○まちづくり課長（小野裕三君） まず、建築基準法の施行令の中で第６１条と第６２条の

８っていうのがあるんですけども、ここでブロック塀についての判定をしておりまして、

１.２メートルというのが第６１条のほうなんですけれども、鉄筋とかで補強をされていない

ようなただの石積み、ブロックみたいなのが１.２メートル以上あると危険ですよというふう

にうたっています。あとはひび割れとかそういったものもあるんですけれども、あくまでも個

人資産なので、うちのほうの点検としては公道から見た範囲での判断をしております。もし

１.２メートル以上あった場合でも、鉄筋が入っていれば問題ないですし、鉄筋が入っている
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ほうについては第６２条の８なんですけれども、それは２.２メートル以上なんです。なので、

とりあえず１.２メートル以上のところがあるよというところで鉄筋が入っているか入ってい

ないかは個人のやったかやらないかっていう話もあるので、それは確認してくださいっていう

ようなチラシを配布してます。あくまでも外見での判断、その中でひび割れとかがひどいとか、

そういうようなものっていうのが見受けられるっていうのが、本当に倒壊する、すぐにでもし

そうだ、震度１でも震度２でもしそうだなんていうところは特には無いんですけれども、

１.２メートル以上あって中に鉄筋が入っているか入っていないかも判断できないので。判断

できないですよね、個人資産なので。町の資産とかであってちゃんと設計図書があったりすれ

ば判断できますけれども、あくまでも個人の資産なので。あと、内側に控え塀があったりとか、

そういったところも判断基準になるんですが中まで入っていけないので、危険そうだというと

ころでのチラシを配布して、診断してみてください、もしくは専門家に聞いてみてくださいと

いうようなチラシを配布しております。その中で今、実際、１件、１月ぐらいにちょっと家の

塀を壊したいんだけどというご相談があったのは事実ありました。４月まで待ってくださいと

は言ったんですけれども、今のところ１件の対象なんですが、２月にそのチラシを６２件配っ

ておりますので、今後、もしかしたら増える可能性はあります。ただ、あくまでも危険かどう

かの判断というのはその設計図が有るか無いかというものあって、危険ブロックというふうに

判断できないと補助金対象にならないので、そこの判断は今後、県の土木のほうの建築担当と

確認しながら判断していきたいというふうには思ってます。 

以上です。 

○委員長（大澤義和君） 戸田委員。  

○委員（戸田栄子君） そのとおりだと思います。担当課長のおっしゃるとおりに補助金を付

けられるには、本人が希望したからといってできるものじゃないっていうことが一つのネック

ですが、実際に本当に危険だなというのは目測だけでは わからないんですよね。それで、地

域としては今、課長のほうから報告があった６２件、どの辺の調査、当然、町全体といったら

すごい距離、面積になるので、場所はさっき聞いたかしら。地域別みたいになってますか。 

○委員長（大澤義和君） 小野まちづくり課長。 

○まちづくり課長（小野裕三君） まず、町全体を見たわけではなく、最初に答弁したように

小学校の半径５００メートル以内の通学路に焦点を絞って調査しております。そのうち、竜角

寺台は団地内しかなかったので、ゼロです。地区計画の関係もあるので、ブロック塀自体がな

い、ほぼないです。しかも１.２メートル以内に全部、地区計画で納まっているので無いはず

です。布鎌のほうが２件、１.２メートル以上があって、１件が危険というふうに判断してお

ります。安食台小学校周りが２０件、これは基本的には調整区域のほうがメインになっていま

す。市街化区域のほうは地区計画がかかってるもので、高い塀が無いです。２０件のうち、

１２件が危険と判断されてます。安食小学校が１８５件、うち４９件が危険と判断されてます。



 

５３ 

 

これは組合の区画整理やった側がけっこう多いです。前新田が多いです。１.２メートル以上

あるっていう判断です。あと、在のほう、開発団地で無い側もけっこうあります。 

 以上です。 

○委員長（大澤義和君） 戸田委員。  

○委員（戸田栄子君） 在のほうって、地域は。 

○委員長（大澤義和君） 小野まちづくり課長。 

○まちづくり課長（小野裕三君） 金田屋の辺りと、ファミリーマートの向かい側というんで

すか。 

○委員長（大澤義和君） 戸田委員。  

○委員（戸田栄子君） ファミリーマートっていっぱいあるんですけど。 

○委員長（大澤義和君） 小野まちづくり課長。 

○まちづくり課長（小野裕三君） 開発団地じゃないところです。大観団地っていうところで

すか。それと区画整理地内です。区画整理地内は相当、多いです。 

 以上です。 

○委員長（大澤義和君） 戸田委員。  

○委員（戸田栄子君） 今、担当課長から調査の報告をいただいて、結果としては早急に取り

組むべき課題も含まれているのかなっていうふうに感じました。災害は思わぬときにやってき

ますので、その担当課の調査を踏まえてぜひ第２次調査なり予算化なりの考えを、ぜひ担当課

を中心に行っていただきたいのと、区画整理区域内というのは既存の市街地ですか、確認した

いんですが。それとも新しく区画整理をして移り住んで、比較的最近の住宅であるのか。その

辺のからみはわかりますか。 

○委員長（大澤義和君） 小野まちづくり課長。 

○まちづくり課長（小野裕三君） 区画整理を行っている、駅までは行かないんですけれども

半径５００メートルのこの円の内側なので２丁目、３丁目。２丁目、３丁目辺りが半径

５００メートル以内に入っちゃってるので、そこにある１.２メートル以上のブロック積みと

いうものが対象になっちゃってるんです。 

○委員長（大澤義和君） 戸田委員。  

○委員（戸田栄子君） そこにあるってことですよね、危険なのがいっぱいあるってことじゃ

ないですよね。全部うちなんかは鉄筋入ってますから。個人的には。 

○委員長（大澤義和君） 小野まちづくり課長。 

○まちづくり課長（小野裕三君） そうです。 

○委員長（大澤義和君） 戸田委員。  

○委員（戸田栄子君） ただ、中までは透明じゃないからわからないけど、ブロック塀が多い

ということで。その結果ですね。 
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○委員長（大澤義和君） 小野まちづくり課長。 

○まちづくり課長（小野裕三君） ちょっといいですか。築年数特に関係なくて、この建築基

準法施行令自体は、もう昔からあるのでやってるんですけど、以外にブロックで言うと６段な

んですけれども１個が２０センチメートルなので６段以上あるんですが、その上に屋根ブロッ

クみたいなのが乗っかってたりとかするんです。そういうのも対象になっちゃってるので、一

般的に６段積みっていうふうにはなってるんですが、屋根ブロックも含めると１.２メートル

以上になってしまう。全てが全て危険だというふうには考えてません。 

○委員長（大澤義和君） 戸田委員。  

○委員（戸田栄子君） 調査、本当にご苦労さまでした。ただ、今のあれで、結局、透明じゃ

ないので外観まではわからないし、例えばその家族のかたに聞いたとしても住宅設計図と違う

ので、そこまできちんと覚えている家庭と、工事屋がこうだからこうでと最近のかたはわかる

でしょうが、もう１０年以上経ったり２０年ぐらい経ってるとわからないですよね。そうする

と専門的には何か叩いてみたりとか実際に崩壊する危険があるとか何とかっていうは、目測で

わかるということがあるんですか。 

○委員長（大澤義和君） 小野まちづくり課長。 

○まちづくり課長（小野裕三君） 非破壊試験というのがありまして、コンクリートのシュミ

ットハンマーというものがあって、それによって鉄筋が入ってるか入っていないかはわかりま

す。ただ、その間隔とかそういったものが細かくできるかどうかというのは、実際にはどのぐ

らいの間隔で入っていてちゃんと耐震補強ができているのかというところは、やっぱり建築屋

が計算のうえ、補強されてるかどうかを診断してもらわないと何とも言えないところではあり

ます。 

○委員長（大澤義和君） 戸田委員。  

○委員（戸田栄子君） たいへん勉強になりましたし、調査ご苦労さまでした。 

ただ、そういうことで実際には災害はどういう大きさでくるかわからないですしね。あって

もそこまでいかないような軽度な地震もあるでしょうし。実際にはそういう事故があったとい

うことで、とりわけ小学生や中学生の通学路、比較的、通学路として利用されている道路際と

かっていうのは、再度その辺の観測とか調査が必要かなって感じました。 

これは、今回の平成３１年度予算に関係なく今後とも担当課のほうでこの事業については認

識していただいて、学校教育課とも連携するような形で子どもの安全を守ることに、ぜひご努

力いただきたいと思います。ありがとうございました。 

○委員長（大澤義和君） これで戸田委員の通告に対する質疑を終わります。 

次に、通告４番、大野信正委員の質疑通告に対し、答弁を求めます。奥野産業課長。 

○産業課長（奥野陽一君） それでは３４ページの黒豆街道による地域経済活性化事業の１頄

目め、平成２８年度からの取り組みで特記する事業成果についてお答えいたします。 
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一つといたしましては、圃場面積でございますが、ピーク時、平成１７年、２２.６ヘクタ

ールございましたが、それから徐々に減り始めまして、平成２６年には１２.６ヘクタールに

なってしまった状況のもと、生産圃場を増やすために圃場整備の補助金の交付であるとか、生

産忚援隊の人材活用賃金を補助してきました。その結果、平成３０年には１６.７ヘクタール

まで増えてきたところでございます。 

二つといたしまして、同時にパンフレットであるとかＤＶＤを作成いたしまして、東京であ

るとか成田空港、また周辺商業施設、町内でのイベントなどで黒豆製品のＰＲを行ってまいり

ました。その結果、平成２７年当時６５０万円程度の売上げでしたが、今年度は２,０００万

円を超えるというような見込みになっております。 

 以上でございます。 

○委員長（大澤義和君） 答弁が終わりましたので、大野委員の質疑を許します。大野委員。  

○委員（大野信正君） では、再質問させていただきます。 

 ちょうど平成１０年から始まって２１年、黒豆にずっと取り組んでこられて栄町の中

でもお米に次ぐ大きな農産物のエースじゃないかなと思います。特に平成２８年、平成

２９年、平成３０年、平成３１年といろんな事業の拡大に向けての補助金が出たんです

けど、この平成２７年、平成２８年ぐらいから比べると補助金の合計というのは丸い数

字でいくと１億円近くになるのかなと思うんですけど、その辺は間違いないでしょうか。 

○委員長（大澤義和君） 奥野産業課長。 

○産業課長（奥野陽一君） 予算ベースで、黒豆の地域活性化のやつでよろしいですか。 

平成２７年度からやっておりまして、平成３０年度予算までですが、事業費が

７,７００万円ほどです。そのうち交付金が４,６００万円ほどでございます。 

○委員長（大澤義和君） 大野委員。  

○委員（大野信正君） 特に栄町の農産品の生産額というのが約１５億円と言われてい

るんですけど、その中でお米が１０億円ぐらいなので、この黒豆の生産額についても、

先ほど課長のほうから２,０００万円という金額がでましたけれども、黒豆全体でのお

金っていうか生産額というと１億円に近いのかな、７,０００万円、８,０００万円にな

るのかなと推定しておったんですけども、その２,０００万円の金額というのはどの辺

からの金額になるんでしょうか。 

○委員長（大澤義和君） 奥野産業課長。 

○産業課長（奥野陽一君） この２,０００万円につきましては、黒大豆を使った製品

の売上げでございます。例えば生カステラであるとか、味噌であるとか、チーズケーキ

であるとか、そういう製品でございます。 

○委員長（大澤義和君） 大野委員。  

○委員（大野信正君） わかりました。製品の他に例えば黒豆の里親制度とか諸々、全
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部ひっくるめるとだいたい７,０００万円、８,０００万円ぐらいの規模になるのかなと

いう認識でよろしいでしょうか。 

○委員長（大澤義和君） 奥野産業課長。 

○産業課長（奥野陽一君） 平成３０年度の予想でございますが、いわゆる製品以外も

２,１００万円ほどであります。合計で４ ,１００万円ほどだと見ております。  

 以上です。 

○委員長（大澤義和君） 大野委員。  

○委員（大野信正君） わかりました。非常にだんだん農業生産額が厳しくなってくる

中で、黒豆についてはこれだけのいろんな施策を練っておりますので、早い時期に１億

円とか、億の台が超えて栄町のエース的農産物になるようにと期待しておりますけれど

も、その辺の独り立ちと言うとあれですけども、例えばこういう補助金が無くても何と

か黒豆が自立して町の産業として自立できるようになるというのは、だいたい見通し的

にはどのぐらいのことを考えてらっしゃるんでしょうか。 

○委員長（大澤義和君） 奥野産業課長。 

○産業課長（奥野陽一君） いつ頃までというのはなかなか答弁できないんですが、今

おっしゃられました、今だいたい４ ,０００万円ということで面積的には１６ .７ヘクタ

ールですか、やはり売上げとか上げるには面積をまず拡大しなきゃいけない、黒豆の場

合には連作ができないと、色々なことがありまして今、１６ .７ヘクタールまでやっと伸

びてきたところでございます。これからはやはり、新しい生産者であるとか若者がこう

いう栽培に取り組むとか、そういうところから徐々に増やしていかなければならないと

思いますので、いつまでにというのは、なかなか難しいと考えます。 

○委員長（大澤義和君） 大野委員。  

○委員（大野信正君） わかりました。この件、けっこうです。 

○委員長（大澤義和君） それでは次にいきます。担い手づくり総合支援事業について説明を

お願いいたします。奥野産業課長。 

○産業課長（奥野陽一君） 委員長、申し訳ないです。私、いま３つ質問あったんです

が、一つで終わりにしてしまったので。 

○委員長（大澤義和君） 大野委員。  

○委員（大野信正君） 私も町税の効果とかそういった３つの部分で返事をいただける

ようでしたらお願いします。 

○委員長（大澤義和君） 奥野産業課長。 

○産業課長（奥野陽一君） 申し訳ありません、２頄目の町税への効果でございますが、町税

への効果額についてですが、黒豆製品の平成２７年度の売上げが先ほど言いましたとおり

６５０万円、その後、今年度２,０００万円ということになっておりますが、町税への効果は
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具体的には分かりませんが、それなりに効果があるものと考えております。ゼロではない。 

続きまして、３頄目めでございますが、先ほど答弁いたしましたが、町全体の黒豆関係の生

産額ということで、製品のほうが２,０００万円、オーナー制や黒豆のほうが２,１００万円で

４,１００万円ということでございます。 

以上です、申し訳ございませんでした。 

○委員長（大澤義和君） それでは次にいきます。奥野産業課長。 

○産業課長（奥野陽一君） 続きまして、６４ページのほうの農業次世代人材設備資金支援事

業ということでございます。 

予算額４５０万円に対しまして、決算額は１２７万円と見込んでおります。これは平成

３０年度でございます。これにつきましては、１人１５０万円で３人分で４５０万円の予算に

対しまして、３人のうち１人は新規に申請する予定でしたが、条件が合わずに申請できており

ません。もう１人は、今年で２年目ですが、前年の所得が３５０万円を超えたということで補

助基準に合致しないため、今年度は対象外となりました。残る１人でございますが約１２７万

円交付されております。これは１００万円以上の所得がありましたので、満額の１５０万円か

ら減額されたものでございます。成果につきましては、１人申請できなかった事は残念でござ

いますが、残りの２人につきましては所得も上がってきておりますので、成果が表れつつある

ということでございます。 

続きまして、２頄目め、今年の事業成果目標についてお答えいたします。 

平成３１年度当初予算は２２５万円でございますが、その内訳といたしましては、３年目の

かたの１５０万円と、来年、年度途中で５年を迎えますかたの７５万円でございます。成果目

標につきましては、新たな認定新規就農者を発掘することでございます。そのうえ、そして農

業事務所であるとかＪＡであるとかの指導を仰ぎながら、高収益の野菜を栽培、トマトである

とかイチゴであるとかネギであるとかを栽培するなどして、所得を上げて、自立した農業経営

者に育っていくために、この資金を使ってステップアップしていただきたいということでござ

います。 

３頄目め、若手農業者の育成について今後の目標ということでございますが、これからも、

年間１人ぐらいは新たな認定新規就農者を発掘したいと思っております。この制度を使いまし

て５年間ということで、それを目途に自立した農業経営者となっていただく事が目標でござい

ます。そのためには、稲作だけでなくてイチゴ、トマト、ネギなどの高収益野菜の生産ととも

に、６次化製品の開発であるとか、販売にもチャレンジして欲しいと考えております。 

また、ゆくゆくは、地域の担い手となりまして、町の農業を牽引していっていただけるよう

な存在になって欲しいと願っております。 

この頄目は以上です。 

○委員長（大澤義和君） 説明が終わりましたので、大野委員の質疑を許します。大野委員。  
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○委員（大野信正君） ２月１１日の日に有楽町で「ちば移住市町村合同フェア」とい

うのがありまして、有楽町の交通会館の中でだいたい２１の市町村のかたたちが、いろ

んなかたが定住移住という形の中で説明会のブロックを設けて、もちろん栄町からも

２名出ていましたけれど。その中でずっと定住移住をされるというかたたちの声を聞い

た中で、農業にチャレンジしたいというかたたちの声が、けっこういろんな地区に出て

たような感じがいたしました。そういったことから、農業にチャレンジしたいというか

たたちの今の施策に対して、今、栄町のホームページとか、そういったかたを募集する

範囲というのはどの辺までの範囲の中で、例えば打ってらっしゃるのかな。すごく千葉

県に限りの定住移住に対して、その会場が一杯になるぐらいの人が来てまして、例えば

夷隅郡でどういった農家がいいですかとか、どこどこでどういうのがいいですかとかっ

ていうような各市町村に対する質問が比較的、具体的に出てたような感じがいたしまし

た。今すごく栄町の場合には東京からも近いですし、農業に対する最適地ということが

あるので、ぜひこういったＰＲというか募集の範囲をいろんな角度からやられてると思

いますけども、その辺のところでこういうことの計画があるよということがありました

ら、おうかがいしたいと思います。 

○委員長（大澤義和君） 奥野産業課長。 

○産業課長（奥野陽一君） 農業移住者に特化した制度というのは特に今のところ、ございま

せん。定住移住の中で一緒にやっているというのが実情でございます。いろんな声を聞きます

と、まず住むところであるとか、農地はどうするのかというようなことがございますが、以前

から団地ではなくて既存地区のほうの農家の空家がどうだというお話がございました。それに

つきましては今、まちづくり課のほうで町全体の空家を調査しております。その結果がこれか

ら出てまいりますので、その辺をうまく農家の空家が、こういう情報が発信できればというふ

うに考えております。 

以上です。 

○委員長（大澤義和君） 大野委員。  

○委員（大野信正君） 今、奥野課長から出ましたけど、その中で農地の問題とか住む家の問

題、空家の問題とか連動した話が出てましたので、ぜひ奥野課長がお話したようにまちづくり

課のほうと関連各課との連携の中に栄町だったらこういった物件があるよ、も含めて何か良い

結果に結び付くような形の仕組みをぜひ作っていただきたいと思います。 

 以上です。 

○委員長（大澤義和君） それでは次にいきます。イベント広場整備事業ですか、説明が終わ

っておりますので大野委員の質疑を許します。大野委員。 

○委員（大野信正君） この件については、松島委員、戸田委員からも話がありましたので、

一部、重複するかもしれませんけど、やっぱりいろんな、せっかく栄町に来ても町中にどうや
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って入るかっていうことが常に、房総のむらからこちらの中に入って来ることに対する課題が

残るわけです。ですから、土地再生整備計画が平成３１年から平成３５年まであるとうかがい

ましたので、この計画の中で町中にそういった魅力の発信できるような場面も含めて、ぜひき

め細かい計画、マスタープランを作っていただいてあそこのイベント広場が活きるような形で

いろんなかたからのご意見もうかがっていただいて、良い計画になるように期待しております

ので、よろしくお願いいたします。 

○委員長（大澤義和君） 奥野産業課長。 

○産業課長（奥野陽一君） ドラムの里周辺から町中に呼ぶというのはこれから必要なことだ

と思っております。来年度、観光基本計画のほうも作成に取りかかりますので、その辺で皆様

方の色んな意見をいただいた中で作成していきますので、その中にうたい込めたらなと思って

おります。 

 以上です。 

○委員長（大澤義和君） 大野委員。 

○委員（大野信正君） 結構です。お願いします。 

○委員長（大澤義和君） それでは次にいきます。観光プロモーション推進事業、奥野産業課

長、お願いします。 

○産業課長（奥野陽一君） それでは６７ページから６８ページでございますが、北総観光連

盟の平成３１年度の活動予定ということでございますが、先日、事務局のあります香取市で担

当者会議が開催されております。次年度から栄町、加入ということで、すでに意思表明してお

りますので、うちの担当者も呼ばれましたので参加してまいりました。その会議で、平成

３１年度事業について担当レベルの話し合いが行われました。その中では、「めぐろう北総」

というパンフレットの作成、サイクリングイベントであるとか空港関係のインバウンド対策、

ＳＮＳの活用とかそのような事業をやったらどうかというような意見が出ておりました。事業

につきましては平成３０年度総会に諮られますので、これから担当レベルであるとか課長レベ

ルのほうで事業のほうはもんでいくことになろうかと思います。 

以上です。 

○委員長（大澤義和君） 説明が終わりましたので、大野委員の再質疑を許します。大野委員。  

○委員（大野信正君） では、再質問いたします。 

 北総地域がけっこう観光については注目されているのかなと思いました。サイクリングもし

かりですけども、いろんな各北総地域９市町の中でいろんなイベント練ってますけれども、今

回、ここでがんばっていただいて、栄町も一員となりましたので、この流れの中でぜひこの北

総観光連盟の中でのいろんな施策を活かして、栄町にもこういった川があったりサイクリング

の向いてる所があったり、このテーマにピタリの所が多いのかなと思いますので、産業課の活

動に期待したいと思います。 
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 以上です。 

○委員長（大澤義和君） これで大野委員の通告に対する質疑を終わります。 

 以上で、通告に伴う質疑を終わります。  

これより、通告以外の質疑を許します。野田委員。  

○委員（野田泰博君） 先ほどごみの減量化とかそういうような話があって、私、もう

これで２回か、前の課長のときもその話はしたんですが、減量化の先に何があるんだっ

ていうことを踏まえて、ぜひ、丸課長も新しく課長になられたんでそれをちょっと検討

してみてください。と言いますのは、今まで何年にも亘って住民たちに、この地区、こ

の地区って分けて違う形のいろんな実験をやられてきてるんです。その人達も何で実験

ばかりなのっていう声がものすごくあるんです。その実験が何につながってくるのかと

いうことをみんなに説明してあげることによって、その人達がやってる意味がものすご

く出てくると思うんです。だからそういう意味では、まず丸課長がぜひ、例えば今、印

西地区環境整備事業組合に払ってるお金は２億何千万円ってあるわけですよ。それでそ

の中では、私達が減量化にするのも何千万円使ってるし、し尿処理だって何千万円って

お金かかけて３億円以上もそういうものに金かけてるわけですよ。それを減らすことが

どれだけ町の財政を豊かにするとは思いませんけども、必要なのかということを頭に入

れて、そしてぜひそこら辺を住民のほうに説明できるようにしてやっていただきたいと

思います。これは私の、全体を聞いてて、ごみに対する熱い情熱がありますので、よろ

しくお願いいたします。 

○委員長（大澤義和君） 丸環境課長。 

○環境課長（丸 彦衛君） モデル事業に協力してくれている住民のかたには、協力してくれ

ている作業に手間がかかります。ひと手間。普通のごみを捨てるのに加えてひと手間をかけて

もらって、それで減量化に取り組んでもらっているということで、本当に感謝しております。

そういうことで、これから地域のほうにも出向きながら、野田委員おっしゃったように何に向

かってやっているのか、どういうところに効果が出ているのかということを、わかり易く説明

していきながら取り組んでまいりたいと思います。よろしくお願いします。 

○委員長（大澤義和君） 岡本委員。  

○副委員（岡本雅道君） 関連して、ごみの問題申し上げますと、いまやっているモデル事業

が２００から３００に増やし、３００が今度５００に増やして、シミュレーション十分できる

話だと思うんです。それが最終的に財政負担をどれだけ減らすことになるのかということを、

予め計算したうえで、だからこれを増やしていこうというなら分かる。だけどそういう数値を

何も今、示さずに、ただ計画が２００から３００になりましたっていうだけでは、町のために

良くならないと思うんです。単なる無駄遣いかもしれない。そういうところ一番、私は心配し

てるんですよ。一所懸命、協力したりしても、結局がっかりしちゃうわけです。何だ、先々、
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全然、実用化しないものをやらせたのかということにつながりかねませんので、これ簡単なシ

ミュレーションだと思うんですよね。それをきちっとやって数値で示して、将来これだけ増え

ればこれだけの効果がありますということを、町民に示したうえで、この事業に取り組んでい

ただきたいと思います。 

○委員長（大澤義和君） 丸環境課長。 

○環境課長（丸 彦衛君） こちらにつきましも、ごみの減量化、減量化の取組の経費だけで

は、確かに１キログラム当たりの処理経費だとかに換算すると、組合に持って行く経費よりも

まだ割高だというところは、本当、確かにそのとおりでございます。組合への負担金に対する

影響ということを考えてトータル的に考えてコスト削減につながっていくということは考えて

いるんですけれども、委員おっしゃられたように数字的なものを根拠をしっかり示して、出し

てこれから進めていきたいと思いますので、よろしくお願いします。 

○委員長（大澤義和君） よろしいですか。他にございませんか。 

〔「なし」という声あり〕 

○委員長（大澤義和君） 他に質疑がございませんので、これで経済建設常任委員会所管事頄

の審査を終わります。執行部の皆様、ご苦労さまでした。丸環境課長。 

○環境課長（丸 彦衛君） 私、先ほど松島委員とのお話の中で、発言の中で２点ほど不適切

と言いますか発言しましたので、その点、ご説明させてもらいます。 

 まず１点、施設整備を行わなくても、ほかに方法があるというようなお話をさせていただき

ましたが、これも私、一般論の話の中でして、本来、組合ではこの時期に施設整備をすること

が、施設の耐久性であるとか経費的な面も含めて総合的に判断して施設を整備するということ

を進めているということで、そこは私がちょっと、こういう場で私が個人的にそんなことを言

うことではないのに私の個人的な思いも含めて言ってしまったことが１点、もう１点、施設整

備を進めなくても町として不利益が回避できるようなことを申し上げましたが、これも生半可

な私の個人的な知識で申し上げた範囲のことで、色々その辺についても種々、問題があるとい

うことで、町としましては使ってるかたいらっしゃるということですから、適正なし尿処理を

進めていくためにはぜひとも必要な施設であると考えておりまして、地元の理解を得て事業が

進んでいくことを望んでいるということでございますので、私、先ほども極めて個人的な不適

切な発言しましたので、その点をお詫びしまして訂正させていただきたいと思います。 

 申し訳ございませんでした。 

○委員長（大澤義和君） それでは改めて執行部の皆様、ご苦労さまでした。 

次は、明日午前１０時から、教育民生常任委員会所管事頄の審査を行います。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎ 閉  会 

○委員長（大澤義和君） これで本日の会議を閉じます。お疲れさまでした。 
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  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

午後３時２５分  閉会 
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予 算 審 査 特 別 委 員 会 

 

議 事 日 程 （第１号） 

 

平成３１年３月８日（金曜日）午前１０時００分 開会 

 

日程第１ 議案第２１号 平成３１年度栄町一般会計予算 

議案第２２号 平成３１年度栄町国民健康保険特別会計予算 

議案第２３号 平成３１年度栄町後期高齢者医療特別会計予算 

議案第２４号 平成３１年度栄町介護保険特別会計予算 

議案第２５号 平成３１年度栄町公共下水道事業特別会計予算 

議案第２６号 平成３１年度栄町矢口工業団地拡張事業特別会計予算 
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●教育民生常任委員会所管事項 

 

出席委員（１３名） 

委 員 長  大 澤 義 和 君     副委員長  岡 本 雅 道 君 

委  員  新 井 茂 美 君     委  員  早 川 久 美 子 君 

委  員  大 野 信 正 君     委  員  橋 本   浩 君 

委  員  大 野 徹 夫 君     委  員  松 島 一 夫 君 

委  員  藤 村   勉 君     委  員  野 田 泰 博 君 

委  員  高 萩 初 枝 君     委  員  戸 田 栄 子 君     

委  員  金 島 秀 夫 君 

 

欠席議員 

   な  し 

 

出席委員外議員（１名） 

   議  長  大 野   博 君 

 

  ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

説明のため出席した者 

 

参 事 兹 総 務 課 長  古 川 正 彦 君   財 政 課 長   大 須 賀 利 明 君 

住 民 課 長  金 子   治 君   健康介護課長  青 木 茂 雄 君 

福祉・子ども課長  湯 原 国 夫 君   参 事 兹 教 育 総 務 課 長  池 田   誠 君 

学校教育課長  大 野 真 裕 君   生涯学習課長  早 野   徹 君 

 

  ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

出席議会事務局 

事 務 局 長  野 平   薫 君    書 記  藤 江 直 樹 君 

 

 

 

 



 

６６ 

 

午前１０時００分 開議 

◎ 開  会  

○委員長（大澤義和君） 直ちに、本日の会議を開きます。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎ 開  議  

○委員長（大澤義和君） 本日は、教育民生常任委員会の所管であります、住民課、健康介護

課、福祉・子ども課及び教育委員会の教育総務課、学校教育課、生涯学習課の関係事頄につい

て審査いたします。 

ここで、執行部の皆さんにお願いいたします。答弁は的確かつ簡潔にお願いいたします。 

それでは、質疑通告項に従い、委員ごとに質疑を行います。 

初めに、通告１番、松島一夫委員の質疑通告に対し一問一答で答弁をお願いします。それで

第１番目の質問なんですけれども、歳入の問題については、給食費運営推進事業ということで、

一番最後に出ております、そこと関連ありますので続けてそこでやらせていただきます。 

それでは生涯学習課、相撲を活用した外国人観光客誘致事業について説明をお願いいたしま

す。早野生涯学習課長。 

○生涯学習課長（早野 徹君） それでは通告に沿いましてお答えします。 

初めに、日本の国技、相撲体験による活性化協議会は、舛乃山後援会をはじめ、町の体育協

会、観光協会、商工会や空港周辺ホテル、地元銀行などで構成し、実施事業内容などを協議し

ているものでございます。事業としては、平成３１年度は、平成３０年度同様、８月に夏合宿、

１０月に水神様、２月に豆まきの３事業を計画します。具体的には、一つとして、夏合宿につ

いては、３６３万４,０００円で栄町舛乃山後援会に、千賀ノ浦部屋の力士の招へい並びにち

ゃんこの振舞いなどをお願いします。２つとして、水神様にあわせて町主催の子ども相撲大会

を開催する際に、布鎌惣社水神社の氏子のかたに、３６万円で子ども相撲大会の賞品代などを

お願いします。３つとして、豆まきについては、７３万円で舛乃山後援会に、力士の招へいや

福豆など撒きもの及びにちゃんこの振舞いなどをお願いします。 

以上が委託業務の内容でございます。 

○委員長（大澤義和君） 答弁が終わりましたので、松島委員の再質疑を許します。松島委員。 

○委員（松島一夫君） まず、地域活性化推進協議会という存在なんですけれども、昨日おた

ずねしたコスプレ振興協議会、これと同様な性質だと思いますが、この事業内容の決定、これ

は協議会でしょうが、事業内容の素案というのは生涯学習課で作成になったものかどうかの確

認を１点、お願いします。 

○委員長（大澤義和君） 早野生涯学習課長。 

○生涯学習課長（早野 徹君） 計画の内容につきましては、骨子としては生涯学習課で作成

しております。 
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○委員長（大澤義和君） 松島委員。 

○委員（松島一夫君） この活性化事業に対する国の補助を得るためには、活性化推進協議会

という存在が必要なものなんですか。 

○委員長（大澤義和君） 早野生涯学習課長。 

○生涯学習課長（早野 徹君） はい、設置が必須になっております。 

○委員長（大澤義和君） 松島委員。 

○委員（松島一夫君） 昨日もそうですけど、空港関係とか観光関係というのは理解できます。

銀行関係というのは、どういう理由でこの協議会に参加なされてるんですか。 

○委員長（大澤義和君） 早野生涯学習課長。 

○生涯学習課長（早野 徹君） 他の協議会も銀行が入っていると思うんですけど、町内の活

性化に対して銀行のノウハウをいただきたいということで入っております。 

○委員長（大澤義和君） 松島委員。 

○委員（松島一夫君） 銀行のノウハウというのは、この相撲体験による地域活性化事業にど

のように活かされますか。 

○委員長（大澤義和君） 早野生涯学習課長。 

○生涯学習課長（早野 徹君） 銀行の持っている情報ですとか、観光に関して空港から外国

人観光客を呼んでくるっていうようなことも含めて、アドバイスをいただきたいというような

ことだったんですけれども。 

○委員長（大澤義和君） 松島委員。 

○委員（松島一夫君） だったんですけれども、実際はたいしたことなかった、って言うこと。 

○委員長（大澤義和君） 早野生涯学習課長。 

○生涯学習課長（早野 徹君） そういうことではなく、ご意見を頂戴して、うまく運営をさ

せていただいております。 

○委員長（大澤義和君） 松島委員。 

○委員（松島一夫君） 節分相撲イベントに、これ当然、舛乃山やなんか力士が来てると思う

んですけれども、この７３万円の中にそういう力士の招へいの経費や何かも、当然、含まれて

いるということですか。 

○委員長（大澤義和君） 早野生涯学習課長。 

○生涯学習課長（早野 徹君） はい、お礼として含まれております。 

○委員長（大澤義和君） 松島委員。 

○委員（松島一夫君） 具体的に、これは幾らなんですか。豆まきの。 

○委員長（大澤義和君） 早野生涯学習課長。 

○生涯学習課長（早野 徹君） 今年は５人来ていただいたんですけれども、だいたい１人

１万円くらいで来ていただいています。 
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○委員長（大澤義和君） 松島委員。 

○委員（松島一夫君） たいへんお安くて結構でございます。 

 ２番目の、力士も参加する子ども相撲体験委託、水神様への委託ということでございますけ

ども、この中では、その力士の招へいの経費は、この３６万円に入っていますか、入っていま

せんか。 

○委員長（大澤義和君） 早野生涯学習課長。 

○生涯学習課長（早野 徹君） 入ってございません。これにつきましては、水神社の氏子の

ほうで恒例でお呼びしているものですので、水神社の中の経費には招へいの関係は入っており

ません。 

○委員長（大澤義和君） 松島委員。 

○委員（松島一夫君） 当然、３６万円という公金を出すわけですけども、先ほど賞品代とお

っしゃいましたけど、これは全て賞品代という限定で出てますか。 

○委員長（大澤義和君） 早野生涯学習課長。 

○生涯学習課長（早野 徹君） そうです、水神社の関係は賞品代です。 

○委員長（大澤義和君） 松島委員。 

○委員（松島一夫君） 間違いないですね。３６万円、全て賞品代で、使いなさいというふう

な規制があるのか、それ以外に使ってはいけないのか、若しくは３６万円全て賞品代として支

出されたという実績があるのか。そこのところです。 

○委員長（大澤義和君） 早野生涯学習課長。 

○生涯学習課長（早野 徹君） 水神社の運営の中で、私、さっき賞品代ですと申し上げまし

たけど、主に賞品代ということで、他に運営する中でお使いになることも可能な形での交付と

いうかお渡ししています。 

○委員長（大澤義和君） 松島委員。 

○委員（松島一夫君） 確認します。使い道、自由ということでよろしいんですね、３６万円

は。 

○委員長（大澤義和君） 早野生涯学習課長。 

○生涯学習課長（早野 徹君） お食事代とかでなければ。賞品代とか、かかる経費、他に。

飲食でなければＯＫということになってます。 

○委員長（大澤義和君） 松島委員。 

○委員（松島一夫君） もう１点だけ。節分、力士１万円×５人で５万円でございました。残

りの経費ってどういうふうな支出になるんですか。 

○委員長（大澤義和君） 早野生涯学習課長。 

○生涯学習課長（早野 徹君） １人、謝礼１万円と申し上げましたけれども、その他に、お

呼びしたときの部屋に対するお礼とかがあるので、もうちょっとかかってますけど、その他に
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私、１人１万円と申し上げましたけれども、このときはすみません、６人来てまして、お呼び

したときに、ちょうどお昼頃だったので、お食事というかお昼ごはんを含めて。 

○委員長（大澤義和君） 松島委員。 

○委員（松島一夫君） そんな細かいことはいい。部屋に謝礼をする、力士一人ひとりに１万

円やる、力士の食事代がある、交通費がある、そういうもの全てひっくるめて幾らかかっての

残りのお金は何に使われるものなのかということです。 

○委員長（大澤義和君） 早野生涯学習課長。 

○生涯学習課長（早野 徹君） 力士の関係で交通費、バスをお願いしたりなんかして全てで

１９万円です。 

○委員長（大澤義和君） 松島委員。 

○委員（松島一夫君） ５万円と全然、違う。 

○委員長（大澤義和君） 早野生涯学習課長。 

○生涯学習課長（早野 徹君） すみません、バス代が。 

○委員長（大澤義和君） 松島委員。 

○委員（松島一夫君） いい、内訳いらない。 

○委員長（大澤義和君） 早野生涯学習課長。 

○生涯学習課長（早野 徹君） それで、まきものの関係、ちゃんこのふるまいで３０万円。

あと、当日の会場のスタッフですとか通訳スタッフ等で２４万円です。合計、３０万円、

１９万円、２４万円で７３万円になります。 

○委員長（大澤義和君） 松島委員。 

○委員（松島一夫君） ステージのお金って、また別個か。 

○委員長（大澤義和君） 早野生涯学習課長。 

○生涯学習課長（早野 徹君） ステージのお金は、最後に言ったスタッフの関係だとか会場

設営費で２４万円です。会場設営費が１０万円ほど見込んでおります。 

○委員長（大澤義和君） 松島委員。 

○委員（松島一夫君） この件、了解いたしました。ありがとうございます。 

○委員長（大澤義和君） それでは次、いきます。遺族援護事業について説明お願いします。

湯原福祉・子ども課長。 

○福祉・子ども課長（湯原国夫君） それでは、予算書の４５ページの、戦没者追悼式の例示

についての疑問についてお答えをいたします。 

 栄町の戦没者追悼式は、先の大戦における戦没者に対し、追悼の誠をささげるため、町主催

により４年に１回、概ね１１月に、栄町遺族会員及び町内お住まいの戦没者の遺族をお迎えし、

執り行っております。この式典にあたり、祭壇中央に配置する「戦没者英霊の碑」、いわゆる

霊璽については、過去に栄町遺族会が町からの補助金を活用し作成したもので、遺族会員宅や
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町役場は保管に適さないという考えから、遺族会が大乗寺にお願いし、以前から保管してもら

っていると聞いております。そして、慣例によりまして式典日当日に町が遺族会から霊璽を借

り受けて、大乗寺から会場に移して祭壇に配置しているものでございます。 

なお、栄町遺族会としましては、大乗寺に対して保管料ということではお支払いはしていな

いということでございます。 

 以上でございます。 

○委員長（大澤義和君） 説明がおわりましたので、松島委員の再質疑を許します。松島委員。 

○委員（松島一夫君） 他のかたは、この質疑内容がいったい何のことやらとお思いになった

と思いますが、過去、何回か戦没者追悼式に参加させていただいて、この祭壇、最上段中央に

飾られている霊璽が明らかに仏教の位牌なんです。大乗寺にお預かりいただいているのであれ

ば当然、仏教形式のものなんですが、遺族会のものをあの場に設置するというのであれば、部

外者が口を差し挟むべきではないのかもしれませんが、公費支出の追悼式に仏式の位牌が存在

して、いいのかなという疑問なわけです。ご存知のとおり、武道館で開催される全国戦没者追

悼式には、戦没者の霊と白木の位牌に対処されたものが置かれていて、宗教色は当然、払拭さ

れているんですが、この場合はどうなのかと。福祉・子ども課長だけでなく他のかたのご見解

もあればおうかがいしてもよろしいんですが、どうなんでしょうかね、っていう疑問なんです。 

○委員長（大澤義和君） 湯原福祉・子ども課長。 

○福祉・子ども課長（湯原国夫君） 先ほど申し上げましたが、「戦没者英霊の碑」なんです

けども、仏教色が強いって言いますか、遺族会が作って、その霊璽の、一般的には、いま松島

委員がおっしゃったように霊璽というのは、全国戦没者追悼式のど真ん中に白木で作るのが一

般的みたいなんですけども、蓋が一対になっているものもあるみたいなことも書かれている部

分がございますので、栄町の場合は、その蓋が付いているものを霊璽という形で中央に配置し

ております。他の市町村に聞いてみたんですけども、やはり白井市も、同じ遺族会が市の補助

金で作成しておりまして、同じようなものを遺族会のほうが、やっぱりお寺のほうに保管して

もらっているというものでございます。ですから、大乗寺にお預けはしておりますけれども大

乗寺の持ち物ではないですし、例えば天台宗のものとかそういうものではございませんので、

宗教色は無いものと考えております。 

 以上でございます。 

○委員長（大澤義和君） 松島委員。 

○委員（松島一夫君） 宗教色は無いものと考えるかもしれないけど、誰が見てもあれなので。

結局、戦没者追悼式委託っていうのは、当然、祭壇の設営ですとか献花する菊の花の代金です

とかということだと思うんですけども、これを見るとどうしても栄町主催なんですよね。栄町

主催だから変じゃないかって私、申し上げてるんで、だったら仮に、遺族会への補助金みたい

な形の支出だったらいくらか町主催ではないので、薄まるんじゃないかなって気はするんです
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けど、その辺の支出の方法ってどうですか、財政課長。 

○委員長（大澤義和君） 大須賀財政課長。 

○財政課長（大須賀利明君） 検討させていただきます。 

○委員長（大澤義和君） 松島委員。 

○委員（松島一夫君） 私も、反対してるわけじゃないんで、この戦没者追悼式に。ただ、ま

かり間違えてどこかでクレームでも入ったら嫌だなという気持ちで。クレームつけるのが私だ

から、まだこれで済んでおりますので。これで終わりますので。ありがとうございました。 

○委員長（大澤義和君） それでは次、入ります。ＩＣＴ活用事業について説明をお願いしま

す。大野学校教育課長。 

○学校教育課長（大野真裕君） ２０１９年度から導入を計画している校務支援ＩＣＴ教育活

用事業は５年間で７,２００万円を予定し、リース料として、２０１９年度は１か月１２０万

円で、１月から３か月分で３６０万円を計上しております。７,２００万円の積算根拠につい

ては、校務用パソコンや校務支援システム等として約３,３００万円、データを保存するデー

タセンターの利用料として約２,８８０万円、保守費等役務として約１,０２０万円を見込んで

おります。 

 なお、校務支援システムの具体的な内容等の詳細については、今後、他の市町村やその他各

種事業者の状況を検証し、栄町にあったシステムの構築を目指していきます。スケジュールに

ついては、２０１９年６月までにシステムの概要を決めて、２０２０年１月には導入し、

２０２０年４月から本格稼働できるように進めていこうと考えています。 

 以上でございます。 

○委員長（大澤義和君） 答弁が終わりましたので、松島委員の再質疑を許します。松島委員。 

○委員（松島一夫君） 今、２０１９年６月までにシステムの概要を決めるというふうなご発

言がありましたけども、この校務支援システムというのは非常にわかりにくいので、文部科学

省は統合型校務支援システムの導入というようなことを言ってまして、統合型って何だ、とい

うと教務系、保健系、指導要録等の学籍関係、学校事務系などを統合して機能を有しているシ

ステムと書かれています。これ何のこったか全然、学校教員やったことないのでわからないん

ですけども、具体的に、教務系だ、保健系だ、学籍関係系だ、学校事務系だっていうのは、手

短に簡単にご説明、いまいただけますか。 

○委員長（大澤義和君） 大野学校教育課長。 

○学校教育課長（大野真裕君） 教務系というのは、教育課程で授業数が発生したりしますの

で、授業数を計算して、年度を通じて適切な授業数が確保できているかとか、それから教育課

程上、週授業案等がありますので、そういったものを記録して計画どおりに進めているかとか、

そういったようなものを記録するものでございます。保健関係は、子ども達の健康診断の結果、

こういったようなものを保健記録として記録するものです。身体検査を行うので聴力とか歯の
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検査とか、そういったような個人個人の情報を載せて記録するものです。学籍関係というのは、

主に指導要録の記録に残るものです。指導要録に残るものというのは出席簿、これを毎日、教

員はつけます。そうすると学期ごとに通知票に反映される出席日数、欠席日数の記録が反映さ

れて、なおかつその蓄積が年間の結果として指導要録反映されるようになります。また、保護

者の氏名とかそういったようなものも、この学籍関係には入ってくると思われます。それから

指導要録には指導のほうの記録もありますので、通知票、１年間のトータルでの成績表が載っ

たりとか、あるいはその子ども達が学習した成果の教員による評価の所見とかそういったよう

なものが掲載されるようなものを主に扱うことになると思います。それから事務関係について

は、学校予算等がございますので、その予算等をどういったもので使っているかと、明細等を

記録して、それが費目ごとに計算されるようなものに作り上げられて、年度当初に予算関係も

当初、配分されますので、そういったようなことを記録して処理ができるようにするものだと

いうふうに思います。 

○委員長（大澤義和君） 松島委員。 

○委員（松島一夫君） 概略は掴めました。それで、早い話が学校で行う事務は全て、その中

に含まれているということでよろしいんですかね。 

○委員長（大澤義和君） 大野学校教育課長。 

○学校教育課長（大野真裕君） はい。 

○委員長（大澤義和君） 松島委員。 

○委員（松島一夫君） それで先ほど２０１９年６月、今年の６月までに、どういうシステム

にするか決定するということをおっしゃったようですが、それで１月からスタートということ

でした。これによって、今おっしゃったシステムが全部そこに入って、いちいち書いたりなん

だりしなくても全てそこで管理されるということは、これは学校の先生方の仕事量が格段に減

るんだろうと思いますが、格段に減るとお思いですか、やっぱり。 

○委員長（大澤義和君） 大野学校教育課長。 

○学校教育課長（大野真裕君） 文部科学省等から出ている資料によると、１６０時間とかっ

ていうような数値を見たことがあるような気がするんですが、ちょっと正確な数値が出なくて

申し訳ございません。何を根拠にそういったような数値が出されたかは承知してないんですけ

れども、例えば、いま申し上げた出席簿、これを毎日、付けます。そうすると通知票をもう一

度開いて、今までですと通知票にまたそのトータルを転記するというような作業が出ます。そ

にまた付随して、年度が終わるころに指導要録にする転記しなければならない。ところが、こ

のシステムが導入されると、出席日数、欠席日数については出席簿に記入するとそのデータが

とぶようになりますので、そういったような作業が一連の流れとして一遍で済むというような、

そういったようなことで、教員の事務量については相当、減るというふうに認識しております。 

○委員長（大澤義和君） 松島委員。 
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○委員（松島一夫君） １６０時間、正確な数字じゃなくても教員１人当たりの年間時数とい

うことでよろしいですか。 

○委員長（大澤義和君） 大野学校教育課長。 

○学校教育課長（大野真裕君） ちょっと数値についてはもう一度、確認させていただきます

が、１人の作業時間がその程度、削減されるというふうに考えております。 

○委員長（大澤義和君） 松島委員。 

○委員（松島一夫君） これも前々から言われている働き方改革の大きな推進になると思うん

ですけども、このシステムの導入によってそれだけ先生方の負担が軽減されるということにな

れば、１日も早い導入が必要だと私も思いますが、システムの中身については例えば栄町のい

ろんな学校の先生方に意見を聴いたり何だりという作業はなさる予定ですか。 

○委員長（大澤義和君） 大野学校教育課長。 

○学校教育課長（大野真裕君） 実は、現在までに学校の教員にも学校代表で１名、来ていた

だきまして、システムの概要を業者に説明をしてもらいまして、そのシステムがどういうもの

かということを理解していただいて、説明会は開催しております。その上で質問等を出してい

ただいて、使い方についてとかどういったようなシステムになるのかというようなことの理解

を深めるような会議を開かせていただいた経緯はございます。 

○委員長（大澤義和君） 松島委員。 

○委員（松島一夫君） 先生方も初めてお使いになるので、ここをこうしたほうがいい、ああ

したほうがいいっていうふうな意見はなかなか出てこないと思うんですけども、仮に来年１月

から導入して何か月か運用していく中で、ここを改良したほうがいいなんて意見が出てきた場

合に、即座にそれの改変というんですか、それは可能なものなんですか。 

○委員長（大澤義和君） 大野学校教育課長。 

○学校教育課長（大野真裕君） 現在、すでに印旛郡内では６市で導入されています。ですの

で、導入したところの内容について調査をさせていただいております。ですので、全く新しい

システムを導入するということではなくて、そこで使われているものを調査してある程度、形

の整ったものを入れてきて、そのうえで栄町に合ったものということで微調整あるいはそれを

使わせていただいて不便なところをまた意見聴取するといようような方式を今、考えておりま

す。 

○委員長（大澤義和君） 松島委員。 

○委員（松島一夫君） すでに６市が使っていると。私は働き方改革なんてここ１年、２年で

出てきたので、そろそろ一斉スタートなあのかなと思っていたら、栄町はその点、遅れていた

ということで、なるべく早目の導入をお願いしたいと思います。この件はこれでけっこうです。 

○委員長（大澤義和君） それでは次、行きます。中学生海外派遣事業について説明をお願い

します。大野学校教育課長。 
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○学校教育課長（大野真裕君） それでは最初に、増員数と増額予算との関係についてお答え

させていただきます。 

 来年度、派遣生徒数を１２名から１４名に増員する計画をしております。予算面では、個人

負担を多くして、予算面に影響が出ないようにしております。 

 続いて、増額予算についてなんですけれども、オーストラリアのレートや物価の変動に伴い、

航空運賃、宿泊費、研修費等の諸費用が上がってきております。そのために８万２,０００円

ほど増額をしております。 

 以上です。 

○委員長（大澤義和君） 松島委員。 

○委員（松島一夫君） ８万２,０００円の増額は、オーストラリアの諸物価や航空運賃等の

増額だということは、人数が増えたための増額というのは１円も無いということでよろしいん

ですね。 

○委員長（大澤義和君） 大野学校教育課長。 

○学校教育課長（大野真裕君） はい。人数の増員に対して増額をした部分はございません。 

○委員長（大澤義和君） 松島委員。 

○委員（松島一夫君） 個人負担が増えたとおっしゃいますが、今年度の個人負担と次年度の

個人負担、幾らに対して幾らということですか。 

○委員長（大澤義和君） 大野学校教育課長。 

○学校教育課長（大野真裕君） 今年度まで、約１０万円程度、１０万円以内に収まるように

個人負担をいただいておりました。来年度以降、２人増員するに当たって、３万円増額して

１３万円程度、ご負担いただくようにお願いする予定でございます。 

 以上です。 

○委員長（大澤義和君） 松島委員。 

○委員（松島一夫君） 個人負担が１０万円から３万円上がるということについて、そんなに

上がるんだったら、っていうかたがいらっしゃらないとも限らないので、これは十分にご納得

いただかないといけないと思いますが。オーストラリアという予定なんですけど、ここのとこ

ろずっとオーストラリアなんですけども、財源が無いから派遣人数が増やせなかったと。派遣

人数を増やすために個人負担を上げたということなんですけども、インターネットで調べます

と中学生の海外派遣なんていうのいろんなところでやっていまして、例えば岐阜県羽島郡笠松

町、福島県西白河郡泉崎村、愛媛県の伊予市、ここは中学生海外派遣先、グアムなんですね。

非常に近いんです。あと、他にもマレーシアへ行っていたり、シンガポールというのもありま

す。シンガポールというのはあまりオーストラリアと距離的に離れてはいないと思うんですけ

ども。ただ、要は英語なんですよね、英語を話すところということになると、今の例で挙げた

グアムでもマレーシアでも特段、問題はないんじゃないかと。シンガポールはほとんど変わら
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ないけれども、あそこはいろんな国の人種がごちゃごちゃになっていて、いろんな国の人の英

語が聞けるわけで、あれも面白いんじゃないかと。英語を話すのは白人だと今、決めてかかれ

ませんので。インド、公用語は英語だし。なぜオーストラリアにこだわってなきゃなんないの

かな、グアムならすごく安いのにな、夏休みになると２９,８００円で３泊４日くらい行かれ

る国なのにな、という気がしてるんですけども、その辺どうなんですか、行き先の調整という

か、グアムなら近くて安くていいじゃないかとか、でも何が何でもオーストラリアなんだとか。

その辺の議論はどうなんですか。 

○委員長（大澤義和君） 大野学校教育課長。 

○学校教育課長（大野真裕君） 中学生海外派遣事業については、株式会社日本食研ホールデ

ィングスの多大なるご支援により実施されております。そのため、この事業を最初に行うとき

に今治市で実施されている小中学生のオーストラリアへの派遣事業をモデルとさせていただき

ました。このことから、当初、今治市と同じオーストラリアの現地校での研修を実施しました。

これが、オーストラリアを選んだ理由の大きな要因です。 

それから、平成２９年度より、新しい研修校を設定いたしました。これは研修校を変えたと

いうことです。平成２８年度までの研修校が小学生との交流になっておりまして、精神年齢的

にも大きい差があったと。そうすると帰ってきてから交流が途絶えてしまうというようなこと

がありましたので、できるだけ長いお付き合いをしていただきたいということで中学生同士の

研修ができるような学校に変更をいたしました。 

それから、オーストラリアという国、特に今、研修させていただいている学校は非常に安全

な学校であるということ、それから設備等も非常によくて、語学研修等でこちらからお邪魔し

たときに計画を立てて子ども達に語学研修、ただ行って参加するということではなくて、計画

的な語学研修ができるようなプログラムを組んだりしていただいております。そういったよう

なことでオーストラリアを現在も継続して研修先としているところです。 

それから、グアム等については、実は向こうに行くと日本語で通じてしまうというようなこ

ともございまして、そうするとこちらで中学生に指導するときから英語しか使わないようにと

いう指導を入れて、できるだけ語学研修が充実するようにということを生徒に課しております。

その関係で、向こうに行った際に日本語を使わないで生活できるような国というようなこと、

そういったようなことでオーストラリアを研修先としております。 

○委員長（大澤義和君） 松島委員。 

○委員（松島一夫君） １点、確認したいんですけども、株式会社日本食研ホールディングス

から今回、２００万円いただいてますけども、今治市がやっているオーストラリアじゃないと

２００万円出さないとかって話はあるんですか。 

○委員長（大澤義和君） 大野学校教育課長。 

○学校教育課長（大野真裕君） そういうご意見はいただいておりません。 



 

７６ 

 

○委員長（大澤義和君） 松島委員。 

○委員（松島一夫君） じゃあ、今、申し上げたようにグアムでも同じ金額が出てくるという

ふうに期待してよろしいですか。 

○委員長（大澤義和君） 大野学校教育課長。 

○学校教育課長（大野真裕君） この件については、研修の実行委員会が開催されております

ので、そちらでお図りさせていただかないと、今ここでお答えすることはできません。  

○委員長（大澤義和君） 松島委員。 

○委員（松島一夫君） もちろん、経費が下がってくれば、オーストラリアじゃなくてグアム

にこだわってるけども、グアムになれば経費はぐっと下がってくると。そうすると２００万円

も出さなくたっていいだろうという話にはなろうかと思いますけれども。どうなんですかね、

確かに安全である、日本語が通じないということで。ただ、ごめんなさい、確認です。何日間

でしたっけ、実質、現地に居るのは。 

○委員長（大澤義和君） 大野学校教育課長。 

○学校教育課長（大野真裕君） 金曜日に着いて７日間です。 

○委員長（大澤義和君） 松島委員。 

○委員（松島一夫君） 失礼なことをおたずねしますけども、１週間の滞在で英語力というの

はそれほどの向上をみるものなんですか。 

○委員長（大澤義和君） 大野学校教育課長。 

○学校教育課長（大野真裕君） はっきり申し上げて、例えば英語検定で４級程度の能力の子

供達が１級程度にまで上がるとか、そういったような顕著な伸びは期待できません。ただし、

まず向こうに行ったときには全く聞き取ることができない子ども達が、生活を共にすることに

よって相手の言っていることが、出発したときよりも研修が終わったときのほうが分かってい

る、これはやはり向こうで生活した成果だと思います。それからもう１点は、こちらでもＡＬ

Ｔ雇用して外国語を教えているんですけれども、やはり周りが日本人ですので英語を強制的に

使わなくても通じてしまう、ＡＬＴもその辺は日本語わかりますので。そういった面から考え

ると、語学研修として７日間でも有意義な時間を過ごしているというふうに認識しております。 

○委員長（大澤義和君） 松島委員。 

○委員（松島一夫君） 教育委員会としては、この中学生の海外派遣によって現地１週間の滞

在の中で中学生に何を学んでもらいたいんですかね。 

○委員長（大澤義和君） 大野学校教育課長。 

○学校教育課長（大野真裕君） 語学研修というふうに言っておりますけれども、実際には向

こうで会った方々との交流を通して、オーストラリアでどういったような生活があるのかとか、

日本とオーストラリアの違い、食文化も含めて生活様式の違い、それから大人になったときに

外国に行って自分も挑戦してみたいというようなキャリア教育に結び付けて、この海外研修が
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位置付けられているというふうに考えております。 

○委員長（大澤義和君） 松島委員。 

○委員（松島一夫君） 今、おっしゃったことは極めて真っ当なお考えだと思います。語学研

修に特化しないのであれば、しつこいようですけども場所を近いところにして１４人が３０人

になるという方策も教育委員会としてはご検討なさる時期ではないのかなという気がしている

んです。その辺の考え方どうですか、数を多く連れていってやりたいと私は思うんです。かと

いって１３万円の負担で我も我もというわけには、たぶんいかないと思うんで。それであるな

らば極論を言えば修学旅行を全員で例えば３日でも英語圏へ行って、なるべく日本語を使わな

いで過ごしましょうねという形も、私はあるんじゃないかなと思うんですが、いかがですか。 

○委員長（大澤義和君） 大野学校教育課長。 

○学校教育課長（大野真裕君） 語学研修、国際理解、キャリア教育、そういったような教育

効果も含めて行き先を検討してみたいというふうに思います。 

○委員長（大澤義和君） 松島委員。 

○委員（松島一夫君） 最後に１点だけ、この１２名、次年度は１４名が選ばれるわけですけ

ども、選考の公平・公正というのは極めて大切なことでございますが、どういったかたがどの

ような過程を経て中学生が選ばれていくのかというのを教えてください。 

○委員長（大澤義和君） 大野学校教育課長。 

○学校教育課長（大野真裕君） 面接と作文によって審査でランクを付けて、その上で実行委

員会のほうに提出をして、そこで可決を受けて正式決定というような経緯を経ております。面

接については、栄中学校のほうで実施をしていただいております。作文については、希望生徒

に書いていただいて、その内容を読み取ってランクを付けて、その総合点で希望者の中から派

遣生徒を選ぶ材料とさせていただいているというところです。 

○委員長（大澤義和君） 松島委員。 

○委員（松島一夫君） 作文の内容の精査も面接も栄中学校の先生がおやりになると。そこで

栄中学校としては実行委員会というところに生徒を推薦で挙げる。挙げる人数、何人ですか。 

○委員長（大澤義和君） 大野学校教育課長。 

○学校教育課長（大野真裕君） はい、１２名です。 

○委員長（大澤義和君） 松島委員。 

○委員（松島一夫君） ということは、面接と作文で全て決定されていると。実行委員会は追

認するだけということでよろしいですか。 

○委員長（大澤義和君） 大野学校教育課長。 

○学校教育課長（大野真裕君） 今年度、実際に実行委員会にかけたときに、生徒個々の状況

について質問を受けたようなこともございました。つまり、何の説明も無しに良い悪いという

ことではなくて。もうちょっと具体的に申し上げますと、例えば兄弟関係で過去に上のかたが
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行ってらっしゃるとかっていうようなことで、そういったようなご家庭のかたが下の子もいら

っしゃるというようなことについて、不公平感が出ないかというような懸念も持っておりまし

た。そういったようなときに、年度で選考しているので、上の子がいったから下の子がいけな

いとか、そういったようなことではなくて、選考を実施した際に、その子自身の評価が高けれ

ば選んでもいいのではないかというようなご意見もいただいたりしております。ですので、

丸々、追認ということではなくて、そういったようなご意見、選び方についてのご意見につい

てはいただいているというふうに認識しております。 

○委員長（大澤義和君） 松島委員。 

○委員（松島一夫君） 面接と作文で評価するというのは極めて具体的、数字ではっきり出ま

すよね。数字ではっきり出たものを次年度は１４名、実行委員会に挙げる、そこでノーという

ことが出てくるのは、極めてこれこ不公平ですよね。そうは思いませんか。ノーは無いんでし

ょう。とにかく学校で挙げたものは追認されなければいけないと私は思うんですけど。どうな

んですか、その辺は。 

○委員長（大澤義和君） 大野学校教育課長。 

○学校教育課長（大野真裕君） ここまで、実行委員会のほうでノーが出たという実績はござ

いません。 

○委員長（大澤義和君） 松島委員。 

○委員（松島一夫君） 細かいこと聞きます。面接は日本語ですか、英語ですか、これが１点。

作文というのはどういうテーマなんですか。それは日本語ですか、英語ですか。これを教えて

ください。 

○委員長（大澤義和君） 大野学校教育課長。 

○学校教育課長（大野真裕君） 面接も作文も日本語で実施しております。 

○委員長（大澤義和君） 松島委員。 

○委員（松島一夫君） 最終決断する実行委員会のメンバーを教えてください。 

○委員長（大澤義和君） 大野学校教育課長。 

○学校教育課長（大野真裕君） 申し訳ございません、いま具体的な委員の名簿を持ち合わせ

ておりません。例年ですと大沢会長に実行委員長をお引き受けいただいて、地域の学識経験者

の中からお引き受けいただいて、ちょっと正確なところは申し訳ございません、これ以上、答

えることができません。 

○委員長（大澤義和君） 松島委員。 

○委員（松島一夫君） わかりました。とにかく選考の公正性を確保して、あとはなるべく多

くの子ども達が参加できるような方向でもう一度、お考えいただければと思ってこの質問は終

わります。 

○委員長（大澤義和君） 次に入ります。教育環境整備事業についてご答弁、お願いいたしま
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す。大野学校教育課長。 

○学校教育課長（大野真裕君） ＩＣＴ教育環境整備事業は５年間で５,４００万円を予定 

しており、リース料として１か月９０万円を予定しています。５,４００万円の積算根拠につ

いては、小中学校５校に導入するタブレット一式が２,７００万円、データを保存するサーバ

ーやインターネット等接続ネットワーク等が３００万円、タブレットに入れるソフトウェアが

１,２００万円、保守費等役務が約１,２００万円となっています。 

次に、タブレット機能・性能についてですが、Ｗｉｎｄｏｗｓ１０で、Ｗｅｂカメラを搭載

し、無線ＬＡＮに対忚しており、これからの教育環境で十分使用可能なモデルを検討していま

す。また、先生方が一括して児童生徒の活動内容や作業の進行状況を確認し、個々の児童・生

徒の理解に忚じた対忚ができるような機能を持てるようにすることを想定しております。さら

に、プログラミング学習を実施でき、新学習指導要領に対忚した教具として使えるもので、加

えて、インターネットを活用した調べ学習を、学校の敷地内で実施することができるような機

能を想定しています。  

以上でございます。   

○委員長（大澤義和君） 答弁が終わりましたので、松島委員の再質疑を許します。松島委員。 

○委員（松島一夫君） まず最初に、タブレットのリース料が２,７００万円、これは学校に

よって違うんでしょうけどもだいたい何台ぐらいということになるんですか。 

○委員長（大澤義和君） 大野学校教育課長。 

○学校教育課長（大野真裕君） 現在、トータルで１８０台を想定しています。ですが導入台

数等も含めてこれから精査しなければいけないというふうに考えております。 

○委員長（大澤義和君） 松島委員。 

○委員（松島一夫君） １８０台だとしたときに、配分はどんな形になってるんですか。 

○委員長（大澤義和君） 大野学校教育課長。 

○学校教育課長（大野真裕君） これも概算で申し訳ございません、児童・生徒数で１クラス

の子ども達の上限の数で考えています。ですので、例えば安食小学校で４０台、布鎌小学校で

２５台、安食台小学校で４０台、竜角寺台小学校で２５台、栄中学校で５０台程度を考えてお

ります。 

○委員長（大澤義和君） 松島委員。 

○委員（松島一夫君） 台数はこれからご検討なさるということですが、例えば中学校一クラ

ス分というのは、ちょっと足りなくないのかなと。小学校だったら１クラス分あれば、１年生

はやらないんでしょうし、ということなんですけど、中学校はちょっと尐ないような気がしま

すけれども、その辺どうですか。 

○委員長（大澤義和君） 大野学校教育課長。 

○学校教育課長（大野真裕君） このＩＣＴ教育については、文部科学省では３クラスに１ク
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ラス程度の導入をということを言ってるんですけれども、現在、授業でどの程度、活用できる

のか、授業の内容も含めて精査しなければならないと考えております。そこで、その台数を最

初に導入をしてしまって使われない機材になってしまうというようなことになると、予算の無

駄使いになります。有効に使っていただきたいという考えから、当初から文部科学省の条件に

沿ったものを入れるということについては、慎重に考えなければならないというふうに考えて

おります。 

○委員長（大澤義和君） 松島委員。 

○委員（松島一夫君） 確かに。最終的にゲーム機にしかならなかったんじゃしょうがないん

ですけども。この予算の説明書の中で、新学習指導要領に対忚した授業が適切に行われるよう

にすると。この新学習指導要領では小学校においては、児童がプログラミングを体験しながら、

コンピュータに意図した処理を行わせるために必要な論的思考能力を身に付けさせるための学

習活動を各教科等の特質に忚じて計画的に実施する、というふうにプログラミング教育は説明

されているんですけども、教育委員会としてこの学習指導要領に謳われているところのプログ

ラミングについて、プログラミング教育、どのような内容の授業展開、どのような指導を行お

うとしてるのかということについて、おたずねしたいんですけども。 

○委員長（大澤義和君） 大野学校教育課長。 

○学校教育課長（大野真裕君） まず内容についてなんですけれど、実際に全ての内容を熟知

しておりません。文部科学省からの資料によりますと、学習指導要領上に位置付けられている

もの、学校教育の中で位置付けられてはいないけれども扱ったほうが望ましいもの、学校教育

とは関係なく扱われるものというような段階に分かれております。現在、まず教員の指導力も

含めて研修が必要な教科内容になっているというふうに考えております。 

ご質問の、どのような内容のものかということについては、例示としては例えば算数の授業

なんですが、コンピュータ上で多角形を描く、つまり三角形を描きなさいというような題目に

対して、直線何センチメートル移動したら、例えば１０センチメートル移動したら左側に曲が

るときに１２０度とかっていう設定をしていきます。直線をいきます、何度曲がります、また

何センチメートルいったら何度曲がります、こういったような頄目を項序立てて一つのものを

作りあげる、こういったようなものがプログラミングの指導ということで、私自身も勉強させ

ていただきました。算数でそういったような授業が学習指導要領に位置付けられている一例と

して掲載されております。 

○委員長（大澤義和君） 松島委員。 

○委員（松島一夫君） それで教育委員会としてはどういうふうにやっていくのということな

んすか。 

○委員長（大澤義和君） 大野学校教育課長。 

○学校教育課長（大野真裕君） 現在、文部科学省のほうでも９月を「ＩＣＴ教育強化月間」
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と位置付けておりまして、現在、指導するための事例集とかそういったものを整備しておりま

す。そういったようなものを活用しながら授業が成立するように教員の研修を構築しようとい

うふうに考えております。 

○委員長（大澤義和君） 松島委員。 

○委員（松島一夫君） 英語だとＡＬＴというかたを外部から雇ってますけども、今回のプロ

グラミング教育については、それほど高度なことは教職員には要求されていないというふうに

理解してよろしいですか。 

○委員長（大澤義和君） 大野学校教育課長。 

○学校教育課長（大野真裕君） 教員のほうは、やはり初めての指導内容になっておりますの

で、負担感はあるというふうに考えております。 

○委員長（大澤義和君） 松島委員。 

○委員（松島一夫君） 当然、負担感はおありでしょうし、うちの近くの学校にもパソコン使

ったことなくて、全部、手書きでなさっているとても優秀な先生がいらっしゃいますけれども、

そういうかたにとっては非常に負担ではあろうと思いますが、それでも何とかこなせる程度で、

外部から講師を招へいしなきゃならないというふうなものではないんですね、このプログラミ

ング教育だのＩＣＴ教育なんてのは。 

○委員長（大澤義和君） 大野学校教育課長。 

○学校教育課長（大野真裕君） このタブレット機器も含めて導入した際に、やはり専門的な

知識・技能を持ったＩＣＴ指導員を中心に研修を何回か開かないと、子ども達へ指導する際に

は指導力が浸透していかないというふうに考えております。 

○委員長（大澤義和君） 松島委員。 

○委員（松島一夫君） 新学習指導要領の実施に向けて、やることが山のようにある中で、山

のような質問をして恐縮でございます。プログラミング教育については以上で終わりにいたし

ます。ありがとうございます。 

○委員長（大澤義和君） ここで１０分間の休憩とします。１１時１５分から開会いたします。 

午前１１時０５分  休憩 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

午前１１時１５分  再開 

○委員長（大澤義和君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 次に入ります。学校設備大規模改修事業について説明をお願いします。池田教育総務課長。 

○参事兼教育総務課長（池田 誠君） それでは、ご質問の積算根拠と今後の改修事業計画に

ついてお答えしたいと思います。 

 積算根拠につきましては、今回の大規模改修につきましては安食台小学校の屋外運動場整備

工事ということで、特段、特殊な工事ではありませんので、町で所有しております、建設課で
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持っているんですが土木積算システムを使ったり、グラウンド専門業者からも、どのようにし

たらいいだろうかと知恵をいただいております。そのときに特殊な見積単価があった場合には

それを参照しまして積算しておりますので、特段の積算根拠をしているものではございません。

工事の内容につきましては、ご存知のとおり校舎裏の校庭、約９,０００平方メートルの内、

競技のできるトラック約６,０００平方メートルありますので、その部分の改修を行っていき

たいと思っております。工法につきましては、昭和五十何年にできてますので、高くなった部

分の土砂をすきとりまして新たな補充土を入れまして、不陸整正を行いまして、表面排水は周

りに排水溝がありますので表面排水をするような形で考えております。工事時期につきまして

は約３か月の施工期間を要しますことから、時期につきましては学校と調整を行いまして、行

事等に影響のないように施工したいと考えております。 

続きまして今後の施設等の改修事業計画ということでお聞きされておりますので、このグラ

ウンド改修工事が終わりましたら、次には布鎌小学校の校舎改修工事を考えております。改修

におきましては多額の費用がかかりますことから、国庫補助金などを使いまして財源確保が重

要なことと考えております。その後になりますが、竜角寺台小学校の改修工事も布鎌小学校の

次に行っていきたいということで考えております。 

 以上でございます。 

○委員長（大澤義和君） 松島委員の再質疑を許します。松島委員。 

○委員（松島一夫君） 工事の概要、了解いたしました。今後の改修計画について、布鎌小学

校だ竜角寺台小学校だというのがございましけども、例えば今後５年間とか今後１０年間でこ

ういうふうな改修をやっていくんだというような、きっちりとした計画書みたいなものは存在

するんですか。 

○委員長（大澤義和君） 池田教育総務課長。 

○参事兼教育総務課長（池田 誠君） 教育委員会のほうとしては、この５次の５か年計画を

作ったときに予定は立てております。それを今、お伝えしたところでございます。 

○委員長（大澤義和君） 松島委員。 

○委員（松島一夫君） そこに計画がちゃんとあって予定が立ってるんですけども、いわゆる

補助金等との絡みがあると。仮に補助金が付かなかったら、その計画はまた延びていくという

ことでよろしいですか。 

○委員長（大澤義和君） 池田教育総務課長。 

○参事兼教育総務課長（池田 誠君） そのとおりでございます。 

○委員長（大澤義和君） 松島委員。 

○委員（松島一夫君） 了解いたしました。これはけっこうです。 

○委員長（大澤義和君） それでは次に入ります。学習環境充実事業について答弁をお願いい

たします。大野学校教育課長。 



 

８３ 

 

○学校教育課長（大野真裕君） 各学校への予算配当方法について、お答えいたします。 

 平成３１年度予算編成方針を受け、学校予算についても、原則として、平成３０年度当初予

算の一般財源に対し５％削減して予算要求するよう各学校に依頼いたしました。５％削減した

枞の中であれば、費目の内容について、学校に委ねております。 

 なお、提出された予算要求書に基づき、学校ごとにヒアリングを実施し、学校配当予算を決

定しています。その後、配当予算に加えて、各校の特殊事情を加味した予算要求を財政課に行

い協議しています。 

 以上です。 

○委員長（大澤義和君） 松島委員。 

○委員（松島一夫君） 各学校への予算配当というのは学校の規模、規模というと児童・生徒

数しかないと思うんですけども、児童・生徒数できっちり比例分配されているものなんですか。 

○委員長（大澤義和君） 大野学校教育課長。 

○学校教育課長（大野真裕君） ある程度、児童・生徒数が学習しますので、それを加味しな

いと基本的な金額は出ないと考えております。それに加えて学校のほうで、例えば外部に講師

を頼む回数が違うとか、そういったような学校の特色がございますので、そういったような特

色に忚じて配当する部分もあるというふうに考えております。もう１点、加えますとこれまで

各学校で毎年、教育活動にかけたり運営にかけたりする予算がありますので、学校のほうでも

ある程度、年度を見越して使うお金を目算していると思われます。そういったようなことで学

校のほうから予算要求がされているというふうに認識しております。 

○委員長（大澤義和君） 松島委員。 

○委員（松島一夫君） ５％削減ということでございましたが、例えば栄中学校が前年度に比

べて５％削減ですよと、何々小学校は５％削減ですよと、全ての学校をきっちり５％削減した

のか、トータルで５％削減して配分率を若干、変えているのか。その辺はどうなんですか。 

○委員長（大澤義和君） 大野学校教育課長。 

○学校教育課長（大野真裕君） 基本的には１校１校、あがってくる学校全てから５％の削減

をしたものをあげていただいております。それが１点と、それに加えて何々が今年度、足りな

いので、それが特殊事情になるかと思うんですが、その５％カットいただいた予算に対してそ

の後で特殊事業を加味して配当したというところでございます。 

○委員長（大澤義和君） 松島委員。 

○委員（松島一夫君） そうすると、よく教育委員会は、特色ある学校づくりということをお

っしゃってて、その各学校によって若干の違いが出てくると。例えば、ある小学校で５％削減

できないと、特殊事情があるんだと、となると、どこかの学校へしわ寄せいったのか、それと

も５％削減だけどもここの部分を増やすので、この部分だけトータル、教育予算は増えてきた

のか、どっちなんですか。 
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○委員長（大澤義和君） 大野学校教育課長。 

○学校教育課長（大野真裕君） 特殊事情の部分に関しては、他の学校から、Ａ校から特殊事

情のあるＢ校に予算を移動したというようなことはございません。特殊事情は、５％カットの

基本の予算をあげていただいた後でつけているというふうに認識しております。 

○委員長（大澤義和君） 松島委員。 

○委員（松島一夫君） 今回の当初予算、各学校の要望は全て充足されていると考えてよろし

いですか。 

○委員長（大澤義和君） 大野学校教育課長。 

○学校教育課長（大野真裕君） 学校教育課といたしましては、ヒアリングを経て予算を配当

しておりますので、そのように考えております。ただ、それで十分に足りているかどうかとい

うのは気持ちの面になりますので、その部分についてはお答えすることができません。 

 以上でございます。 

○委員長（大澤義和君） 松島委員。 

○委員（松島一夫君） 補正してあげましょうね。これでけっこうでございます、この件につ

きましては。ありがとうございました。 

○委員長（大澤義和君） 次に入ります。ふれあいプラザ施設改修事業について説明をお願い

します。早野生涯学習課長。 

○生涯学習課長（早野 徹君） それではふれあいプラザ施設改修事業についてお答えします。 

平成３１年度に計画しているふれあいプラザ施設改修事業は、文化ホールとふれあいセンタ

ーにかかるものがございます。具体的な内容につきましては、文化ホールにかかるものとして

は約１,０００万円で空調にかかる給排水ポンプ２台の改修、文化ホールの１階トイレの給排

水設備の改修です。ふれあいセンターにかかるものとしましては、約５００万円で屋上高架水

槽の給排水管の改修、建物周囲の雤水・排水管などの改修を予定してございます。スケジュー

ルにつきましては、工事発注は一体的に考えておりまして、メインの工事が空調にかかる給排

水ポンプの改修になりますことから、冷暖房の時期を考慮して予定時期は準備期間を含めて

９月頃から１２月頃の概ね４か月を予定しているところでございます。 

 簡単ですが、以上です。 

○委員長（大澤義和君） 松島委員の再質疑を許します。松島委員。 

○委員（松島一夫君） ちょっと細かいことを聞きますけど、第５次総合基本計画の前期基本

計画案に、ふれあいプラザ施設大規模改修事業という頄目が確かあったはずなんです。予算書

にはふれあいプラザ施設改修なんですけども、この前期基本計画にある大規模改修事業の一部

では、これはないんですか。 

○委員長（大澤義和君） 早野生涯学習課長。 

○生涯学習課長（早野 徹君） 答えとしましては、一部というか入ります、これがそうなん
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です。大規模改修と謳っておりますが、ふれあいプラザの個別計画、長寿命化に向けた大規模

改修の計画がございまして、その中に入っているものです。 

○委員長（大澤義和君） 松島委員。 

○委員（松島一夫君） ということは、今回の給排水があると、この次はまた何かがあると。

これ全部、個別の改修をひっくるめると大規模になるという表現の仕方なんですか、これは。 

○委員長（大澤義和君） 早野生涯学習課長。 

○生涯学習課長（早野 徹君） そういう部分もあるということです。今年度は文化ホールの

天井改修とか行いましたけれども、それらも含めて長寿命化に向けた施策、取組としての改修

工事ということで、個別、小さいものが集まったものでも大規模改修ということで、それと一

体的なものとして考えてます。 

○委員長（大澤義和君） 松島委員。 

○委員（松島一夫君） 変なことを聞くと思われるでしょうけど、いま言った前期基本計画案

と今回の当初予算案を比較して見てたわけなんですけども、社会教育費のところなんかで見る

と、前期基本計画案とこの事業が微妙に違ってきてるんです。うまく合わさってこない。例え

ば前期基本計画案には「いきいき塾さかえ事業」なんてのがあるんだけども、予算書を見ると

それがどこにあるんですかということをおたずねしたいんです。これ、前期基本計画の「いき

いき塾さかえ」というのは、当初予算にどの部分でこれがもられているのか。前期基本計画案

にあるものって今年度の当初予算書に載ってなくてもいいのか、という確認をしたいんですけ

ども。 

○委員長（大澤義和君） 大須賀財政課長。 

○財政課長（大須賀利明君） 基本計画自体は平成３１年度から平成３４年度までの４年間で

すので、必ずしも平成３１年度予算で全てが網羅されているわけではないと思います。平成

３２年度以降で事業化されるものは予算反映していきますが、現在のところ実施計画を今、精

査中でございますから、当初予算は先行して我々も査定を行いましたけども、あとは実施計画

の中の財政計画等も策定していきますので、その中で平成３２年度以降の予算は反映させてい

くと、それと合致させていくというような考え方になってこようかと思います。また、計画自

体はローリングしていきますので、その年度で予定していたものが先に送られるというような

こともあると思いますので。今の時点で必ず計画に載っている事業がこの前期基本計画中の中

で必ずしも予算反映が全てされるというようなことではないのかなというようのことも、ちょ

っと思っておりますけど。 

 以上です。 

○委員長（大澤義和君） 松島委員。 

○委員（松島一夫君） 早野課長、という答弁なんで、「いきいき塾さかえ事業」は載ってな

いということで。 
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○委員長（大澤義和君） 早野生涯学習課長。 

○生涯学習課長（早野 徹君） いきいき塾さかえ事業自体は行うんですが、その事業の経費

につきましては各講座等で参加者からいただいて、直接、講師にお渡しする形を取っておりま

して、予算書上には反映されない部分があります。教室・講座を我々が組みまして、講師は今

までやっていたサークルですとかカルチャークラブですとか、そういったかたが講師になって

いただいて、参加者を呼んで参加者から直接、資料代ですとか材料代等を直接、講師にお渡し

する形を取っているんで、町が直接、支出するようなものは無いということです。 

○委員長（大澤義和君） 松島委員。 

○委員（松島一夫君） 両者のご答弁で十分、理解いたしました。 

もう一つ、ついでだから社会教育費で言っておこうか。前期基本計画の図書館運営事業って

いうのあるんですけども、当初予算書は図書館管理運営事業なんだよ。ちょっと基本計画と予

算書がもう尐しうまく整合するように作っていただければありがたいということを申し上げて、

この件は終わりにします。 

○委員長（大澤義和君） 次に入ります。給食運営推進事業ですが、戻りまして歳入の給食費

負担金の減額理由・内訳、この説明をお願いします。大野学校教育課長。 

○学校教育課長（大野真裕君） 初めに、給食費負担金の減額理由、給食運営推進事業と併せ

てということでお答えをさせていただきます。 

学校保護者負担金として５,９７５万４,０００円を今年度、計上しております。一方、歳出

では、全ての児童・生徒分の賄材料費として、これ支出頄目になるんですが、歳出頄目になり

ますが６,４３４万１,０００円の支出となっております。この歳入と歳出の差が、４５８万

７,０００円でございます。来年度から実施する予定でございます、第３子給食費の無償化分

となっております。 

続きまして、事業内容説明書記載の予算措置４５８万７,０００円はどこに反映されている

のか、給食センター運営協議会の意見は如何にということについてお答えさせていただきます。 

歳出経費、給食運営推進事業の１１節需用費における賄材料費６,４３４万１,０００円は、

その財源を保護者負担金より充当するところです。つまり先ほど申し上げた学校保護者負担金

の５,９７５万４,０００円が、本来は６,４３４万１,０００円で計上されていれば賄材料費と

して合致するんですけれども、第３子の無償化のために第３子以降、予定されている４５８万

７,０００円が抜かれておりますので、この差を計算するとこの額になるというような形にな

っております。 

それから運営協議会の意見ということなんですが、給食費の第３子無償化制度は、現在、運

用に向けて規則の一部改正等について教育委員会内部で検討しております。給食センター運協

議会は３月１２日を開催予定にしております。ここで規則案を示して委員の皆様よりご意見を

うかがうこととしております。 
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以上です。 

○委員長（大澤義和君） 松島委員の再質疑を許します。松島委員。 

○委員（松島一夫君） まず、４５８万７,０００円の、これはわかりました。この分、財政

負担が生じるということで。最初に書いてある給食センター運営協議会の意見なんですけども、

今回、この条例を本議会に提出するに当たって給食センター運営協議会委員という委員会です

か、意見聴取はなされなかったということなんですね。 

○委員長（大澤義和君） 大野学校教育課長。 

○学校教育課長（大野真裕君） そのとおりでございます。 

○委員長（大澤義和君） 松島委員。 

○委員（松島一夫君） ３月１２日というと間もなくですけれども、今回、議案が提出されて

いる最中に、何をいまさら開くんですかって気がするんですけども。何なんですか、これは。 

○委員長（大澤義和君） 大野学校教育課長。 

○学校教育課長（大野真裕君） 申し訳ございません、条例改正をするにあたって運営協議会

にこの案件をかけなければならない、意見聴取をしなければならないということについて、私

の力量不足でございまして、そういったような機会を逃しておりました。そのために、３月

１２日に開催を予定する運びとなりました。申し訳ございません。 

○委員長（大澤義和君） 松島委員。 

○委員（松島一夫君） こういった条例を提出する権限は当然、町長でございますので、町長

が必ず給食センター運営協議会からの諮問を受けなければならないという決まりは無いわけで、

やらなければやらなくたっていいわけでしょう。だから何も慌ててお開きにならなくてもけっ

こうでございますよと、ちょっと皮肉っぽいですけども申し上げますが。 

それで、運営協議会の話がでたので、ついでに。ここに給食センター運営協議会委員報酬っ

ていうのは当然、この協議会の委員への報酬なんでしょうけれども、予算計上されていますけ

ども、この運営協議会っていうのはだいたい、年に何回ぐらい開催されているんですか。 

○委員長（大澤義和君） 大野学校教育課長。 

○学校教育課長（大野真裕君） 年１回、開催しております。 

○委員長（大澤義和君） 松島委員。 

○委員（松島一夫君） 慣例で年１回ということは、今、課長おっしゃった年度末に開催され

ているんですかね、通常。 

○委員長（大澤義和君） 大野学校教育課長。 

○学校教育課長（大野真裕君） そのとおりでございます。 

○委員長（大澤義和君） 松島委員。 

○委員（松島一夫君） ということは、今回、３月１２日もスケジュールどおりの開催という

ことで、今回の条例案とは何ら関わりがなく開催されるものであるというふうに認識するしか
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ないですよね。 

○委員長（大澤義和君） 大野学校教育課長。 

○学校教育課長（大野真裕君） 当初、３月２０日に予定しておりました。 

○委員長（大澤義和君） 松島委員。 

○委員（松島一夫君） 別に１２日じゃなくても２０日でもけっこうです、委員のご都合のい

いときでよろしいわけですけれども。ちょっと古い話で、１２月補正で教育費の保健体育費の

学校給食費の報償費と、９･５･３･８、ここで給食費の施設維持管理事業、そこで給食センタ

ー検討委員会委員謝礼ってのが４万９,０００円ほど補正で計上されてるんですけども、この

給食センター検討委員会って何を検討するんでしたっけ。もっと言えば、この現在ある給食セ

ンター運営協議会というところでは検討できない別な事案を検討するために、特別に補正措置

したんだろうと思うんですけども、何を検討するんだっけ。 

○委員長（大澤義和君） 池田教育総務課長。 

○参事兼教育総務課長（池田 誠君） 私のところじゃないんですが、当初はやはり給食セン

ターを老朽化の関係で今の場所にするのか、別のところに建て替える必要があるのかというこ

とで、そういうものを検討していく、その中で適地、候補地を１２月の時点では第三者のかた

にうちのほうからご提示しまして、どこがいいでしょうかということで初めはやる予定でした。

ところが、やっぱりそれは本来、要綱とかそういうものでやろうと思ったんですがそれはちょ

っとおかしいだろうということで、ちゃんとした手続を踏んでということで。今回、１２月で

補正していただいたんですが、それにつきましては来年、ちゃんと組織を作りましてやってい

くという形にしましたんで、補正したにも関わらず使わないという状態になっております。 

○委員長（大澤義和君） 松島委員。 

○委員（松島一夫君） その検討委員会というのは検討する内容というのは、立替えの場合、

どこがいいですかというふうなことを検討していただく予定だったと。これは給食センター運

営協議会というのでは、その議論に適さないんですか、内容的に。並立させる必要があるんで

すか。 

○委員長（大澤義和君） 池田教育総務課長。 

○参事兼教育総務課長（池田 誠君） 運営協議会の中で一番に重要なことは、給食費の価格

とか、上げるとか、そういうものが大きなものでありまして、用地の選定とかそういうものと

いうのは、具体的に条例でも書いてありませんでしたことから、それを別物ということでうち

のほうとしては考えまして、運営協議会ではないだろうということで出させていただきました。 

○委員長（大澤義和君） 松島委員。 

○委員（松島一夫君） 今の課長答弁で、運営協議会の最重要な協議内容は、給食費を上げる

とか、というふうな給食費にかかる。上げるとかが重要であれば、第３子以降を無償にするな

んていうのも本来、重要なテーマになるはずだよな、と不思議でしょうがないなと思っただけ
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で、いいんですけども。今の検討委員会、補正したけどもやめましたと。当然、要綱でやると、

またうるさい議員がいて、要綱で報酬出すのかと言われるだろうから、それけっこうだと思い

ますけども、補正予算書に減額補正されてたっけ、３月。 

○委員長（大澤義和君） 大須賀財政課長。 

○財政課長（大須賀利明君） 補正予算の協議の後の話でしたので、予算書には反映されてお

りません。 

○委員長（大澤義和君） 松島委員。 

○委員（松島一夫君） 予算書に反映されなくて不用額として残ったわけなんだけども、次年

度以降、ちゃんと条例なりを作って委員会を設立してということですけれども、当初にはもれ

なかったということなんですね。補正でやっていくということですね。 

○委員長（大澤義和君） 大須賀財政課長。 

○財政課長（大須賀利明君） その組織が条例化するのか、規則なのか、その検討すらまだは

っきりしていない段階でしたので、我々のほうでは当初予算は見送らせていただきました。当

然、６月以降の議会の中でセットであげられるものだというふうに考えますけど。 

○委員長（大澤義和君） 松島委員。 

○委員（松島一夫君） 了解いたしました、その辺はきっちりと根拠を作ってやっていただき

たいと思います。第３子以降なんですけども、今回、出された条例では、条例の説明には第

３子以降、無償化ということが書かれているんですけども、 条例内容には一切、書かれてい

ない。町長が必要と認めるときは減額若しくは無償とすることができるという内容で、あと全

ては規則に委任しちゃうということなんですけども。総務課長でもいいんだけども、条例で決

める内容、規則に委任するところ、この辺の線引きというのはどの辺にあるものなんですか。 

○委員長（大澤義和君） 古川総務課長。 

○参事兼総務課長（古川正彦君） 今回の給食費を捉えますと、給食費そのものの額について

は規則のほうに委任されているはずでございますので、今回、無償化というような、これは町

長の政策でございますけど、それについて条例の中でそれを無償にするとかということではな

く、あくまでも説明をさせていただいた上で規則の中でどういうものを減免していくというこ

とを定めればよろしいのではないかと思ってます。それについては他でも一般的にそういう事

例はございますので、そうさせていただければいいんじゃないかなというふうには思ってます。 

○委員長（大澤義和君） 松島委員。 

○委員（松島一夫君） 先ほど、今度１２日に開かれる運営協議会の中で、規則の案を提示な

さるというふうなお話だったような気がしますが、その規則案についてはもう、概略できてい

る。２０日の予定で作っていたのか、１２日になってもその規則案の完成したものが提示され

るのかどっちなんですか。 

○委員長（大澤義和君） 大野学校教育課長。 
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○学校教育課長（大野真裕君） 案としてお示しする予定でございます。 

○委員長（大澤義和君） 松島委員。 

○委員（松島一夫君） 条例は議会の関与で、規則は議会、関与できませんので、その辺のし

っかりしたものをお作りいただければと思います。運営事業についてはこれで、あと尐しある

から、収納システム、ご答弁いただいたっけ。それ、お願いします。 

○委員長（大澤義和君） では次に入ります。給食費収納管理システム使用料について答弁お

願いいたします。大野学校教育課長。 

○学校教育課長（大野真裕君） 当初、平成３０年９月頃に導入を考えていましたが、手続が

遅れていまして３月にようやくセットアップが完了し、導入できる運びとなりました。現行で

は給食費の引き落とし金融機関が学校ごとに異なり、保護者の方々にご不便をおかけしていま

した。このことから、給食費収納管理システムを導入し、栄町内の学校では、全ての学校で、

栄町内の全ての金融機関を利用できるようにし、保護者の皆様の利便性を高め、給食費の滞納

の解消に資するものです。平成３１年４月からのシステム稼働に当たり、年間使用料４０万

９,０００円、保守料２４万２,０００円を予算計上するものです。 

 以上です。 

○委員長（大澤義和君） 松島委員の再質疑を許します。松島委員。 

○委員（松島一夫君） 今、ご答弁にもありましたけども、２学期から本当は動くはずだった

んですよね、９月から稼働させるというふうなことで。そうすると、給食費の引落し口座が増

えたり、収納事務がものすごく合理化されるはずだと。ということは今年度は全然、動いてい

なかったということなんですね。 

○委員長（大澤義和君） 大野学校教育課長。 

○学校教育課長（大野真裕君） 当初、保護者の皆さまの登録口座情報とかを活用して、その

ままそれをこのシステムに導入できると考えておりました。ところが、千葉銀行と京葉銀行に

ついては新たに登録のし直しをしなければこのシステムに情報を移行できないというようなこ

とで、当初、考えていた、持っていた情報を活用してシステムを稼働するというようなことが

できなくなりました。給食費というお金のことですので、もう一度、口座登録等を保護者の皆

さまにお願いしなければいけないという作業が入ってきてしまいまして、年度途中にその作業

を行った場合に、今年度の給食費の収納に非常に障害が出るという判断をいたしまして、現在、

新入生の保護者説明会であるとか在校生の保護者の皆さまにも文書を配布して、平成３１年度

稼働できるようにということで作業を進めさせていただきました。 

○委員長（大澤義和君） 松島委員。 

○委員（松島一夫君） 確かに、新年度からスタートするっていうのは非常に区切りがいいん

だけども、登録データをそのままパッと移行できるはずであったのができなかったと、はずだ

と思ったのは、給食センター側で勝手にそんなこと思ってたんですか。業者ができるはずだと
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言ったんですか、どっちなんですか。 

○委員長（大澤義和君） 大野学校教育課長。 

○学校教育課長（大野真裕君） 給食センター側のほうでその情報を活用できるというふうに

考えていました。それで各金融機関を回って、システムの変更、今年度までは学校と保護者の

間での引落し契約みたい形を取っておりましたので、給食センターのほうでそのシステム、一

括で管理するようになりますので、各金融機関を回ってその変更について聞き取りを行ってき

たところで出てきて、もう一度、保護者が金融機関に出向いて登録をしなければならないとい

う話を認識したというところです。 

○委員長（大澤義和君） 松島委員。 

○委員（松島一夫君） 理由はわかりましたが、項序、逆だよね。各金融機関へ行って、今度

こういうふうにシステム変えるんで、と言ったら、いやちょっと待ってくださいと、それの話

を聞いて、じゃあ４月からにしましょう、でしょう。勝手に「このはずだ」と思ってて、２学

期からやりますよって。それはよかったね、事務が軽減されてと思わせておいて、実は何も動

いてなかったというのは非常に残念ですが、昼ですので終わりにします。 

○委員長（大澤義和君） 松島委員に申し上げます。次の予算のとき、４５８万７,０００円、

また、運営協議会の意見等は先ほど終わりましたので、これで終わりでいいですか。松島委員。 

○委員（松島一夫君） はい、けっこうでございます。 

○委員長（大澤義和君） これで松島委員の通告に対する質疑を終わります。休憩のため、

１時３０分まで休憩といたします。 

午前１１時５３分  休憩 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

午後１時３０分  再開 

○委員長（大澤義和君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

通告２番、高萩初枝委員の質疑通告に対し答弁を求めます。まず、子ども医療費助成事業に

ついて答弁お願いします。湯原福祉・子ども課長。 

○福祉・子ども課長（湯原国夫君） それでは予算書５１ページ、説明書では１３ページにな

りますけれども、子ども医療費助成事業、扶助費５,４６６万３,０００円の平成３１年度の内

容についてお答えをいたします。  

子ども医療費につきましては、これまで県の補助対象が、入院は中学３年生まで、通院及び

調剤は小学３年生までの中、町では中学３年生までの入院・通院・調剤を助成対象として実施

してきました。そして、平成３１年４月からは、対象を高校３年生まで拡大し、助成を開始い

たします。そして、平成３１年度の医療費助成額の内訳としましては、まず、中学生 までで

は、入院が６６１万６,０００円、通院が２,７０８万３,０００円、食事が４９万１,０００円、

調剤が１,５４７万３,０００円と見込んでおり、総額では４,９６６万３,０００円です。次に、
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高校生分としては、実績がないため、印西市を参考にし、入院・通院及び調剤等の費用を想定

し５００万円を見込んでおり、助成合計額としましては、５,４６６万３,０００円を計上させ

ていただきました。 

以上でございます。 

○委員長（大澤義和君） 答弁が終わりましたので、高萩委員の再質疑を許します。高萩委員。 

○委員（高萩初枝君） まず最初におうかがいしたいのですが、説明書の１３ページでは所得

制限基準、これ児童手当と同じ超える世帯は補助対象外と書いてあります。この辺については

勉強不足であれなんですけども、所得制限に引っ掛かる世帯って平成３１年度はどのぐらいの

世帯があるんでしょうか。 

○委員長（大澤義和君） 湯原福祉・子ども課長。 

○福祉・子ども課長（湯原国夫君） 世帯といいますか件数でよろしいでしょうか。ちょっと

細かいんですけれども、補助対象外、所得制限以外でも補助対象外というのは、県の補助対象

にならない分もここに入っています。所得制限を超えるかたも入っていますし、県の補助対象

外、要は先ほど申し上げましたとおり、県の補助対象が限定されてますので、それ以外の者も

ここに入って、総額で補助対象外が２,５０６万７,０００円になってます。この内訳が細かい

んですけども全部、言ったほうがよろしいですか。 

○委員長（大澤義和君） 高萩委員。 

○委員（高萩初枝君） 課長、それは１３ページの補助金対象外って書いてあるこれですか。 

○委員長（大澤義和君） 湯原福祉・子ども課長。 

○福祉・子ども課長（湯原国夫君） そうです。 

○委員長（大澤義和君） 高萩委員。 

○委員（高萩初枝君） 私が聞きたかったのは、所得制限基準、基準がありますよね。まず、

この金額が幾らぐらいになっているかということと、これを超える世帯どのぐらいありますか

って質問なんですけど。 

○委員長（大澤義和君） 湯原福祉・子ども課長。 

○福祉・子ども課長（湯原国夫君） 超える世帯までは細かく、件数といいますか医療費の平

均で出してやっておりますので、世帯数まではちょっと把握してないです。所得制限につきま

しては、児童手当の所得制限ですけれども扶養親族の数によって所得制限額があります。それ

に準じて、その所得を超えるかたについては医療費助成のほうも対象外になるということでご

ざいます。ちなみに扶養が１人の場合、所得制限限度額が６６０万円、２人の場合は６９８万

円、３人が７３６万円、所得ですけれども。４人が７７４万円、５人が８１２万円ということ

になってます。 

○委員長（大澤義和君） 高萩委員。 

○委員（高萩初枝君） とういうことは、一般の人はだいたい対象になると理解してよろしい
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でしょうか。 

○委員長（大澤義和君） 湯原福祉・子ども課長。 

○福祉・子ども課長（湯原国夫君） 対象になると考えております。 

○委員長（大澤義和君） 高萩委員。 

○委員（高萩初枝君） ありがとうございます。先ほど課長が答弁しました、この表の補助金

対象外って書いてあるんですけども、これはちょっと疑問だったのが、ゼロから小学３年生は、

全て県のほうで入院・通院・調剤も含めて補助されると理解してたんですけども、それでもま

だ補助金対象外で何か金額書いてありますけれども、あるんですか。 

○委員長（大澤義和君） 湯原福祉・子ども課長。 

○福祉・子ども課長（湯原国夫君） その分が、先ほど申し上げました所得制限を超える分に

なります。 

○委員長（大澤義和君） 高萩委員。 

○委員（高萩初枝君） それは了解しました。新規で、今回、町単独で高校３年生まで拡大と

いうことで説明うかがいました。こういう中で、印西市の例を参考に５００万円をもったって

ことなんですが、これはただ単に金額だけもってあるってことですか。それとも、だいたい高

校生、どんな病気が多くて入院が多くてこうだとか、通院がこうだとか、その辺は積算されて

るのかどうかうかがいたいと思います。 

○委員長（大澤義和君） 湯原福祉・子ども課長。 

○福祉・子ども課長（湯原国夫君） この５００万円を算出した根拠ですけれども、町で把握

できるのは、国民健康保険に加入しているものしか把握できませんので、その高校生年代の

１６歳から１８歳までの医療費状況を参考にして試算してみますと、だいたい約８００万円ぐ

らいに想定されます。印西市の例からすると、だいたいその６割ぐらいしか利用されておりま

せんので、その６割分ということで約５００万円ということで見込んだものでございます。 

○委員長（大澤義和君） 高萩委員。 

○委員（高萩初枝君） 高校生になりますと、入院と通院というのはどっちが多いあれになる

んでしょうかね。どう見てるんでしょうか。 

○委員長（大澤義和君） 湯原福祉・子ども課長。 

○福祉・子ども課長（湯原国夫君） 一般的には年齢が上がれば通院のほうが多くなってきま

す。低年齢児のほうが入院のほうは割合的には多いです。 

○委員長（大澤義和君） 高萩委員。 

○委員（高萩初枝君） ありがとうございます、最後に教えていただきたいんですが、子ども

医療費の助成ってのは、他の自治体でも進んできてると思うんですが、県内の状況はどういう

状況でしょうか。 

○委員長（大澤義和君） 湯原福祉・子ども課長。 
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○福祉・子ども課長（湯原国夫君） 私どもが今年の４月から導入するときに県内の状況を調

べましたところ、高校生まで医療費助成を実施しているのは１６市町になります。栄町はこの

段階では１７番目という形になります。 

 以上でございます。 

○委員長（大澤義和君） 高萩委員。 

○委員（高萩初枝君） 

○委員長（大澤義和君） 湯原福祉・子ども課長。 

○福祉・子ども課長（湯原国夫君） 

○委員長（大澤義和君） 高萩委員。 

○委員（高萩初枝君） 平成３１年４月現在で１７市町ということは、栄町が進んでいる自治

体の一つに含まれるようになってきたというふうに理解してよろしいですか。 

○委員長（大澤義和君） 湯原福祉・子ども課長。 

○福祉・子ども課長（湯原国夫君） 今、１７番目はあくまでもこの導入を決めた時点なんで、

もしかしたら他にも新たに４月１日から始める自治体もあるかもしれませんけれども、そこま

では把握しておりません。この調べたところの次だと１７番目っていうことになるってことで、

県内から見れば当然、１７しかやってないんで、先進的にやってる町になると思います。 

 以上でございます。 

○委員長（大澤義和君） 高萩委員。 

○委員（高萩初枝君） この子ども医療費助成制度なんですけども、確か国の制度が無いんで

すよね。そういう中では県もだいぶ努力されてるんですけど、ぜひとも国の制度を制度化させ

ていただくように首長にも声を上げていただくのが必要じゃないかと思います。よろしくお願

いします。 

○委員長（大澤義和君） 次に参ります。医療費等保険給付事業について説明お願いします。

金子住民課長。 

○住民課長（金子 治君） それでは、予算書１１７ページの医療費等保険給付事業で、保険

給付費が前年と比較し、１億１,３２０万円あまり増加見込みだが、その理由は何かについて

お答えします。 

 保険給付費の平成３０年度当初予算額は１７億７,３７７万８,０００円でありましたが、決

算では１８億６,２８２万５,０００円を見込んでいます。この増加した理由は、平成３０年度

当初予算は県が算定したものを基に計上したものですが、実際は、被保険者数は減尐している

ものの、医療の高度化に伴う技術料や高額医薬品投与の増加などにより、保険給付費が増加し

たものです。そこで、平成３１年度の保険給付費は、決算を勘案して町独自に算定し、１８億

８,６９７万９,０００円を当初予算計上させていただきました。その結果、平成３０年度当初

予算に比べ１億１,３２０万１,０００円の増加となったものでございます。 
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 以上でございます。 

○委員長（大澤義和君） 答弁が終わりましたので、高萩委員の再質疑を許します。高萩委員。 

○委員（高萩初枝君） 医療の高度化に伴う技術料とか、高度医療品の投与の増加などという、

こういう答弁でございましたが、具体的にどういうものが出てきてるのか、それによって医療

費をアップさせているのかお聞かせ願いたいと思います。 

○委員長（大澤義和君） 金子住民課長。 

○住民課長（金子 治君） まず、医療の高度化に伴う技術料の増加でございますが、こちら

につきましては近年、多いのが腹腔鏡とか内視鏡を使った癌の切除術、こちらにつきましては、

その切除術だけで１００万円を超えるものもあります。かなり多い状況となっています。あと、

代表的なのは心臓の病気で心臓ステントグラフト、ステントを入れるやつがあるんですけども、

それはそステントという機器だけで１８５万円とかするものもあって、それに技術料が加わる

と２００万円、３００万円はいってしまうというような、そういう患者も最近は増えてきてい

ます。あとは脳梗塞ですとか、くも膜下出血、そういった脳血管疾患が治ってきて、リハビリ

の状態に移るわけなんですけども、そうすると、今はそういったリハビリ専門の病院等があっ

て、そういったところで入院しながら脳血管疾患リハビリというのを受けますと、これも１か

月で１５０万円、１６０万円というような金額になってます。通常の骨折とかのリハビリとは、

また違ったやり方らしくて保険点数がかなり高いものでございます。あとは、部所にもよりま

すが、人口関節の置換術、こちらも１回、手術を受けますと１００万円単位ということになり

ます。高額医薬品なんですが、こちらはちょっとニュースにもなりました、オプジーボという

薬があるんですが、これに代表されるように、最近、遺伝子組み換えによる癌の治療薬という

のが十数種類、出てきておりまして、こちらは主に大きな病院、この辺で言いますと成田日赤

病院ですとか日本医科大学千葉北総病院ですね、最近よく使われるようになってるんですが、

点滴１回で３０万円から１３０万円というような値段になってます。また、ニュースでもあっ

たんですが、１回の点滴使用で５,４００万円という白血病治療薬というのが今、厚生労働省

のほうで認可されるかもしれないということで、これはアメリカで最初に認可されたキムリア

という薬なんですが、白血病治療薬といして今、厚生労働省のほうに認可申請が出ているとい

うことです。早ければ今年中に認可されるかもしれないということになります。 

 以上でございます。 

○委員長（大澤義和君） 高萩委員。 

○委員（高萩初枝君） 正直言って、びっくりしました。良い薬が出てて医学も進歩してるん

ですけども、支払いもすごくたいへんですね。特に国保の財政、市町村じゃなくて県のほうに

移って一安心ですね。こういう高度医療の医薬品とかやっても、実際、個人の負担としては所

得限度額ですか、高額医療でやれば個人の負担はさほどでもないですよね。住民にとっては良

い薬が出るのはいいことなんですけども、たいへんな状態になってると思います。 
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○委員長（大澤義和君） 金子住民課長。 

○住民課長（金子 治君） 確かにこういった高い医薬品とかを使うと、医療費がぐんと上が

りますけれども、高萩委員がおっしゃるように、平成３０年度からは国保を広域化になりまし

たので、そういった医療費については県のほうで全部、県のほうの普通交付金で充当されると

いうことで小さな町村は非常に助かるんですが、これが何年後かに県に納める納付金のほうに

全県で跳ね返ってくる可能性がありますので、そちらのほうが今は心配です。 

 以上でございます。 

○委員長（大澤義和君） 高萩委員。 

○委員（高萩初枝君） ということは、病気にならない前に健康づくりをしっかりやってもら

って医療費の支出を尐なくすることが一番、大事ですね。健康づくり、よろしくお願いします。 

 次に移ります。 

○委員長（大澤義和君） 次に、地域生活支援体制整備事業について、ご答弁お願いします。

青木健康介護課長。 

○健康介護課長（青木茂雄君） では、地域生活支援体制整備事業、平成３１年度の事業内容

また、地域による日常生活の支援体制はどのような状況か。さらに、高齢者の社会参加は推進

されているか。それは、どこで判断しているのかというご質問にお答えいたします。 

町では、高齢化が進展する中、生活支援コーディネーターとして社会福祉士を配置して、生

活支援コーディネーターが住民活動団体等が主体となり実施している地区サロン活動をはじめ

とする「高齢者の通いの場」や生活支援の担い手の確保に重点を置き、支援や育成に取り組ん

でいます。具体的な取組としては、地域の生活支援サービスを担うボランティアを育成するた

めの「担い手研修会」や、地域のサロンの活動支援や、サロン関係者を集めて、情報交換

や交流を目的とした「サロン連絡会」を開催しています。  

 次に、高齢者の社会参加の推進については、一つとして、自主的に社会参加することを推進

しており、「住民主体による介護予防の推進」を目指し、地域介護予防活動補助金を交付し、

地域において高齢者自身が主体となって介護予防に取り組む体制の構築を推進しています。 

二つとして、地域のサロン団体活動など、地域活動についても、自主的に社会参加を推進し

ています。 

このような取組において、団体数や参加者数が増加していることから高齢者の社会参加は推

進していると判断しているとこころでございます。 

以上、答弁とさせていただきます。 

○委員長（大澤義和君） 答弁が終わりましたので、高萩委員の再質疑を許します。高萩委員。 

○委員（高萩初枝君） 私も地域でサロンを運営したりしてやってるんですけども、はっきり

言って活動が全然、見えないですよね。コーディネーター配置したその結果、効果が上がって

るのかどうか。この辺はしっかり受け止めていただいて、今後の活動に活かしてほしいと思い
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ます。それと併せて、どうもよくわからないんですけども、サロン交流会の通知がきました。

この中で、今回は何をやるのかなと思っていましたら、子ども食堂についての取組について、

お話してくださるということですが、これがサロン交流団体のサロンの代表者に説明されて、

町は何をしようとしてるんでしょうか、その辺わからないです。 

 あともう１点なんですが、これをやる、地域生活支援体制整備事業で予算もってますけども、

具体的に、将来的に何を目指してるんでしょうか。ちょっと見えないので教えていただきたい

と思います。 

○委員長（大澤義和君） 青木健康介護課長。 

○健康介護課長（青木茂雄君） ただいまのご質問です。まず、サロンの交流会につきまして

は、いま高萩委員のおっしゃいました子ども食堂という形もあるんですが、地域の高齢者の社

会進出という形はあるんですが、やはり地域のお子さん達とも一緒に交流を図りながら地域の

支援というものも考えていただきたいということもありまして、今回そのような頄目の部分も

あろうかと思います。また、この地域生活支援体制整備、正直いいまして、すぐに結果が見え

ないといいますか数字にすぐ表すことが難しいところもあるんですけど、平成３１年度におき

まして次期、第８期介護保険事業計画の一つの基礎となりますが、介護予防・日常生活支援、

また高齢者の社会進出に対してのアンケートも入れまして。国からも基準はあるんですが、そ

の中に町独自のそういうものも入れまして、今後、地域の方々の支援整備の部分の課題とかニ

ーズ等を調査して、今後の事業のほうに展開していければと考えております。 

○委員長（大澤義和君） 高萩委員。 

○委員（高萩初枝君） 要するに町としては、今の答弁だと、子どもとの交流も図りながら地

域の支援も考えていただきたいってことは、よりサロン交流団体にそういうことも考えてやっ

ていただきたいという、そういうことですか。 

○委員長（大澤義和君） 青木健康介護課長。 

○健康介護課長（青木茂雄君） 今回のテーマとしては、一つのツールとして考えております

ので、必ずしもそれを全体でやっていただきたいっていうことではないんですが、今回はその

ような題材で皆様にご意見もいただきたいという形で通知を出させていただいてるかと思いま

す。 

○委員長（大澤義和君） 高萩委員。 

○委員（高萩初枝君） どうも私が感じてるのは、町は金も出さないで口だけ出して、地域に、

もうみんな高齢者支援をやってほしいというように取れるんですけど。これは私の考え違いで

しょうか。 

○委員長（大澤義和君） 考え違いです。青木健康介護課長。 

○健康介護課長（青木茂雄君） 確かに、基本的には地域の方々の自立と言いますか地域の支

え合いという部分、うちのほうは必ずしも、町は地域でやってくださいって意味ではありませ
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ん。あくまでも自主性も重んじながら、町のほうとしては支援をさせていただいて、地域のコ

ミュニティとかそういうものを輪を広げていきたいというのが趣旨でございますので。あくま

でもそういうつもりでの内容じゃございませんので、よろしくお願いしたいと思います。 

○委員長（大澤義和君） 高萩委員。 

○委員（高萩初枝君） 言うのはいいこと言ってるんですけども、実際は地域の支え、すごく

大事ですよね、でも担当課は口だけ言っておいて、あとは地域でやってくれと、そうもそうい

うふうに取れるんで、もう尐しこの辺、考えて、各地域の課題もありますよね。それを尐しで

も改善する方向にも動いていただけたら、もっと良い方向に進むんではないかと思いますので、

その辺よろしくお願いします。 

○委員長（大澤義和君） 青木健康介護課長。 

○健康介護課長（青木茂雄君） 貴重なご意見いただきましたので、そちらをもとに十分、配

慮しまして、事業を進めていきたいと思います。 

○委員長（大澤義和君） 高萩委員、よろしいですか。 

○委員（高萩初枝君） はい、もういいです。 

○委員長（大澤義和君） これで、高萩委員の通告に対する質疑を終わります。 

次に、通告３番、戸田栄子委員の質疑通告に対し答弁を求めます。まず第一に、障害者福祉

サービス提供事業について説明お願いします。湯原福祉・子ども課長。 

○福祉・子ども課長（湯原国夫君） それでは、予算書の４７ページ、４８ページ、説明書で

は１０ページの障害者福祉サービス提供事業における、平成３０年度と平成３１年度の内容の

違いについて、お答えをいたします。 

平成３１年度の介護・訓練等給付費の予算総額は、平成３０年度の３億１,８８１万円と比

較し、平成３１年度は４億１,０５４万２,０００円で、９,１７３万２,０００円、率で約

３０％近く伸びています。これは、各種サービス給付が増加しているためで、その主なものと

しましては、一つとして、入浴・排せつ・食事の介護などを行う生活介護が、平成３０年度は

１億９８１万２,０００円、平成３１年度は１億２,６７７万２,０００円と、１,６９６万円、

約１５％の増、二つとして、住宅において生活援助を行う共同生活援助、いわゆるグループホ

ームですが、平成３０年度は３,００４万３,０００円、平成３１年度は４,５７３万

３,０００円と、１,５６９万円、約５２％の増、三つとして、日常生活の動作の指導等を行う

児童発達支援が、平成３０年度は１,３６６万４,０００円、平成３１年度は３,０９９万

２,０００円と、１,７３２万８,０００円、約１２６％の増、四つとして、障害児が放課後等

において生活能力の訓練等を行う放課後等ディサービスが、平成３０年度は４,５２０万円、

平成３１年度は７,１７９万２,０００円と、２,６５９万２,０００円、約５８％の増などとな

っています。 

 次に、この介護・訓練等給付費４億１,０５４万２,０００円に関する財源内訳については、
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国が２分の１の２億５２７万円、県が４分の１の１億２６３万５,０００円、町が４分の１の

１億２６３万７,０００円となっています。 

 なお、障害福祉サービス事業費の８割を占める介護訓練等給付事業については、障害者総合

支援法及び児童福祉法に基づき行っており、平成３１年度と平成３０年度のサービス内容につ

いては、特に違いはありません。予算が伸びているのは、利用者や利用日数等が増加している

ためでございます。 

 以上でございます。 

○委員長（大澤義和君） 答弁が終わりましたので、戸田委員の再質疑を許します。戸田委員。 

○委員（戸田栄子君） それでは、障害者福祉サービスについて質問をいたします。 

 今、担当課長からご報告があったように、予算が今年度、平成３０年度、平成３１年度の比

較ではかなり予算が国・県とも増えているということで、直観的には国も県もかなりこういう

事業に力を入れてきてくださってるというのが一つと、対象者が増えてきている部分もあるの

かなっていうふうに感じたんですが。そこでおたずねしたいんですけど、グループホームに対

する予算が今年度、新予算では増えてますよね。現状としてグループホームで自立していくた

めのそういう設備というかシステムはいいんですが、今現在、栄町で平成３０年度における事

業としては何名ぐらいいらして、当然、グループホームでもなかなかうまく馴染めなくて、せ

っかく本人負担も含めて経費をかけてもうまくいかなくて、何か月かで戻ってきてしまった例

とか。例えば平成３０年度でみて、どのような状況かをお知らせください。 

○委員長（大澤義和君） 湯原福祉・子ども課長。 

○福祉・子ども課長（湯原国夫君） まず、グループホームの現時点の利用者数は１８人です。

これまで平成３０年度で利用された日数の総数が４,６４４日になってます。本人が合わない

というような部分も中にはいらっしゃいますので、そのような場合にはよくご家族のかたとか、

また本人の意向等も踏まえて違う場所を探すとか、その辺は適に調整をさせていただいている

ところでございます。 

 以上でございます。 

○委員長（大澤義和君） 戸田委員。 

○委員（戸田栄子君） 結局、家庭の中で親が元気でいるとか家族で一緒に暮らせる条件のあ

る家庭はそれなりに、グループホームまで行かなくてもこの町の中で暮らしていけると思うん

ですが、いつも思うのは親が高齢になった場合の、残されたそういう子ども達、必要とする子

どもや大人の人達がどう生きていくかってことで。例えば今現在、確かに今、課長のほうから

報告はあったんですけど、問題としてグループホームのあり方っていうか、どうしてうまくい

かないで、せっかく入社をいろんな経費を町もかけて本人も支度するのにいろんな道具を買い

揃えたりして行っても、うまくいかないで数か月や１年未満で帰ってきてしまっているってい

うのは、そういうのは本人の希望でこういうふうにして欲しいとか、ある程度グループホーム
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のシステムまで町が、いわゆる利用者とそこにおられる責任者のかたとかの内容について、町

は間に入ってうまく運営ができるような、そういうところまで町の担当課あっていうのはする

ことができるんですか。確認させてください。 

○委員長（大澤義和君） 湯原福祉・子ども課長。 

○福祉・子ども課長（湯原国夫君） 運営については、その事業者が行うわけですけれども、

その運営基準等もやはり国の基準等に従って、その事業所を運営することになっておりますの

で、その中で行ってもらってると考えております。合わないというのは本当にごくごくわずか

なかたで、ほとんどのかたは納得してそのグループホームで生活をされてるわけです。先ほど

も言いましたけれども、当然、町もそういうグループホームに入ったかたが、ここが合わない

というようなお話があれば、福祉・子ども課の担当のほうが入って、事業者のかたとお話し、

すぐ出てきてもらわないで、この辺を改善してもらいたいとかその辺は言って、それでも駄目

な場合は違うところを探しましょうということでやってきております。 

 以上でございます。 

○委員長（大澤義和君） 戸田委員。 

○委員（戸田栄子君） たいへん細かいことで申し訳ありません、では現時点では当然、デー

タとして、せっかくいろんな意味で布団を買い揃えたり日常製品を買い揃えて入所しても、数

か月で戻ってきてしまって、その先の不安とか、事実、栄町ありますよね。そうすると、例え

ばそういう形でうまくいかなかった場合の報告とか、それは全て担当課は掴んでいると思うん

ですが、現時点で栄町の予算の中で障害者福祉サービス事業を行ってる中で、問題点は現時点

でかかえていますか。それとグループホームでの問題をかかえているか。 

 それから、予算が相対的にはかなり国の予算、県の予算が増えてますよね、新年度予算で。

それは、なかなか予算を、せめて横並びで獲得するのがたいへんな中で、とりわけ今回、金額

的には億単位で増えてますね。それは何か特別、国のほうの事業で予算上、措置があったのか

どうかを確認させてください。２つの点でお願いします。 

○委員長（大澤義和君） 湯原福祉・子ども課長。 

○福祉・子ども課長（湯原国夫君） まず１点目の、グループホームの課題ということですけ

れども、確かにさっき戸田議員おっしゃったようにうまくいかないかたもいらっしゃいますけ

れども、先ほども言いましたけれどもごくわずかで、特にグループホームで問題を起こしてど

うにもならないというようなケースは、私としては把握してはおりません。 

○委員長（大澤義和君） 戸田委員。 

○委員（戸田栄子君） いないのか。 

○委員長（大澤義和君） 湯原福祉・子ども課長。 

○福祉・子ども課長（湯原国夫君） 聞いておりません。 

 今回の予算額につきましては、平成３０年度の決算を見込んだ予算を立てております。そう
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いうこともありまして、大幅に伸びているという部分もあります。 

○委員長（大澤義和君） 戸田委員。 

○委員（戸田栄子君） 短い確認ですけど、決算を踏まえてってことは、決算ではかなり福祉

サービスにかかる障害者福祉やサービス提供事業にかかる経費が思いのほかかかったというこ

とで、来年度はこれを上回る国や県の基準に基づく予算が増えるだろうという、そういう積算

ですか。確認させてください。 

○委員長（大澤義和君） 湯原福祉・子ども課長。 

○福祉・子ども課長（湯原国夫君） これまでも、この介護訓練給付費については毎回、９月

補正とか、場合によっては１２月補正という形でやっていました。決算的にはほぼ、一気に伸

びるってことはないんですけども、いずれにしても先ほど言いましたとおり、利用日数、また

利用者が増えておりますので、この費用については右肩上がりで伸びてきていることは事実で

す。国が、額が増えるというのは町がやったことに対して国が２分の１、県が４分の１増えま

すので。当然、町の支出が増えれば国・県の補助金も収入としては増えてくるということでご

ざいます。 

 以上でございます。 

○委員長（大澤義和君） 戸田委員。 

○委員（戸田栄子君） 一つの事で時間申し訳ない。実際に今、担当課長のほうから ご報告

があったように、本来は減ってほしい予算、いろんな意味でこの予算は、町の当初予算を上回

るような出費が無いようにお願いしたいし、私達もそれを願望してますが、現実的には増えて

いるということの確認で、担当課もたいへんだと思いますが。グループホームだけじゃなくて 

通所、障害のある子どもの学童保育から就業についてもなかなか受入れ先の問題とか、平成

３０年度の事業の中でも就労支援で、行ってもなかなかうまくいかないとか、トラブルがあっ

たりとかっていうことがあると思うんですが、そういう場合、例えば保護者がきちんといる場

合と、孤独に１人で暮らしてる場合とか家庭環境違いますよね。就労支援で障害者がいろんな

ところに働きに行った場合に、トラブルって、平成３０年度の中ではどういうふうに報告を受

けてますか。 

 それと、自立支援を含めた現状をどのように掴んでおられるか聞かせて。それを平成３１年

度の中でどのように変えていこうとされているのかをお聞かせください。 

○委員長（大澤義和君） 湯原福祉・子ども課長。 

○福祉・子ども課長（湯原国夫君） 就労支援のトラブルの関係ですけども、やはり障害をお

持ちのかたですから、就労というのは一番、すんなり馴染めるというかたもいれば、なかなか

馴染めない、どちらかというと行ったところの仕事が合わないとか、人間関係がうまくいかな

いとかで長続きしないというかたも何名かはいらっしゃいます。何名かいらっしゃいますけど

も、ではまた、こういうところはどうですかとか、そういうのは町のほうも一緒になって支援
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をして新たな就労先を探しているところでございます。 

 例えば就労継続のほうの人数で申し上げれば、いま利用者として、雇用契約のほうのレベル

の高い方のかたの人数としましては９人いらっしゃいます。平成３１年度の予定だと１人、

２人くらいは増えるんじゃないかなということで考えております。 

 以上でございます。 

○委員長（大澤義和君） 戸田委員。 

○委員（戸田栄子君） わかりました。予算審議ですから。現状としてはレベルが高いという

ことは、ある程度、就業能力のあるかたですよね。この９人の中で就業能力っていうのが、専

門的に判定がどこで就業能力があるか無いかっていうことの基準がわからないんですけども。

ただ現時点では９人いらして、現時点、問題なく就業をされているってことですか。それから

レベルっていう言いかたはちょっと抵抗あるんですが、それ以外のかたで本当に軽度の事業、

自宅で日中、１人でいるよりは多くの人と交わるという、それはいろんな意味でプラスになる

ってことで簡単な作業で就労されているかたは何人ぐらいですか。 

○委員長（大澤義和君） 湯原福祉・子ども課長。 

○福祉・子ども課長（湯原国夫君） 先ほど申し上げました９人のかたは、いわゆる就労継続

支援Ａ型といって、こちらは雇用契約に基づいた就労になります。もう一方の就労継続支援Ｂ

型というこちらは、雇用契約じゃない形になりますけれども、こちらの利用者が２１人いらっ

しゃいます。 

○委員長（大澤義和君） 戸田委員。 

○委員（戸田栄子君） わかりました。そうしますと、今、私達、身近に感じるのは、Ｂ型の

２１人もいるんだな、けっこう人数多いなっていうふうに感じたんですけど、Ａ型のかたはあ

る程度の能力備えて収入もそれなりにあるかただと思いますが、Ｂ型でその２１人っていうの

は意外と多いなと感じたんですが、Ｂ型の中で今年度、町担当課としても問題提起を受けたり、

何らかの働き方改革じゃないですけど、障害者の受け入れ状況など改善する必要があるという

ような事例には遭遇されてますか。確認させてください。 

○委員長（大澤義和君） 湯原福祉・子ども課長。 

○福祉・子ども課長（湯原国夫君） 先ほども申し上げましたとおり、その仕事になかなか合

わない、人間関係等うまくいかないとかそういうのはいらっしゃいます。ただ、本人も働きた

い意欲が当然、持ってますので、福祉・子ども課としてもそこの事業所に行って何が合わない

のかとか、例えばその事業所においても何種類も仕事がありますので、次はこの仕事に変えて

みてくださいとか、それは事業者のほうにもお願いしながら、何か合う仕事を見付けられるよ

うにこれまでも支援してますし、それでもどうしても駄目だった場合には、また違う事業所を

見付けるというようなことで行っております。 

 以上でございます。 
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○委員長（大澤義和君） 戸田委員。 

○委員（戸田栄子君） 最後に、それではこの頄目の障害者福祉サービス提供事業については

終わりますけれども、結局、予算的には当初、申し上げましたように町が必要としてるからこ

の事業については当然、町が申請して県も国もそれに合わせて補助金が増えるんだっていう、

国独自の上乗せとかパーセンテージの引き上げでなくて、町が事業と、必要としていることに

付いた県・国の補助金だというふうに説明されましたが、ということは県・国の補助金が増え

てるってことは、町の事業として障害者福祉サービス提供事業は、この新年度では事業をもっ

と多く展開していかなければならない、展開していくんだっていう予算措置ということを確認

させてください。 

○委員長（大澤義和君） 湯原福祉・子ども課長。 

○福祉・子ども課長（湯原国夫君） 町が行うっていうことじゃなくて、利用者がその事業、

サービスを受けるかたがいらっしゃいますので、町がそのサービス受けたいと申請があれば町

としましては、基準に合えばそれなりにサービスを提供する。それにサービスを提供した障害

者総合支援法と児童福祉法に基づく基準に基づいたようなサービスを提供すれば、国が２分の

１、県が４分の１、残りは補助金が増えれば当然、町の分も同じく上がっていくということで

す。障害者サービスについては、栄町の場合はけっこう町村の中でも、市よりサービス量が多

い部分もございます。それだけ障害者サービスには栄町は手厚く行っていると、別の意味で見

ればそういうことが言えるんじゃないかなと。 

 以上でございます。 

○委員長（大澤義和君） 戸田委員。 

○委員（戸田栄子君） １頄目終わります。 

○委員長（大澤義和君） それでは次に入ります。介護保険給付事業について説明をお願いい

たします。青木健康介護課長。 

○健康介護課長（青木茂雄君） それでは、平成３１年度における事業の取組の特徴と低所得

者保険料軽減分に対する取組について、ご質問にお答えいたします。 

介護保険給付事業の２億４１０万円については、主に、介護保険特別会計繰出金でございま

す。内訳としましては、要介護のかたへ、通所、訪問介護や特別養護老人ホーム等の施設サー

ビスなどに対しての介護保険給付負担分として、１億６,３０８万９,０００円、また要支援の

かたへ、介護予防のための訪問型、通所型サービスなどに対しての地域支援事業交付金分とし

て、１,６２７万１,０００円、また介護保険賦課徴収や要介護認定事務に対しての事務費分と

して、２,２２６万１,０００円です。取組の特徴としては、介護給付費の通所介護、介護予防

支援・居宅介護支援、地域密着型特定施設入所者生活介護支援などのサービスの需要が増えて

いるので、それに対して、十分な対忚をすることとしています。 

次に、低所得者の保険料軽減の取組の予算は、２４４万９,０００円を計上しております。



 

１０４ 

 

これは、生活保護を受けているかたや市町村民税非課税世帯で、所得段階が第１段階の見込み

の９１４名を対象に、年額２６,７４０円から２４,０６０円へ、２,６８０円減額した分を町

が負担するものでございます。 

以上、答弁とさせていただきます。 

○委員長（大澤義和君） 戸田委員の再質疑を許します。戸田委員。 

○委員（戸田栄子君） 担当課もこの事業、たいへんだと思います。ますます高齢化社会とい

う現状の中で、元気で皆が健康でいてくれて、介護保険の適用を受けないような生活を私自身

も望んでますけども、こういう中で今、訪問介護、地元の某先生が担当してますけども、細か

いことたいへん聞きますけど、この訪問介護については対象者は年々、増えているんでしょう

か。まずそれを確認させてください。 

○委員長（大澤義和君） 青木健康介護課長。 

○健康介護課長（青木茂雄君） それでは、恐れ入りますが戸田委員、人数はちょっと把握し

てないんですが、全体的、金額的には約１５％ぐらい伸びております。 

 以上でございます。 

○委員長（大澤義和君） 戸田委員。 

○委員（戸田栄子君） そうすると訪問看護が増えているってことは、逆に入所から訪問に切

り替えてるかたも、よくとったら何でもない健康なかたが訪問看護受けるってことは、これは

マイナスですけど、入所から家庭に戻って訪問を受ける、そういう事例の動きっていうのは、

傾向としてはここ栄町はどうなんですか。それとも重くなる人が多いんですか。 

○委員長（大澤義和君） 青木健康介護課長。 

○健康介護課長（青木茂雄君） まず直近の施設、特別養護老人ホームとかそういう施設に入

っているかたが、今、８９名なんです。昨年の同時期と比べますと人数はプラス２人、３人し

か増えてないんです。逆に、先ほど答弁しましたが在宅の関係の訪問とか介護予防関係とか、

通所も当然、自宅からこういう施設のほうに通所で行きます、デイサービスですね、そういう

部分が増えてるって形がありますので、ある程度、在宅介護の部分の介護給付率が伸びてるっ

てことは、認定者、いま８７９名、認定率で１１.６％ですので、６５歳以上の人口が増えて

いる割には認定率が低い。また、施設に入っているかた今言った人数ですので、やはり在宅で

介護支援で生活をしていただいてるかたが多いのかなと。また、先ほど戸田委員おっしゃいま

した町内のドクターが、休診日に率先して訪問看護をしていただいて、介護のほうの居宅事業

所との連携も図って、適正なサービスをしていただいているって形でございまして。当初予算

と前年度を比較すると伸びているは伸びているんですが、そういう部分では尽力していただき

まして、在宅での介護サービスである程度、対忚していただいてるというのが現状でございま

す。 

○委員長（大澤義和君） 戸田委員。 
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○委員（戸田栄子君） ただいま担当課長からご報告いただいて、本当に担当課はじめ町挙げ

てがんばっておられる結果かなと思って受け止めてます。ですからそういう意味ではますます

そういうあれが増えていくんでなくて、良い方向に向かっているという報告ですので、ぜひ引

き続き、とりわけ担当課においては頑張っていただきたいと思って、この頄の質問は終わりま

す。次にお願いします。 

○委員長（大澤義和君） 次に行きます。キッズランド運営事業費についてご答弁をお願いし

ます。湯原福祉・子ども課長。 

○福祉・子ども課長（湯原国夫君） それでは予算書の５２ページ、予算説明書では１４ペー

ジ、キッズランド運営事業の、平成３０年度の運営実績を踏まえた新たな展開はあるのか。ま

た、予算減額は何故かについて、お答えをいたします。 

キッズランドは、雤の日でも安心して遊べる施設として、平成３０年４月のオープン以来、

平成３１年２月までの来場者数が１２,３３４人、月平均では３５３人もの多くの親子連れで

賑わっております。これは、アップＲがふれあいプラザさかえ内で行っていた平成２９年度と

比較すると、約１.５倍と大きく増加しております。平成３１年度の運営につきましては、利

用者の声を聞きながら、充実や改善ができるものがあれば、新たに行っていきたいと考えてお

ります。平成３１年度の予算については、平成３０年度と比較し、６５万１,０００円の減額

となっていますが、この要因としましては、一つとしてはオープニングセレモニー経費２１万

４,０００円の減、二つとして、日々雇用職員賃金３７万１,０００円の減、この賃金につきま

しては、アップＲの日々雇用職員がベテランであることから、時間を短縮して業務ができてい

ること、あるいは赤ちゃん訪問前にキッズランドに来場した際に相談ができることによって、

訪問回数が減ったなどによる減ということになります。 

以上でございます。 

○委員長（大澤義和君） 戸田委員の再質疑を許します。戸田委員。 

○委員（戸田栄子君） たいへん明るい、前向きな事業の報告で、本当に私たち議会議員とし

ても嬉しく思いますし、今、子どもに対する虐待とか育児放棄とかっていうようなそういう社

会情勢の中で、栄町がキッズランド運営事業を行っているということは、たいへん明るい気持

ちで報告を受けました。それと、今、定住・移住促進の中で若いお母さん達がこういう事業を

栄町の事業を理解して、一つの魅力と感じて来ていただきたいなと思うので、その辺のＰＲも。

定住・移住促進って言ったら、住宅補助しますよ、何々で子ども１人連れてきたら幾らあげま

すよっていうことも大事ですけど、こんな ＰＲもぜひ新年度に向けてやっていただきたいと

思います。 

 ただこの中で聞きたいのは、開館以来、いろんな意味で上手くいってると思いますが、例え

ば怪我をしたりとか子ども同士で喧嘩をしたトラブルとか、そんなことは無かったですか。 

○委員長（大澤義和君） 湯原福祉・子ども課長。 
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○福祉・子ども課長（湯原国夫君） オープン以来、私の元にそのような、喧嘩があったとか、

お子さんが怪我をしたというようなことは聞いておりません。 

○委員長（大澤義和君） 戸田委員。 

○委員（戸田栄子君） では最後の質問です。そうすると、利用者数は先ほどお聞きしました

が、対象者がだくさんいても利用するかたというのは、開いてる間はだいたい同じかたが来る

のか、それとも、新しいかたも入ってきたりしてかなり入れ替えがあるのか、その辺の状況は

掴んでおられますか。 

○委員長（大澤義和君） 湯原福祉・子ども課長。 

○福祉・子ども課長（湯原国夫君） それについては、週何回とか月何回、来てるかっていう

アンケート調査、アップＲ始めてからアンケート調査、利用者のかたからいただいてます。そ

の中で聞いた利用状況について、全部で６９名のかたからの回答をいただいた中で、週１回か

ら５回が一番多くて３２名、月数回が２２名、初めてのかたが５名というような形です。です

から、週何回か来てるかたが一番多いっていうことなんで、リピーターのかたが比較的多いの

かなということは言えるんじゃないかなと思います。 

○委員長（大澤義和君） 戸田委員。 

○委員（戸田栄子君） 初年度の初めての事業にしては項調に利用されているし、お母さん方

も何人かから、いいね、とても子どもを連れていきやすいっていう、入りやすいというかそこ

に行きやすいっていう感想も、何人かのかたから聞いてますし、まず第一に綺麗で。新築です

から綺麗で当たり前ですが。綺麗だっていう魅力と、スタッフのかたが、とても感じが良いっ

ていう。とても評判良いですね。ですから、一番心配なのは怪我とかそういうことがないよう

な監視は必要、監視というか目を届かせることは大事だと思いますが。新事業にしてはたいへ

ん好評で、ぜひこれからもそのための予算、必要な分は、ぜひ担当課によろしくお願いします。

次の質問に移ります。予算書８２ページ、２６の教員アシスタント問題でお願いします。 

○委員長（大澤義和君） それでは次、入ります。教員アシスタント職員活用事業について学

校教育課の説明お願いします。大野学校教育課長 

○学校教育課長（大野真裕君） まず、合計５人の配置の可能性についてお答えいたします。 

配置人数につきましては、学校からの配置要望を聞き、また、学校の実情を把握するなどし

て総合的に勘案し、平成３１年度も引き続いて各校に１名ずつ、合計５名の配置を予定してお

ります。 

 なお、配置人材につきましては、平成３０年度と同様に、教員免許状保有者でありさらに過

去に指導経験のあるかたを積極的に登用したいと考えています。また、本町教育委員会が進め

る学校における働き方改革の重要性を十分に理解して勤務して頂けるかたを登用したいと考え

ています。予算可決の後には、速やかに雇用及び配置の手続を行う予定でおります。 

続きまして、成果についてお答えいたします。町立小・中学校に勤務する県費負担教職員を
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対象に、１２月に「学校における働き方改革アンケート」を実施したところ、その成果を感じ

ると回答した割合は８７．５％に達し、また、自分でも業務改善の取組をしていると回答した

割合も８５．４％にのぼりました。この結果から、学校における働き方改革を推進するため、

教職員一人ひとりも積極的に意識改革に取り組んでいる実態が把握できたことにより、本件事

業の成果が着実にあがっているものと認識しております。 

 以上です。 

○委員長（大澤義和君） 戸田委員の再質疑を許します。戸田委員。 

○委員（戸田栄子君） 平成３１年度予算でも引き続きアシスタント事業を行うということだ

と思いますが、この５人という人数が、私この辺がよくわからないので教えていだたきたいん

ですが、それは学校に１人ということですよね、小中学校。学校に１人というのは例えば補助

金関係とかいろんな意味でどうなんでしょう、１人が的確だという判断なんですか。それとも

学校の生徒数にもよると思うんです、学級数とか。それは、人数は１校１教員ということでは

なくてもいいっていうことなんでしょうか。教えてください。 

［「補助金無い。」という声あり］ 

○委員長（大澤義和君） 戸田委員。 

○委員（戸田栄子君） 無いのか。これは生徒数と学級数なんかにも影響するんで、学級数が

尐ない学校、多い学校とあるとおもうんですが、その辺はどのような解釈なんですか。 

○委員長（大澤義和君） 大野学校教育課長 

○学校教育課長（大野真裕君） 今年度、このアシスタント職員事業を始めたところでござい

ます。確かに教員数、児童・生徒数によってアシスタントの職員人数を配置できればいいとこ

ろなんですが、今、町単費で行っているところでございます。そういったところを鑑みますと、

各校に１名配置して、その中で運用をいただいていると。その中でも成果が上がっているとい

うことで、教職員のほうもアンケート結果にお答えいただいているところでございますので、

来年度も今年度同様の事業規模で行うことを予定しております。 

○委員長（大澤義和君） 戸田委員。 

○委員（戸田栄子君） いまご説明いただいて了解しました。一番、私たち議会として関心が

あるのは、職員の過重勤務というか、本当に余裕を持って子ども達に接していただきたいし、

まず先生方の健康管理をきちんとしていただきたいっていう、その要望のもとに、このアシス

タントの問題も提起されてると思うんで。まず、ぜひ新年度予算、新しい平成３１年度になり

ましても、この職員の健康管理、働き方改革に、ぜひ担当課としては教育委員会としては目を

光らせていただいて、目配りをしていただけることを念願してこの質問は終わります。 

○委員長（大澤義和君） それでは次に入ります。学校給食運営事業、これについては先ほど

松島委員の質問のとおり説明がされておりますので、戸田委員の再質疑を許します。戸田委員。 

○委員（戸田栄子君） そうしますと、第３子以降の児童・生徒の学校給食費の無料化が実施
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されるということで、この第３子というのは、子どもは例えば１人から５人、今の時代ですと

５人ぐらいいらっしゃるかたも稀ですが、この子どもの第３子以降という解釈が、私、最初、

学校給食を受けている子どもが３人いる場合の３番目っていうふうに単純に考えてたんですが、

子どもがたとえ高校生でも大学生でも学校に通っている子供がいる場合には、その子供も入る

っていって、すごい前向きにこの第３子の意味を捉えてくださってるなというふうに私は感心

しました。そこで、高校生が２人いて中学生が１人だったら、その中学生１人の子は対象にな

るんですよね。今、現時点で対象者となる子供の数、把握されてますでしょうか。 

○委員長（大澤義和君） 大野学校教育課長。 

○学校教育課長（大野真裕君） 現在、想定しておりますのは、小学生７０名、中学生２０名、

これは３人以上の兄弟を有する世帯の数を抽出いたしまして算出いたしました。ただし、この

制度につきましては申請制度を採っておりますので、どのぐらいの申請者があがってくるかに

よって、また対象世帯も変わってきますので、その辺はこの制度の申請制度ということを考え

ていただいてご理解いただければと思います。 

○委員長（大澤義和君） 戸田委員。 

○委員（戸田栄子君） いま申請制度を採るということは初めてお聞きしたものですから。そ

うしますと当然、保護者に、いま現行で小中学生のいるご家庭にその連絡をされて、その連絡

された家庭の親がそれに基づいて適合する、しないを判断し、するということだと思うんです

が。そうしますと、現時点ではその申請書があがってこない限り、数が分からないっていうこ

とですよね。でも対象者として今の栄町の戸籍上に、小学生の子どもの中でお兄ちゃんがいる

とか、大学生がいるとかっていうデータは今、出ますよね。それを教えてください。 

○委員長（大澤義和君） 大野学校教育課長 

○学校教育課長（大野真裕君） 先ほど申し上げた数字が、３人兄弟以上の世帯がいるところ

の人数で小学生７０名、中学生２０名ということを把握しております。この後、申請のあがっ

てきた世帯の兄弟の構成によって、支給できる、できないの判断をしなければなりません。現

在、想定しているのは大学生を上にして中学生、小学生が３番目以降のお子さんを無償化にす

ることを考えております。 

 ただし、例えば３人兄弟で真ん中のかたがもう働いていて３番目のかた、というようなこと

になりますと、実質、対象になる３番目のお子さんは２番目というような理解にして、そのか

たは対象にならないような制度を考えております。 

 以上でございます。 

○委員長（大澤義和君） 戸田委員。 

○委員（戸田栄子君） 学校給食費の助成、全国的には無償化もありますし半額も色々取り組

んでる自治体の内容はまちまちだと思うんですが、基本的には私は学校給食は教育の一環とい

う、そういう立場で考えましたら、せめて最初は半額とかって形から出発して、第２子、第
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３子っていうことでなくて、できたらそういうすっきりとした形で始めてほしいと思ってるん

ですが、これは取組方が変わっている。 

［「ゼロよりいいよ。」の声あり］ 

○委員長（大澤義和君） 戸田委員。 

○委員（戸田栄子君） もちろんそうです。ただ、この形というのは、どこか他の自治体なん

かでやってらっしゃるのを参考にしたんですか。教えてください。 

○委員長（大澤義和君） 大野学校教育課長 

○学校教育課長（大野真裕君） 県内で第３子減免を実施している自治体は７自治体ございま

す。それから、全員無償化３自治体でございます。というようなところで、近隣ですと酒々井

町で実施しております。 

○委員長（大澤義和君） 戸田委員。 

○委員（戸田栄子君） 神崎町もでしょう。 

○委員長（大澤義和君） 大野学校教育課長 

○学校教育課長（大野真裕君） 神崎町は全員対象になっております。第３子以降の無償化に

ついては、近隣の酒々井町でも行っておりますので、そうしたことから第３子以降というよう

なことで無償化を考えたところでございます。 

○委員長（大澤義和君） 戸田委員。 

○委員（戸田栄子君） ありがとうございます。多尐、金額についての自治体の違いがあって

も、第１歩を踏み出したということで、たいへんこれは前進的な取組だと思って評価させてい

ただきます。将来はこの内容をもっと充実させて、学校給食も教育の一環って立場で更なる軽

減と町の事業として取り組んでいただけますことをお願いして質問を終わります。ありがとう

ございました。 

○委員長（大澤義和君） これで、戸田委員の通告に対する質疑を終わります。 

以上で、通告に伴う質疑を終わります。 

これより、通告以外の質疑を許します。岡本委員。 

○副委員長（岡本雅道） 予算書３４ページ、説明資料３４ページの、相撲を活用した外国人

観光客誘客事業についておたずねします。 

 まず、事業名が観光客誘客事業、それからさっきの質疑内容のところで、体験による地域活

性化協議会がいろいろ検討しているという。これ、なんで教育委員会がこういうことやるんで

すか。 

○委員長（大澤義和君） 早野生涯学習課長。 

○生涯学習課長（早野 徹君） いろいろご意見はあると思うんですけど、一忚、これ「相撲

を活用した」ということで、スポーツということでスポーツ関係を生涯学習課が所掌しており

ますので、生涯学習課で担当しているものでございます。 
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○委員長（大澤義和君） 岡本委員。 

○副委員長（岡本雅道） それならば相撲による台力向上とか、健康増進とか、そういうタイ

トルにすべきで、誘客事業とか経済活性化とかいうところにいろいろご相談するような話じゃ

無いんじゃないですか。 

○委員長（大澤義和君） 早野生涯学習課長。 

○生涯学習課長（早野 徹君） 地方創生の計画を作ったときに、こういう形で申請しないと

交付金がいただけないのかな、計画の中でのものですので。それ以上のことはちょっと私も申

し上げられません。わかりません。 

○委員長（大澤義和君） 岡本委員。 

○副委員長（岡本雅道） これ、担当課長はどなたがお決めになるんですか。 

○委員長（大澤義和君） 早野生涯学習課長。 

○生涯学習課長（早野 徹君） 地方創生の関係３事業、黒豆とコスプレと相撲、この計画を

作ったのは企画政策課のほうでまとめて、それを行って。計画を作ったのが企画政策課でまと

めております。 

○委員長（大澤義和君） 岡本委員。 

○副委員長（岡本雅道） そうしたら産業課でやればいいんですよね。誘客とか経済活性化と

いうのであれば。今、産業課長いないけど、元産業課長いるけど。これ、教育委員会会議か何

かにきちんと諮られてるんですか。こういうことを教育委員会がやりますっていうことを。か

なり異例なことだと思うんですよね。教育委員会というのは学校教育だとか社会教育、文化、

スポーツとか幅広いですけど、あくまで教育という基軸の元に行われている組織ですよね。だ

から行政委員会としての立場でこういうことができるってのが不思議なんですけどね。 

○委員長（大澤義和君） 池田教育総務課長。 

○参事兼教育総務課長（池田 誠君） 当時、この事業を教育委員会で行うか行わないかとか、

その議論はしてはいません。ただ、これは一つの地域活性という大きな枞組みの中でこういう

ものをやっていこうということで。その一部として教育委員会の生涯学習課が、先ほど課長か

らも言ったんですけど、スポーツという観点、あと他の水神様ですとかそういうものでも教育

委員会が主管してましたんで、それで一部を抜き取ってやっているという事業でありますので。

この国際観光だとか黒豆だとかそういうものであるからみんな産業課、というとみんな名前だ

けで産業課っていうのも非常にボリュームが多くなりますので。それはこういう小さな町です

ので、それをうまく分業じゃないですけどやった結果であると思います。ですから我々として

は相撲という、一つの先ほど言ったスポーツという、生涯学習だからそういうものあります、

スポーツという観点でうちのほうに当時、企画政策課のほうからきてるのであるのではないか

と思ってるんですが。 

○委員長（大澤義和君） 岡本委員。 
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○副委員長（岡本雅道） 尐なくとも、事業名からすると金儲けですよね。産業振興か、教育

とはちょっと縁遠い話だと思うんですが、スポーツという観点はここには無いじゃないですか。

教育委員会じゃないんですか、生涯学習課。 

○委員長（大澤義和君） 早野生涯学習課長。 

○生涯学習課長（早野 徹君） 私どものほうで所掌しておりますけど、協議会については企

画政策課も産業課も、事務局として入っていますので、その辺でご了承していただきたいと思

うんですけれども。あと、これは本音というところなんですけど、遊悠亭の改修を考えたとき

に、この事業でやればある程度、町のためになるというところで生涯学習課のほうで所掌して

いるというふうに聞いています。 

○委員長（大澤義和君） 岡本委員。 

○副委員長（岡本雅道） これに限らず、例えばリバーサイドマラソンも生涯学習課でやって

おられるようですけども、例えばあれ、ああいう３,０００人ぐらい人が集まる大きな大会が

教育委員会会議のテーマになってますか。新規事頄って、企画段階でこういうことをこういう

ふうな形でやりたいというようなことが審議されているかどうかなんです。ちょっと生涯学習

課のほうの教育委員会としての立場が相当、忘れられているんじゃないかっていうことを懸念

して、これを題材に取ったんですけど。そういうことを申し上げて、いいです、苦しそうです

ので。これ以上、早野課長、問い詰めても仕方がありませんので。ただ、そういう点だけはち

ょっとご注意願いたいなと思いました。 

 以上です。 

○委員長（大澤義和君） 高萩委員。 

○委員（高萩初枝君） 福祉・子ども課へお願いします。命を支える取組について、平成

３１年度はどのような事業を予定されているのかうかがいます。 

○委員長（大澤義和君） 湯原福祉・子ども課長。 

○福祉・子ども課長（湯原国夫君） 事業的には、心の相談ホットスペース事業になります。

その中で今回、この間、全員協議会でも自殺対策計画を健康増進計画の中で入れて、一体的に

進めるということでご説明させていただきました。平成３１年度について心の健康づくり、い

わゆる自殺の事業として特にこれをやる、というのは、まだ決定していません、平成３１年度

何をやるかっていうのは。ただＰＲ不足っていうのは非常に感じておりますので、まずＰＲは

やっていかなくちゃいけないのかなっていうふうには感じております。 

 以上でございます。 

○委員長（大澤義和君） 高萩委員。 

○委員（高萩初枝君） 栄町は自殺する人の数が人口比に対して結構、高いですよね。こうい

う中で相談事業も、よりＰＲに力を入れてというのはそのとおりだと思います。そういう中で

気が付いたんですが、市川市で実施している「こころの体温計」、こういう事業を実施してい
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るんですけども、これについてご存知ですか。 

○委員長（大澤義和君） 湯原福祉・子ども課長。 

○福祉・子ども課長（湯原国夫君） ネットのほうで調べさせていただきました。要するにパ

ソコンやスマートフォン、携帯電話を利用して気軽にメンタルヘルスチェックができるという、

アプリ、システムですね。そこで何個かの健康状態とか人間関係、住環境などの質問頄目に回

答すると、ストレス度、落ち込み度とか何かが表示されて、今の自分の状態がわかるという、

そういうものだと確認しています。 

 以上です。 

○委員長（大澤義和君） 高萩委員。 

○委員（高萩初枝君） 実際、来てもらって相談したりそういうのも非常にいいんですけども、

今からの時代じゃないんですけども、若い世代、私ももう、若い世代という年代になったかな

と思ってるんですけども、スマートフォンでいろんな情報とか相談とか、自分の健康状態をや

って知るってのも大事だと思うんですよ。市川市で実施しているのは、いろんな関係機関と連

携して立ち上げてるんで、こういうのをアプリですか、栄町でもぜひとも実施できるように検

討するような時代にきてるんじゃないかと思いますが、いかがですか。 

○委員長（大澤義和君） 湯原福祉・子ども課長。 

○福祉・子ども課長（湯原国夫君） まだ、ついこの間、調べたばかりですので、もう尐し勉

強させていただきたいと思います。 

○委員長（大澤義和君） 高萩委員。 

○委員（高萩初枝君） ぜひとも早期に前向きにお願いします。 

○委員長（大澤義和君） 他に質疑ございませんか。戸田委員。 

○委員（戸田栄子君） 国民健康保険特別会計についておたずねします。一般会計からの繰出

金、いま本当に事業をいろいろ展開して人間ドックはじめ健康増進事業をがんばっておられま

すけども、一番の願いは一般会計からも国保会計に補助して、国民健康保険税の負担を軽くし

てほしいという一番の願いなんですが、新年度は４,３９９万２,０００円、前年度よりも減っ

ているんですが、この辺の内容についてお聞かせください。 

○委員長（大澤義和君） 金子住民課長。 

○住民課長（金子 治君） それでは、ただいまのご質問にお答えいたします。 

 一般会計の法定外の繰出金のことだと思います。この８４８万１,０００円になりますけれ

ども、内訳といたしましては、税の補填分が５００万円、それと特定健康審査等負担金の町負

担金として３４８万１,０００円になります。それで、平成３０年度の見込みから見ますと、

ちょうど半分になるわけなんですけれども、こちらにつきましては国保が広域化になって、県

のほうで国保運営方針というのが作られました。その国保運営方針の中で、法定外の税補填を

するための法定外の繰入れ、一般会計から見ると繰出しですけども、繰出金については、国保
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じゃない人も税金で負担してることになるので、それはなるべく解消していくようにというこ

とが明記されておりまして、その国保運営方針に書かれていることは、県内の市町村、従う義

務があるので、それはやっていかなくてはいけなくなります。 

なおかつ、国保が広域化になったことによって、今までは医療費が上がった場合は繰入れを

しないと足りないっていう場合もありましたけれども、国保が広域化になりましたから医療費

が幾らかかっても県のほうで全部、補填してくれます。という意味からも、国保運営方針の中

では一般会計繰入れは解消していって、国保じゃないかたに負担をさせないようにしなさいと

いうようなことですね、それに従って徐々に減らしていくような形をとっています。そういう

方針になっています。 

以上でございます。 

○委員長（大澤義和君） 戸田委員。 

○委員（戸田栄子君） 基本的な仕組みはわかります。ただ、国保でないっていうかたでも、

年齢、勤めているかたとの関係ですよね、会社の保険ね。ただ、いずれ退職すればお世話にな

るので。一定の期間の考え方はそうですが。そうすると広域になった関係でそれはたいへんチ

ェックが厳しいということですか。確認させてください。 

○委員長（大澤義和君） 金子住民課長。 

○住民課長（金子 治君） チェックが厳しいというか、今まではそういうふうに、こういう

問題があるから法定外の一般会計繰入れはどうこうしなさいっていうところがなかったんです。

なかったんですが、国保の仕組みが変わりまして県が全体を統括するようになりましたので、

そこで決めたということです。県の国保の運営協議会というのがあるんですけども、その中で、

社会保険の代表委員も２名ほど入っているんです。私、そこによく傍聴に行くんですが、そう

しますと、「国保に対しては社会保険料の一部がすでに前期高齢者交付金として交付されてい

るので、その上での法定外一般会計繰入れは社会保険被保険者の二重負担となるため、早期解

消を強く望む」ということで、国保の運営協議会の中でもそういう意見がたびたびあります。

そういうのをもって、県の国保の運営方針にはそういうむねが書かれたんだと思います。 

 以上でございます。 

○委員長（大澤義和君） 戸田委員。 

○委員（戸田栄子君） その流れはわかります。ただ、それが違反だと、そういう意見がある

ということと、してはいけないことをするんじゃないっていうことですよね。してはいけなく

ない。 

 それと、他の町村もそういう形でその意見に対して右へならっているんですか。 

○委員長（大澤義和君） 金子住民課長。 

○住民課長（金子 治君） 他の市町村も減らしていってます。それともう１点なんですが、

国保が広域化になって町から県に対して国保事業費納付金というのを支払うようになったんで
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すが、その納付金のほうも平成３０年度と比べますと、県のほうで計算の仕方を細かくやりま

して、栄町でも大体、８,６００万円ぐらい減額されたんです。そういうこともありますので、

一般会計からの繰入れをそんなにしなくても済んだということになります。 

 以上です。 

○委員長（大澤義和君） 戸田委員。 

○委員（戸田栄子君） そういう流れですね。半分、不満ですけどわかりました。 

○委員長（大澤義和君） 他に質疑ございませんか。 

〔「なし」という声あり〕 

○委員長（大澤義和君） それでは他に質疑がございませんので、これで教育民生常任委員会

所管事頄の審査を終わります。 

執行部の皆さま、たいへんご苦労さまでした。 

この後、３時１５分より、町長、副町長、教育長、総務課長及び財政課長の出席をいただき

まして、全体質疑を行います。ここで３時１５分まで休憩といたします。 

   

午後２時５８分 休憩 
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●全体質疑 

 

出席委員（１２名） 

委 員 長  大 澤 義 和 君     副委員長  岡 本 雅 道 君 

委  員  新 井 茂 美 君     委  員  早 川 久 美 子 君 

委  員  大 野 信 正 君     委  員  橋 本   浩 君 

委  員  大 野 徹 夫 君     委  員  藤 村   勉 君 

委  員  野 田 泰 博 君     委  員  高 萩 初 枝 君     

委  員  戸 田 栄 子 君     委  員  金 島 秀 夫 君 

 

欠席議員（１名） 

   委  員  松 島 一 夫 君 

 

出席委員外議員（１名） 

   議  長  大 野   博 君 

 

  ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

説明のため出席した者 

 

町 長  岡 田 正 市 君   副 町 長  本 橋    誠 君 

教 育 長  藤ケ崎   功 君   参事兹総務課長  古 川 正 彦 君 

財 政 課 長   大 須 賀 利 明 君    

 

  ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

出席議会事務局 

事 務 局 長  野 平   薫 君    書 記  藤 江 直 樹 君 
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午後３時１５分  再開 

○委員長（大澤義和君） 休憩前に引き続き会議を開きます。これより平成３１年度各会計予

算に対する全体質疑を行います。町長、副町長、教育長、総務課長及び財政課長のご出席をい

ただき、ありがとうございます。 

ここで町長からのご挨拶をお願いいたします。岡田町長。 

○町 長（岡田正市君） 改めまして、皆さん、こんにちは。予算特別審査委員会ということ

で、２日間にわたりましてどうもありがとうございました。ずいぶん今回は熱心だなというよ

うに、なかなか呼び出しがこないので、はらはらしておりましたけれども、後の採決では多分、

賛成してくれるものと思っております。いずれにいたしましても委員長、また皆様方には本当

にご苦労さまでございました。ありがとうございました。 

○委員長（大澤義和君） ありがとうございました。 

ここで委員の皆様に申し上げます。あくまでも平成３１年度予算に対する全体質疑と

し、質疑内容が予算から逸脱しないようにお願いいたします。  

それでは、お聞きしたいことがあれば質疑をお願いします。戸田委員。  

○委員（戸田栄子君） 町長におたずねします。今年度、平成３１年度予算から、議会議員み

んなの、私も含めて全議員、町民の願いだった学校給食費の、一部ですけど無料化に入口、扉

を開けて第一歩進んだ、入ってきたという段階に、この新予算はそういうふうに計上されてい

るんですけど、これは酒々井町が一歩早く実施して栄町より先越したということは私は残念な

んですけど、ぜひ二歩目は更にこれを改善させて、一定の実績を踏んだ中で、今度は酒々井町

よりも早く栄町がこの助成の枞の拡大を進んでいただけるように思ってるんですが、なにしろ

扉を開けていただいたということには感謝をしてますので、その辺のこれからの、財政的には

本当にたいへんですけど子育て支援という観点からも、教育的観点からもどのように町長が今

後のことをお考えでしょうか。お聞かせください。 

○委員長（大澤義和君） 岡田町長。 

○町 長（岡田正市君） それでは給食費第３子目無料ということで、こういったものを周り

近所やりだしたものですから、私どもはまだ早いかなと、私どもの財政状況ではまだ早いかな

ということもありましたけれども、町民また第３子目、人口増加対策といった部分に鑑みまし

て死んだつもりで今回、第３子目を付けました。そして今後、周りまた財政状況を見ながら来

年度以降、第２子、第１子目まで財政状況に鑑みて、今後はそこまで考えざるを得ないのかな

と。これは来年、再来年の話ではございませんけれども、私どもの財政状況が好転した場合に

はいち早く取り入れてみたいなというふうに考えてます。 

○委員長（大澤義和君） 戸田委員。 

○委員（戸田栄子君） ありがとうございます。 

○委員長（大澤義和君） 岡本委員。 
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○委員（岡本雅道君） 私個人としては一部、不満な予算もございましたが、全体としてはこ

の２日間の審議を聞いて、非常にきめ細かに各課のほうで予算取りされてて、戸田委員がおっ

しゃるぐらいお褒めをいただいてるぐらい良い予算組まれていると思いました。１点だけ気が

かりなのは福祉関係です、生活保護とか障害者福祉とかこれの伸びが、いったいどこまで伸び

てくんだろうなと。そういうところが非常に気がかりなんですけども、この辺の予算措置とい

うのは財政規模が小さいだけに、町としてもけっこう苦しいんじゃないかと思いますが、この

辺の見通しをお聞かせいただければと。 

○委員長（大澤義和君） 本橋副町長。 

○副町長（本橋 誠君） 確かに、特に介護保険給付は伸びてるんですね。今までは全体の中

の６５歳以上のかたはある程度、伸びてるんですけど、今後、特に後期高齢者のかた、７５歳

以上のかた、８０歳に近くなっていくかた、そういうかたがどんどん伸びてきます。そういっ

た意味でかなり町の負担になってくるんじゃないかと。これに対してはできるだけ介護予防と

かそういう形でできるだけそういったものに対して医療費をかけて、できるだけそういったも

のが急増しないように考えてます。 

片や、障害者福祉サービスは、どうしてもサービスを良くしないといけないというものが根

底にございまして、どうしても抑制ができないというふうな形がございます。それで、そうい

う中で障害者のかた多くなってきております。お子さんも含めてです。そういった意味でこの

伸びはかなり、逆に覚悟を決めてある程度、考えていかなきゃいけないものなのかなというふ

うに思っております。 

○委員長（大澤義和君） 他にございませんか。藤村委員。  

○委員（藤村 勉君） 厳しい財政の中で、本当に町長、ご苦労さまでございました。 

 一つだけこの委員会の中で、まちづくり課の定住・移住奨励金交付事業の中で、医療系大学

関係の中で、本来は今年、止めようとしたと。でも手続が遅れちゃったために今年度の新入生

には引き続きやるということがあったんですけども、今年の１年生、入学した時点ではやるけ

れども、来年度はまた止めるというようなことを言ってたんですけども、そこはどうなんです

か。 

○委員長（大澤義和君） 本橋副町長。 

○副町長（本橋 誠君） 確かに、１１月か１２月頃、最初思っていたのはこの事業、医療

系・福祉系の、特に国際福祉医療大学の学生がアパートに入って人口増加が一つ、アパートの

経営者に対する支援が一つ、それから医療系・福祉系の方々がまちづくりに色々、参画してく

れるんじゃないかと。これから医療系・福祉系、非常に人材が尐なくなってきておりますので、

介護面から見ても。そういうかたが住んでくれれば、例えば町の介護施設とかそういったもの

に大学が終わったら就職してくれるんじゃないかなというふうな気持ちがございました。費用

だけの問題じゃなくてそういった期待もあったんですけど、昨年当たりとかその前から、例え
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ばリバーサイドフェスティバルとかそういうところに色々、参加してよとか声かけしても来な

いんですね。そういうことから、昨年の予算編成前に、１１月か１２月頃、平成３１年度から

新入生は止めましょうという話をしたんですけれども、担当がその前にＰＲしちゃって、学生

同士の中で、栄町に来るとそういった奨励金があるよというふうな形で５人程度、手を挙げて

くるって人がもう、そういう話になっていたみたいで、そういう中で急に止められなくなっち

ゃったというのが事実で、もうちょっと早く、昨年の夏頃、決断しておけば学校へのＰＲとか

そういうのも抑えられたのかなと思って、そこの部分の５人分は非常に反省しております。 

 以上です。 

○委員長（大澤義和君） 藤村委員。  

○委員（藤村 勉君） それはわかるんですけど、私はこの事業、もう尐し続けてもいいのか

なと思ってるんですよ。ただ、今年度の新入生にこの奨励金を付けるという形になると、栄町

に来て１年だけしかもらえないわけですよね。 

〔「在学中でしょう。」という声あり〕 

○委員長（大澤義和君） 藤村委員。  

○委員（藤村 勉君） 在学中ですか、それならいいんです。私、１年でこれで終わりにしち

ゃうって思ったから、それじゃ入った人に非常にまずいんじゃないかなと思ったんですけど。

では今年、手続した人は、在学中はＯＫですね。 

○委員長（大澤義和君） 本橋副町長。 

○副町長（本橋 誠君） はい、そのとおりです。 

○委員長（大澤義和君） 他にございませんか。大野委員。 

○委員（大野信正君） 町長に。長年の課題であったイベント広場の、旧の商工会議所の跡の、

あれはやっぱり栄町の町中に人をいかに引き込むかっていう中で、大きな１歩になるんじゃな

いかなと思うんですけども。あそこの場所だけだとまだまだ限られたスペースなんで、さらに

拡大できるような中で、上の大鷲神社も含めてですけども、近隣の商店が活性することの拠点

となるような形に、ぜひ色んな計画をこれからも実行していただくことを期待したいと思いま

すけど、いかがでございましょうか。 

○委員長（大澤義和君） 岡田町長。 

○町 長（岡田正市君） 先ほどイベント広場のあれも、実は今回、補助金が付いたらの話に

なりますけれども。いずれ何回か、あそこはやりたいと思っております。そしてあの周りの交

差点の改良も来年、再来年とできますので、そういったものにあわせてあそこを取り壊して。

今のままですと単費しかありませんので、都市再生整備に忚募して、それが付いたらという話

になりますので。なるべく付けていただけるように努力して今後、陳情したりなどしてみたい

というふうに思ってます。 

○委員長（大澤義和君） 大野委員。 
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○委員（大野信正君） いまおっしゃっていただいたけど、やっぱり房総のむらまで来てる人

達を、いかに町中の魅力を発信してきてもらえるかという中の一つの拠点になる可能性が強い

のかなと思うので、いまおっしゃっていただいたように更なる拡大を期待しておりますので、

よろしくお願いしたいと思います。 

 以上です。 

○委員長（大澤義和君） 他にございませんか。野田委員。 

○委員（野田泰博） 町長の、今まで２期、３期目ずっと見てますと、やっぱり僕は今回の予

算案と、第５次総合計画の前期というのを見比べてみると、私の感覚ですよ、感覚で申し訳な

いですが、すごい色が付いてるんですよ、いろんな色が。色っていうのは変な意味じゃなくて

明るい色が。今まで財政難で苦しいと言ってて、やらなきゃいけないことをいかに削るかとい

うことをずっとやってきましたけども、今回のこの当初予算見ても、ようやく、例えば給食だ

とか高校生まで子どもの面倒を見るとかいろんな事。でもこれは考えてみたら子どもが尐なく

なってきたからできたことであって、そういう意味では。だから非常に明るい色の付いたまち

づくり、これもひとえに矢口の工業団地、これを中心として矢口城がどんどんでかくなってき

たという。これの大きな意味、それが未来に対する栄町の。それは常にコンパクトシティ化に

繋がってるという。私、見てたら今回のこれは、ずいぶんごまをするようですけど、ものすご

く未来に穴を開けてきた一つの予算編成だと私は見てるんです。ですから、今まで３期目、よ

うやく１期目終わって２期目終わって３期もやって、町長これが最後だ、なんて言ってたけど

も、やはり、かなり未来への道筋になったなという。今までの白黒テレビがカラーになったっ

ていうような感じで。本当に良い予算案だなと思って見ております。 

 ただ、岡本委員も指摘したんですけども、担当の部署が色々変わってきたから、そのまま引

き継いでこっちになってるとか、この人達が全然、担当と違うじゃないかと思うような人達が

担当してたり何かしてる。これの役場の中の整理をこれから尐しずつされていけば、一例で言

えば、橋本委員もちょっと言ってたけども、教育委員会が何で相撲のことやるんだとか、違っ

たっけ、こっちだっけ。それはもう、過去の流れの中での一つの動きであって、こういうのを

うまく整理していくと次に良くなるなという大雑把な予算案と、第５次総合計画の私の感想で

す。だから非常にうまくやってきたなというのが私の感想でございまして、今回の予算委員会

で初めて発言しました。そんな感想を持ちましたということです。 

○委員長（大澤義和君） 今、大雑把な予算案って言ってたけど、本当は緻密な予算案でしょ

う。野田委員。 

○委員（野田泰博） そうです。 

○委員長（大澤義和君） 他にございませんか。 

〔｢なし」という声あり〕 

○委員長（大澤義和君） それでは、ないようですので、これで全体質疑を終わります。町
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長、副町長、教育長、総務課長及び財政課長におかれましては大変お忙しい中、ありがとうご

ざいました。 

以上で２日間にわたります平成３１年度各会計予算審査に伴う質疑を終了いたします。 

 これより、予算審査特別委員会として採決を行います。採決は、予算ごとに行います。 

初めに、議案第２１号、平成３１年度栄町一般会計予算を採決いたします。 

議案第２１号を原案のとおり決定することに賛成のかたは挙手願います。 

〔賛成者挙手〕 

○委員長（大澤義和君） 挙手全員。よって、議案第２１号、平成３１年度栄町一般会計予

算は、原案のとおり可決すべきと決定いたしました。 

次に、議案第２２号、平成３１年度栄町国民健康保険特別会計予算を採決いたします。 

議案第２２号を原案のとおり決定することに賛成のかたは挙手願います。 

〔賛成者挙手〕 

○委員長（大澤義和君） 挙手全員。よって、議案第２２号、平成３１年度栄町国民健康保険

特別会計予算は、原案のとおり可決すべきと決定いたしました。 

次に、議案第２３号、平成３１年度栄町後期高齢者医療特別会計予算を採決いたします。 

議案第２３号を原案のとおり決定することに賛成のかたは挙手願います。 

〔賛成者挙手〕 

○委員長（大澤義和君） 挙手全員。よって、議案第２３号、平成３１年度栄町後期高齢者医

療特別会計予算は、原案のとおり可決すべきと決定いたしました。 

次に、議案第２４号、平成３１年度栄町介護保険特別会計予算を採決いたします。 

議案第２４号を原案のとおり決定することに賛成のかたは、挙手願います。 

〔賛成者挙手〕 

○委員長（大澤義和君） 挙手全員。よって、議案第２４号、平成３１年度栄町介護保険特別

会計予算は、原案のとおり可決すべきと決定いたしました。 

次に、議案第２５号、平成３１年度栄町公共下水道事業特別会計予算を採決いたします。 

議案第２５号を原案のとおり決定することに賛成のかたは、挙手願います。 

〔賛成者挙手〕 

○委員長（大澤義和君） 挙手全員。よって、議案第２５号、平成３１年度栄町公共下水道事

業特別会計予算は、原案のとおり可決すべきと決定いたしました。 

次に、議案第２６号、平成３１年度栄町矢口工業団地拡張事業特別会計予算を採決いたしま

す。 

議案第２６号を原案のとおり決定することに賛成のかたは、挙手願います。 

〔賛成者挙手〕 

○委員長（大澤義和君） 挙手全員。よって、議案第２６号、平成３１年度栄町矢口工業団地



 

１２１ 

 

拡張事業特別会計予算は、原案のとおり可決すべきと決定いたしました。 

なお、予算審査特別委員会の委員長報告書の作成は、委員長に一任願います。 

 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎ 閉  会 

○委員長（大澤義和君） これで、本日の会議を閉じます。 

以上をもって、予算審査特別委員会を閉会といたします。２日間にわたり、ご苦労様でした。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

午後３時３４分 閉会 

 

上記会議録を証するため下記署名いたします。 
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